
【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

1

●ブロック会議の役割
と目的を整理し、内容
及び参加メンバーの見
直しも含めて検討。
 ●ＤＶ被害者を地域で
見守る環境づくりを進め
るため、引き続き全ブ
ロックで関係機関連絡
会議を開催する。

・ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議とブロック会議
の役割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関す
る関心を高め、DV支援を行
う上での役割を再認識して
もらうための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの
業務を兼務し、多忙な中で
は、件数の少ないDV支援
の優先度が低くなりがち。
男女共同参画やDVの担当
部署を持たない市町村の
関心をいかに高め、当事者
意識を持ってもらうか。

８月下旬から９月上旬にかけて、県
内5ヶ所で開催。昨年度から引き続
き、「市町村内部での連携強化」を
テーマに、ＤＶ被害者支援担当課以
外の関係課や社会福祉う協議会にも
参加を呼び掛けた。参加者は市町村
の他、警察署、福祉保健所、ソーレ、
社会福祉協議会。

参加：63機関（うち市町村23、社会福
祉協議会２）、111名

昨年度に引き続き、意見交換の
時間を多く取った。それぞれの状
況や事情に対する理解が深まり
（市町村内、県市間）、有意義な
会議となった。参加者からは、情
報交換の場としても有効であり、
今後も継続して欲しいとの要望
があった。
グループに分かれての意見交換
となるため、会議の最後にグ
ループでの話し合いの概要を発
表し、情報共有を図った。
　分科会においては、事例検討と
いうスタイルが続いたため、今後
は、地域で関係機関が連携する
ために有用となる内容を考えて
いく必要性がある。
　昨年度と比較して、参加者数は
ほぼ横ばいであるが、参加機関
数は増加。（Ｈ28年度：参加者
110名、56機関（うち市町村23））

●ブロック会議の役割と目
的を整理し、内容の見直し
を検討。
 ●ＤＶ被害者を地域で見守
る環境づくりを進めるため、
引き続き全ブロックで関係
機関連絡会議を開催する。

・ＤＶ対策連携支援ネットワー
ク会議とブロック会議の役
割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関する
関心を高め、DV支援を行う
上での役割を再認識してもら
うための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの業
務を兼務し、多忙な中では、
件数の少ないDV支援の優先
度が低くなりがち。男女共同
参画やDVの担当部署を持た
ない市町村の関心をいかに
高め、当事者意識を持っても
らうか。

県民生活･男女共
同参画課

2

●ブロック別ＤＶ関係機
関連絡会議へ参加し、
関係機関と情報交換・
連携強化

関係機関のブロック会への
参加者の減少

・ブロック別ＤＶ関係機関連絡会議へ
参加し、関係機関と情報交換・連携
強化を図った。

― ●ブロック別ＤＶ関係機関連
絡会議へ参加し、関係機関
と情報交換・連携強化

関係機関のブロック会への
参加者の減少

女性相談支援セン
ター

3

●ブロック別ＤＶ関係機
関連絡会議に参加し、
地域の関係機関が共通
認識をもち、連携して対
応。（安芸）
●ブロック別ＤＶ関係機
関連絡会議に参加し、
地域関係機関との連携
を促進する。（中央東、
幡多）
●ブロック別ＤＶ関係機
関連絡会議に参加し、
関係機関が共通認識を
もち、連携して対応。
（須崎）

●ブロック別関係機関連絡
会の日程に他業務がある
場合参加することが困難で
ある。（須崎）

・ブロック別ＤＶ関係機関連絡会議に
参加し、関係機関の対応状況等を共
有した。
・参加機関の、顔が見える関係づくり
ができた。（安芸）
●ブロック別ＤＶ関係連絡会議に参
加し、関係機関との意見交換ができ
た。（中央東）
●ブロック別DV関係機関連絡会議に
参加できなかった（須崎）
●ブロック別ＤＶ関係機関連絡会議
に参加し、地域関係機関との情報共
有（９月）（幡多）

・関係機関の顔繋ぎや対応状況
の相互理解が進んだことで、市
町村支援や連携がしやすくなっ
た。（安芸）
●ブロック別ＤＶ関係連絡会議に
参加し、関係機関との意見交換
により管内の相談実態や体制等
の把握につながった。（中央東）
●ブロック別DV研修会の日程に
より参加できないことがあると関
係機関との連携については、普
段の顔の見える関係性のなかで
連携する必要がある。（須崎）
●ブロック別ＤＶ関係機関連絡会
議の場で関係機関との情報共有
ができた（幡多）

●ブロック別ＤＶ関係連絡会
議に参加を継続していく。
（中央東）
●ブロック別ＤＶ関係機関連
絡会議に参加し、関係機関
との連携を図る。（須崎）
●ブロック別ＤＶ関係機関連
絡会議に参加し、地域関係
機関との連携を促進する。
（幡多）

●ブロック別ＤＶ関係連絡会
議の活性化のためにも、意
見交換での意見が、どの様
に生かされたかのフィード
バックがあればよい。（中央
東）
●ブロック別DV関係機関連
絡会議の日程は参加しやす
い日程にし、欠席の場合は
議事録などフィードバックが
あればよい。（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

4

●ブロック別DV関係機
関連絡会議への参加。

●他の会議と重複する等し
た場合における、出席者の
選定。

●平成29年度DV被害者支援連絡会
議への出席。
●高知県女性保護対策協議会総会
へ講師として出席。
●平成29年度第１回こうち男女共同
参画会議への出席。
●平成29年度DV対策連携支援ネッ
トワーク会議及び専門者研修会へ講
師として出席。

●他機関との連携が構築でき
た。
●講師として参加し、警察として
執り得る措置や法律の解釈を参
加者へ周知できた。

●DV関係機関連絡会議へ
の積極的な参加。

●突発事案や他の協議と競
合した場合における参加者
の確保が困難である。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO
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●ブロック別ＤＶ関係
機関連絡会議の開催
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●引き続き、DVネット
ワーク会議及び専門者
研修会を開催する。
●ＤＶ対策連携支援
ネットワーク会議の役
割と目的を整理し、内
容及び参加メンバーの
見直しも含めて検討。

・ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議とブロック会議
の役割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関す
る関心を高め、DV支援を行
う上での役割を再認識して
もらうための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの
業務を兼務し、多忙な中で
は、件数の少ないDV支援
の優先度が低くなりがち。
男女共同参画やDVの担当
部署を持たない市町村の
関心をいかに高め、当事者
意識を持ってもらうか。

・ＤＶ対策連携支援ネットワーク会議及び専
門者研修会を10/31に開催（参加者37名）。
ブロック会議のテーマが「市町村内の連携強
化」であったことから、昨年度から引き続き、
ネットワークメンバー以外の市町村ＤＶ被害
者支援担当課及び県内各警察署にも案内を
送った。

（講演）「婦人相談所と関係機関の連携　～
社会福祉の動向と調査結果から、そして、関
係者で一緒に考える～」
　講師：森川　美絵　氏
　（津田塾大学　総合政策学部　教授）

（報告）「警察のストーカー・DV対策につい
て」
　報告者：亀岡　正太　氏
　（高知県警察本部　生活安全部少年女性
安全対策課　警部）

　アンケートの会議の内容につい
ての評価では講演・ワークショッ
プについては約６割が「大変参考
になった」という回答だった。

・引き続き、DVネットワーク
会議及び専門者研修会を
開催する。
・ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議の役割と目的を
整理し、内容及び参加メン
バーの見直しも含めて検討
（ブロック会議メンバーの見
直しにあわせて、検討す
る。）。

・ＤＶ対策連携支援ネットワー
ク会議とブロック会議の役
割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関する
関心を高め、DV支援を行う
上での役割を再認識してもら
うための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの業
務を兼務し、多忙な中では、
件数の少ないDV支援の優先
度が低くなりがち。男女共同
参画やDVの担当部署を持た
ない市町村の関心をいかに
高め、当事者意識を持っても
らうか。

県民生活･男女共
同参画課

6

●ＤＶ対策連携支援
ネットワークに参加し、
講演やケーススタディ
による研修を実施する
ことで、相談員の専門
性の向上を図る。

ブロック会とネットワーク会
の目的の違いが関係機関
に理解されていないため、
どちらかに参加すればいい
との感じを受ける。

・ＤＶ対策連携支援ネットワーク会議
及び専門者研修会に参加

・ＤＶ対策連携支援ネットワーク
会議及び専門者研修会に参加す
ることで、専門性の向上が図られ
た。

●ＤＶ対策連携支援ネット
ワークに参加し、講演や
ケーススタディによる研修を
実施することで、相談員の
専門性の向上を図る。

ブロック会とネットワーク会の
目的の違いが関係機関に理
解されていないため、どちら
かに参加すればいいとの感
じを受ける。

女性相談支援セン
ター

7

●ＤＶ被害者と関わる
機関・団体との情報共
有及び連携

・ＤＶ対策の会議等へ積極
的に参加しての情報収集
や連携強化

・ＤＶ関係機関連絡会議(9/11)に参加
した。

・関係機関・団体間の連携のさらなる
強化につながった。

・ＤＶの現状や課題等の情報共
有と関係機関の連携の維持・強
化のためには、継続的に協議し
ていく必要がある。

●ＤＶ被害者と関わる機関・
団体との情報共有及び連携

・ＤＶ対策の会議等へ積極的
に参加しての継続的な情報
収集や連携強化

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

8

●DV対策連携支援ネッ
トワークへの協力。

●協力内容の吟味。 ●平成29年度DV被害者支援連絡会
議への出席。
●高知県女性保護対策協議会総会
へ講師として出席。
●平成29年度第１回こうち男女共同
参画会議への出席。
●平成29年度DV対策連携支援ネッ
トワーク会議及び専門者研修会へ講
師として出席。

●他機関との連携が構築でき
た。
●講師として参加し、警察として
執り得る措置や法律の解釈を参
加者へ周知できた。

●DV対策連携支援ネット
ワークへの協力。

●突発事案や他の協議と競
合した場合における参加者
や講師の確保が困難であ
る。

警察本部
（少年女性安全対
策課）
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●ＤＶ対策連携支援
ネットワークの専門性
の向上と支援の輪の
拡大
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●男女計画の一部をＤ
Ｖ計画とみなすことで、
ＤＶ計画が策定となるこ
とを情報提供して、市町
村の意識啓発をはか
る。
●市町村計画策定の手
引きを活用しながら、計
画を策定、改定する市
町村を支援する。

・首長訪問や市町村計画策
定の手引の活用、市町村
への働きかけ及び情報提
供の充実。

・10市町村を訪問し、市町村計画の
策定を働きかけた。

・市町村の個別訪問を強化し、計
画の必要性等を説明し、計画策
定を支援することが必要である。

・市町村計画策定の手引き
を活用しながら、計画を策
定、改定する市町村を支援
する。

・市町村への働きかけを継続
する、市町村計画策定の手
引の活用など情報提供の充
実を図る。

県民生活･男女共
同参画課
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●関係者による会議の
開催や、ＤＶ対策連携
支援ネットワークを通じ
て市町村との連携を強
化

― ・ＤＶ対策連携支援ネットワーク会議
及び専門者研修会に参加

・ＤＶ対策連携支援ネットワーク
会議及び専門者研修会に参加す
ることで、市町村との連携強化が
図られた。

●関係者による会議の開催
や、ＤＶ対策連携支援ネット
ワークを通じて市町村との
連携を強化 女性相談支援セン

ター

11

●民間シェルターに対
する運営費補助の継続
的な実施及び交付金の
支給

●民間シェルターに対
する今後の補助の在り
方を検討

・被害者への支援の拡大、
充実を図るための、民間
シェルターの育成及び掘り
起こし
・民間シェルターに対する
支援の在り方や役割分担
の検討が必要。

民間シェルター運営費補助実施の交
付決定
　・１か所　1,000千円

・H28に交付額を721千円から
1,000千円に増額出来たが、H２９
の実績においても団体の持ち出
しが事業費の１／２を超えてい
る。
・民間シェルターとの役割分担
や、支援の在り方についての検
討が必要。そのためにも、民間
シェルターの活動内容の詳細（誰
に、何を、いつ、どの程度行った
か等）を把握する必要があること
から、実績報告の様式や検査方
法の見直が必要。

●民間シェルターに対する
運営費補助の継続的な実
施及び交付金の支給

●民間シェルターに対する
今後の補助の在り方を検討

・交付団体の負担で出来るだ
け抑えつつ、活動内容の詳
細をどのように把握するか。

県民生活･男女共
同参画課
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●民間支援団体との協
働の推進
●民間支援団体の拡充

連携の取ることのできる民
間団体の少なさ

・女性保護対策協議会より退所祝金
支給
　　　　　　　　2件
・女性保護対策協議会総会へ出席
・女性保護対策協議会主催の「むつ
み会」へ出席

・民間支援団体との連携が図ら
れた。

●民間支援団体との協働の
推進
●民間支援団体の拡充

連携の取ることのできる民間
団体の少なさ

女性相談支援セン
ター
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●市町村との連携強
化

●民間支援団体との
連携
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13

●ネットワーク会議を開
催し、ＤＶ防止の広報・
啓発や、ＤＶ被害者の
早期発見・早期対応へ
の協力依頼を行う。
●民生委員・児童委員
への啓発活動

・民生委員、児童委員をは
じめとした各関係機関への
啓発活動の再考

・ＤＶ対策連携支援ネットワーク会議及び専
門者研修会を10/31に開催（参加者37名）。
ブロック会議のテーマが「市町村内の連携強
化」であったことから、昨年度から引き続き、
ネットワークメンバー以外の市町村ＤＶ被害
者支援担当課及び県内各警察署にも案内を
送った。

（講演）「婦人相談所と関係機関の連携　～
社会福祉の動向と調査結果から、そして、関
係者で一緒に考える～」
　講師：森川　美絵　氏
　（津田塾大学　総合政策学部　教授）

（報告）「警察のストーカー・DV対策につい
て」
　報告者：亀岡　正太　氏

　アンケートの会議の内容につい
ての評価では講演・ワークショッ
プについては約６割が「大変参考
になった」という回答だった。

●ネットワーク会議を開催
し、ＤＶ防止の広報・啓発
や、ＤＶ被害者の早期発見・
早期対応への協力依頼を
行う。
●民生委員・児童委員への
啓発活動

・民生委員、児童委員をはじ
めとした各関係機関への啓
発活動の再考

県民生活・男女共
同参画課

14

●各機関・団体の研修
会等でのDV防止に向
けた広報・啓発及びＤＶ
被害者の早期発見・早
期対応への協力依頼

各種団体への啓発 ・こうち被害者支援センターでの研修
実施
・高知弁護士会での研修実施

・DV防止に向けた広報・啓発及
びＤＶ被害者の早期発見・早期
対応への協力依頼ができた。

●各機関・団体の研修会等
でのDV防止に向けた広報・
啓発及びＤＶ被害者の早期
発見・早期対応への協力依
頼

各種団体への啓発

女性相談支援セン
ター

15

●民生委員会等で、DV
の啓発や協力を依頼す
る。（安芸）
●研修会への積極的な
参加を促し、職員の意
識・資質の向上に努め
る。（中央東）
●様々な機会を通じDV
についての啓発を行っ
て行く。（中央西、幡多）
●機会を通じ、福祉保
健所研修会でDV防止
の啓発を実施する（須
崎）

・民生委員会等で、DVの啓
発や協力を依頼する。（安
芸）
・研修会への積極的な参加
を促し、職員の意識・資質
の向上に努める。（中央東）
・様々な機会を通じDVにつ
いての啓発を行って行く。
（中央西）
・機会を通じ、福祉保健所
研修会でDV防止の啓発を
実施する（須崎）

●特になし（安芸）
●今年度も研修会への参加をしてい
きたい。（中央東）
●福祉保健所の行った研修会にて、
参加者に啓発カードを配布した(中央
西）
配布者数40名
●管内母子保健従事者担当者研修
会でDV防止の啓発を実施する。
【H29．12.12．】（須崎）
●管内健康づくり関連団体の会議等
で啓発カード配布（幡多）

●福祉保健所内での啓発の場に
ついてどのようなものがあるか整
理し、機会を捉えた啓発が必要
(中央西）
●DV防止について、再認識して
もらうとともに、相談窓口の周知
ができた。（須崎）
●所内での協力が得られ、啓発
の機会が広がった。（幡多）

●福祉保健所の実施する
研修会等の機会を通じて
リーフレット等を配布し啓発
を行う。（安芸）
●研修等に積極的に参加し
職員の資質の向上に努め
る。（中央東）
●福祉保健所の実施する
研修会等様々な機会を通じ
てリーフレット等を配布し啓
発を行う(中央西、幡多）
●管内母子保健従事者研
修会等機会を通じてDV防止
の啓発を実施する（須崎）

●管内研修会で啓発する場
合の事前調整。（安芸）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

16

●高齢者の虐待防止に
向けた研修会の開催

・高齢者虐待の防止に向け
た取組など課題解決に向
けた理解を深めることが必
要。

高齢者虐待防止研修会の実施。
・施設管理者向け：Ｈ29.8月223名
・市町村向け：Ｈ29.8月50名

高齢者の虐待防止に向け、課題
への取り組みに関する知識や理
解を深めることができた。

継続して権利擁護研修会を
実施する。

権利擁護に関するさらなる理
解促を深めるための普及啓
発。

高齢者福祉課
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①
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●各機関・団体の研
修会等でのDV防止に
向けた啓発の実施

●各機関・団体の研
修会等でのDV防止に
向けた啓発の実施

4
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●研修等の機会を通じ
て啓発を行う

・障害者相談支援の実施主
体である市町村や障害者
福祉施設・事業所の管理者
等との情報共有や連携

平成29年11月16日、12月11日に施
設従事者を、11月13日に行政担当者
を対象にした障害者虐待防止・権利
擁護研修を開催し、広報・啓発を行っ
た。
参加者：165名（行政18名、従事者
147名）

障害者虐待防止・権利擁護研修
と連動した防止対策等の広報・
啓発が実施できたため、より効果
的な研修の開催ができた。

研修等の機会を通じて、障
害者虐待防止法と連携した
防止対策等の広報・啓発を
行う。

障害者相談支援の実施主体
である市町村や障害者福祉
施設・事業所との情報共有
や連携。 障害福祉課

18

●チラシ配布の継続
●配布機会の拡大

特になし 下半期なし 下半期なし 国際交流イベントや県内国
際交流・協力団体連絡協議
会等でのチラシ配布

特になし

国際交流課

19

●私立学校人権教育指
導業務（委託）
●指導員の学校訪問に
よる助言・指導、校内研
修の支援
●私立学校で組織する
人権教育研究協議会の
運営支援

・各学校の特色に応じた取
組を尊重しつつ、学校が抱
える課題や求める支援に
適切に対応していくことが
必要。

・各学校の人権教育に関わる教員の
専門性の向上及び体制の強化に寄
与している。

・研修を通じて人権教育に携わろ
うとする意欲のある人材が育成さ
れている。

私立学校人権教育指導業務（委
託）
・指導員の学校訪問による助言・
指導、校内研修の支援
・私立学校で組織する人権教育
研究協議会の運営支援

　各学校の特色に応じた取組を尊
重しつつ、学校が抱える課題や求
める支援に適切に対応していくこと
が必要。

私学・大学支援課

20

●市町村担当課との連
携及び実施園との事
前・事後の連絡を密に
することにより、支援内
容の充実を図るととも
に、地域におけるミドル
リーダーの育成・活用
により、各園の日々の
保育実践及び保育者と
しての資質・専門性の
向上を図る。
●親育ち支援啓発事業
における保護者への研
修（講話・ワークショッ
プ）の一層の拡充に向
け、未実施の市町村へ
の継続的な呼び掛けや
研修会等での声がけを
行っていく。

該当なし ・園内研修支援事業において241回
（79園）の研修支援を行った。うちブ
ロック別研修支援（13園）では、保育
参観に基づくグループ協議を中心に
継続支援を行っている。また、4回の
ミドル受講者による公開保育を行い、
4名の保育者が他園での保育協議の
運営を行った。

・親育ち支援啓発事業において、保
護者への研修を88回（63園・小学校
22・団体2）行った。実施園・校におけ
る保護者の参加率は51.3％であっ
た。また、実施後の保護者へのアン
ケート結果において、99.3％が「子ど
もへの親のかかわりが大切だと思
う」、99.1％が「今後の子育てに生か
していきたい」と回答があった。

・各園の研修テーマや要望に合
わせた園内研修支援を実施する
とともに、ブロック別研修支援に
おいては担当主事が継続支援し
たり、ミドル研修受講者による公
開保育の運営やグループ協議の
進行等により、園の課題や状況
に応じた研修等につながってい
る。

・保護者研修を通して、良好な親
子関係や子どもへの関わり方に
ついて保護者の理解が深まり、
実践してみようとする姿がアン
ケート結果から伺えた。しかし、
研修設定の工夫不足や研修参
加に消極的な保護者がいるた
め、保護者の参加の増加につな
がっていない現状がある。

・実施園との事前・事後の連
絡及び市町村担当課との連
携を密にすることにより、支
援内容の充実を図る。ま
た、ブロック別研修支援にお
いては地域におけるミドル
リーダーの育成・活用によ
り、各園の日々の保育実践
及び保育者としての資質・
専門性の向上を図る。

・親育ち支援啓発事業にお
ける保護者研修の拡充に向
け、継続的に園や市町村へ
の研修の実施を呼びがけて
いくとともに、就学時健診で
の親育ち支援の講話を組み
込んでもらえるように働きか
ける。
・各園の組織体制を整え、
研修の実施や継続的な取
組につなげていくよう、幼保
推進協議会等を通じて働き
かける。

幼保支援課
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●各機関・団体の研
修会等でのDV防止に
向けた啓発の実施
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●学校・保育所・幼稚
園等における人権教
育の推進
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●学校・保育所・幼稚
園等における人権教
育の推進

・今後も、各教育事務所
と連携を図りながら、人
権教育全体計画・年間
指導計画の充実に向け
た支援を継続する。
・県立学校については、
人権教育課で計画の点
検を行い、充実に向け
た支援を行う。

各学校の特色に応じた取
組を尊重しつつ、学校が抱
える課題や求める支援に
適切に対応していくことが
必要。

人権教育主任連絡協議会を開催
（小・中5/26・30　6/1・6　県立5/1）

悉皆研修として行い、年間計画と
実践の交流ができた。

人権教育主任連絡協議会
を開催し、年間指導計画の
充実を図る。

多くの人権課題が協議の対
象となるため、DV問題に特
化することは困難であり、発
達段階に応じて取り上げ方
の工夫が必要。

人権教育課

22

・開発的な生徒指導を
全教育活動に取り入
れ、児童生徒の自己指
導能力を育成する。
・専門人材を活用した
校内支援体制の充実を
図り、学校全体で児童
生徒への支援を行う体
制づくりを推進する。

・開発的な生徒指導に関す
る研修等を継続する必要
がある。

・専門人材を活用した校内
支援会の実施状況を調査
の結果に基づき、効果的な
校内支援会の実施に向け
た支援等を行う必要があ
る。

・校内支援会の実施状況
　全小学校、中学校、義務教育学
校、高等学校で校内支援会を実施し
ており、定期的に開催されている。

・支援が必要な児童生徒に対し
て、適切な支援が行える体制づく
りが進んだ。
・校内支援会の定期開催や専門
人材の活用が十分でない学校も
見られる。

・専門人材を活用した校内
支援会の月1回以上の実施
の定着を図る。

・SCやSSW等の専門人材の
活用について、学校の実態
に応じた効果的な方法を検
討する必要がある。

人権教育課

23

●特別支援教育巡回ア
ドバイザーを県内3地域
に１名ずつ配置し、東
部・中部・西部の重点市
町村の学校を中心とし
て支援を行う（定期的な
校内委員会への援
助）。

・校内支援充実に向けて、
校内委員会の活性化（個別
の指導計画、引き継ぎシー
ト等の作成と活用）
・小・中学校の特別支援教
育学校コーディネーターの
専門性の向上と校内での
役割の理解及び周知

・特別支援教育巡回アドバイザー学
校訪問実績（H30.3月末）
東部…150回　中部…90回　西部…
185回　　　　　計425回
・各中学校区を単位で小中学校の特
別支援教育学校コーディネーター連
絡会を各教育事務所が中心となり開
催（H29は40中学校区に対し、5月か
ら8月にかけて実施）
・特別支援教育巡回アドバイザーが
直接入った学校の多くで、校内委員
会、学年会で個別の指導計画の作
成が行われるようになるなど、特別
支援教育の理解、実践がさらに進ん
だ。

・中学校区内で特別支援教育学
校コーディネーター間の連携を十
分にとることができていない、個
別指導計画が必要な児童生徒全
員に作成できていないなどの学
校に対しては、教育事務所等と
連携しながら手立てを継続する
必要がある。

・H30、31年度の2年間で全
ての市町村（学校組合）教
育委員会が中心となって、
特別支援教育学校コーディ
ネーターが特別支援教育に
ついて学んだり、校種間で
情報共有等ができるよう、
連絡会を開催する。

・特に重点支援市町村では、
特別支援教育巡回アドバイ
ザーが関わりながら、教育委
員会だけではなく福祉や母
子支援等と一緒に、子どもを
中心としたネットワークを作っ
ていくことが必要である。

特別支援教育課

24

・学級づくりリーダー活
用推進事業の実施
・高等学校生徒支援
コーディネーター研修
の継続

・県教育委員会関連所課、
市町村教育委員会との更
なる連携を図る。

・学級づくりパワーアップ講座実施
12/27 参加者88名、受講者評価
4.7/5
・平成29年度重点支援校(南国市立
後免野田小学校)における学級経営
研修会等の実施３回5/11、11/30、
2/8、参加者数延74名　　訪問支援
36回
・生徒支援コーディネ研修会実施
5/30、8/4　参加者数延91名　受講者
評価3.7/4
・教育相談スキルアップ研修
実施6/2、2/1　受講者数5校5名 受
講者評価3.8/4　　訪問支援5校14回

・学級づくりリーダー活用推進事
業では、重点支援地域において
コーディネーター役の教員及び
県内講師と連絡調整を行いなが
ら、支援校(地域）の実態に合わ
せた支援を実施することができ
た。
・高等学校生徒支援コーディネー
ター研修では、研修報告書や学
校訪問での聞き取りから、受講
者が研修で学んだことを授業や
ホームルーム経営、個別の生徒
との関わりにおいて実践している
ことが把握できた。

Ｈ30年度より高知県教育セ
ンターに研修移管

心の教育センター

1
Ｄ
Ｖ
を
許
さ
な
い
社
会
づ
く
り

（
２

）
D
V
防
止
の
た
め
の
教
育
・
普
及
啓
発

①
生
涯
に
わ
た
る
人
権
教
育
の
推
進

●対人関係を築くこと
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

25

●市町村広報等を通じ
て、地域住民に対して
DVを含めた人権問題
の啓発を行うよう働きか
ける。
●市町村の参考になる
広報文案の作成と早期
の情報提供

・広報紙に掲載するかどう
かを判断するのは市町村
のため、実際に掲載される
かどうかは不明。

・市町村の参考になる広報文案の作
成と情報提供
・市町村広報紙へのDV関連記事の
掲載
（文案を参考にした記事、市町村DV
相談窓口の紹介など）

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間や人権週間を中心に11
月号あたりでの掲載が多い。
・様々な広報素材がある中で、
DVの啓発の通年実施をどう行っ
てもらうか。

・市町村広報等を通じて、地
域住民に対してDVを含めた
人権問題の啓発を行うよう
働きかける。
・市町村の参考になる広報
文案の作成と早期の情報提
供

・広報紙に掲載するかどうか
を判断するのは市町村のた
め、実際に掲載されるかどう
かは不明。

県民生活・男女共
同参画課

26

●受託研修について広
報

地域での研修会への講師
依頼が少ない。

・実績なし ― ●受託研修について広報 地域での研修会への講師依
頼が少ない。

女性相談支援セン
ター

27

●ＤＶ防止等の研修を
出前講座により実施

・地域での研修への派遣依
頼が少ないため広報を充
実させる。

- - ●ＤＶ防止等の研修を出前
講座により実施

・ＤＶ防止の研修実施につな
がる啓発や広報

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

28

各市町村の人権教育・
啓発に関する取組にお
いて、女性の人権を
テーマにした内容を組
み込んでもらえるよう、
市町村担当者会等を通
じて働きかける。

DV防止についての研修の
場の設定と地域住民の
ニーズとの調整。

・市町村人権教育・啓発担当者連絡
協議会（中部・高知市地区5/15　西
部地区5/18　東部地区5/22）
・社会教育主事等研修及び市町村人
権教育・啓発担当者（9/15）

・計画の実施とPDCAの進め方を
研修し、好評であった。
・研修参加者が短時間のプレゼ
ンテーションを体験し、実践的な
内容で研修できた。

啓発用資料を活用し、体験
的な研修を充実させていく。

一人一人の体験を確保する
ためには、研修時間の確保
が課題である。

人権教育課

29

●講演会、イベント、
ホームページ等で研修
会への講師派遣を周知
する

・ＤＶ防止についてが研修
課題とされるかは研修実施
団体等の判断

講師派遣事業の広報についてポス
ターの掲示や講演会等でのチラシの
配布を実施
「ＤＶ」をテーマにした研修ではない
が、その根底にある「セクシャルハラ
スメント」の問題を含む研修を実施し
た。
●ヒューマンパワー育成講座
①講演会「いろいろなハラスメントへ
の対応と最新情報」　　開催日：1月
19日
　講　師：(株)アトリエエム代表取締役
　　　　　　三木啓子氏　　参加者：77
人
○[アンケートから]
理解の深まり：「大いに深まった」、
「深まった」の割合９８％
・様々なハラスメントがあり自身も勉
強していく必要があると感じた。
・共通の認識を持つことが必要だと
思った。個性を尊重することも。
・ロールプレイはすぐに実践できる
ケースが取り上げられていて良かっ
た。

・講師派遣事業では、研修テーマ
を「DV防止」とするかは主催者側
が決定するため、「DV防止」を
テーマとする研修の下半期の実
績はなし。

・一般的に「DV」は家庭内やパー
トナー間で発生する問題ととらえ
られがちなので人権啓発セン
ターが行っている職域研修の
テーマとして設定されることが少
ないのではないかと考えるが、
「DV」の根底にはジェンダーハラ
スメントがあり、職域研修での効
果を理解してもらう必要がある。

●講演会、イベント、ホーム
ページ等で研修会への講師
派遣を周知する

・ＤＶ防止についてが研修課
題とされるかは研修実施団
体等の判断

人権啓発センター
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7



【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

30

商工部門や業界団体と
連携して、啓発の実施
や協力の依頼を行う。

特になし 実績なし 他の事業で商工部門や業界団体
との連携は継続しており、必要に
応じ啓発等の協力依頼は可能。

商工部門や業界団体と連携
して、啓発の実施や協力の
依頼を行う。

特に無し

県民生活・男女共
同参画課

31

●受託研修について広
報

人権研修にＤＶを取り上げ
てくれる企業等があるの
か。

・実績なし ― ●受託研修について広報 人権研修にＤＶを取り上げて
くれる企業等があるのか。

女性相談支援セン
ター

32

●ＤＶ防止等の研修を
出前講座により実施

・職域での研修への派遣依
頼が少ないため広報を充
実させる。

・ハラスメント研修を出前講座により
実施。６件計310名参加。

・人権教育の研修の機会を設けるこ
とができた。

・ハラスメントに関する研修と比
べ、ＤＶ防止に特化した研修の依
頼が少ない。

●ＤＶ防止等の研修を出前
講座により実施

・ＤＶ防止の研修実施につな
がる啓発や広報

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

33

●講演会、イベント、
ホームページ等で研修
会への講師派遣を周知
する

・ＤＶ防止についてが研修
課題とされるかは研修実施
団体等の判断

講師派遣事業の広報についてポス
ターの掲示や講演会等でのチラシの
配布を実施
「ＤＶ」をテーマにした研修ではない
が、その根底にある「セクシャルハラ
スメント」の問題を含む研修を実施し
た。
●ヒューマンパワー育成講座
①講演会「いろいろなハラスメントへ
の対応と最新情報」　　開催日：1月
19日
　講　師：(株)アトリエエム代表取締役
　　　　　　三木啓子氏　　参加者：77
人
○[アンケートから]
理解の深まり：「大いに深まった」、
「深まった」の割合９８％
・様々なハラスメントがあり自身も勉
強していく必要があると感じた。
・共通の認識を持つことが必要だと
思った。個性を尊重することも。
・ロールプレイはすぐに実践できる
ケースが取り上げられていて良かっ
た。

・講師派遣事業では、研修テーマ
を「DV防止」とするかは主催者側
が決定するため、「DV防止」を
テーマとする研修の下半期の実
績はなし。

・一般的に「DV」は家庭内やパー
トナー間で発生する問題ととらえ
られがちなので人権啓発セン
ターが行っている職域研修の
テーマとして設定されることが少
ないのではないかと考えるが、
「DV」の根底にはジェンダーハラ
スメントがあり、職域研修での効
果を理解してもらう必要がある。

●人権啓発電車・ラジオ、
ホームページ等を活用した
啓発を実施する。

・被害者、当事者だけでなく、
県民に広く啓発する内容も含
む必要がある。
電車を利用したＤＶ防止の啓
発については、DVについて
は自前の啓発素材が無いこ
とから関係団体から提供を受
ける必要がある。

人権啓発センター
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

34

●広報広聴課、人権啓
発センター等、利用でき
る広報媒体を活用し
て、繰り返し広報を続け
る。
　・広報紙（さんSUN高
知、
　　ソーレスコープ等）
　・テレビ・ラジオ
　・人権啓発センターＣ
Ｍ
●公共交通機関を活用
した広報活動の実施

・広報素材の工夫や広報の
強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった
内容か、あるいは広報媒体
や方法が適当か。

「女性に対する暴力をなくす運動期
間（11月12日～25日）」を中心とした
啓発の実施
○各種広報媒体を活用した広報の実
施
　・ラジオ対談（ＲＫＣ　２回　FM　1
回）
○民間支援団体と協働した広報・啓
発活動
　・啓発ポケットティッシュの配布
　・相談窓口周知カードの作成・配布
○高知城パープルライトアップ
○公共交通機関等での啓発ポスター
の掲示（路線バス40台、バス待合所
２ヶ所）

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間に集中的に広報を行うこ
とで、県民へのPR効果が一定得
られたと考えられる。
・通年での広報・啓発は不十分な
ため、方法についての検討が必
要。

「女性に対する暴力をなくす
運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施

○広報広聴課、人権啓発セ
ンター等、活用させてもらえ
る広報媒体を活用した広報
の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上
げ
○公共交通機関を活用した
広報活動の実施
○民間支援団体と協働した
広報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作成・
配布
○高知城パープルライトアッ
プ

・広報素材の工夫や広報の
強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、被
害者・加害者）にあった内容
か、あるいは広報媒体や方
法が適当か。

県民生活･男女共
同参画課

35

●ソーレ情報誌やホー
ムページ、メールマガジ
ン等を活用した意識啓
発

・ＤＶについて県民に十分
知られていないため情報を
充実させる。

・ホームページにてＤＶに関する意識
啓発の情報を発信。

・ＤＶ防止の意識啓発

・ホームページ等の情報の充実
を図る必要がある。

●ソーレ情報誌やホーム
ページ、メールマガジン等を
活用した意識啓発

・ＤＶについて県民に十分知
られていないため情報の充
実を図る。 男女共同参画セン

ター「ソーレ」

36

●広報紙、テレビ、ラ
ジオ、ホームページ等
多様な広報媒体を活
用した意識啓発

●人権啓発電車・ラジ
オ、ホームページ等を
活用した啓発を実施す
る。

・被害者、当事者だけでな
く、県民に広く啓発する内
容も含む必要がある。
・人権啓発電車は、DVにつ
いては自前の啓発素材が
無いことから関係団体から
提供を受ける必要がある。

・平成29年度から新たに発行するこ
とになった「季刊誌ここるんだより」に
１０の人権課題の一つとして「女性の
人権」を取り上げた。
●１０月～１１月に実施したポスター
ジャックで「ＤＶ防止啓発講演会」の
ポスターを掲出した。
○電車を利用する一般県民（期間利
用客数：15,641人）に広報できた。

●「人権啓発シリーズ新聞掲載事
業」第7回　その他の人権（ハラスメン
ト）　　12/27（水）　「もうセクハラなく
そうよ」　　三木啓子（アトリエエム(株)
代表・産業カウンセラー）

取り組むべき人権課題が多い
中、「DV防止」は下半期、特に
「女性に対する暴力をなくす運動
期間」（１１月１２日～２５日）を中
心に公共交通機関を活用した広
報や、新聞掲載事業を実施する
ことができた。

●研修への講師派遣及び
研修課題の決定権限は市
町村にあるため、希望があ
れば対応する。

・センターはあらゆる人権問
題の啓発研修を行っており、
ＤＶ防止の専門的な部分に
ついては、専門部署に頼らざ
るを得ない。

人権啓発センター

37

●市町村等関係機
関・団体への広報・意
識啓発実施の働きか
け

●市町村や関係機関・
団体の広報等を通じ
て、地域住民に対して
DVを含めた人権問題
の啓発を行うよう働きか
ける。
●市町村の参考になる
広報文案の作成と早期
の情報提供

・広報紙に掲載するかどう
かを判断するのは市町村
や関係機関・団体のため、
実際に掲載されるかどうか
は不明。

・市町村の参考になる広報文案の作
成と情報提供
・市町村広報紙へのDV関連記事の
掲載
（文案を参考にした記事、市町村DV
相談窓口の紹介など）

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間や人権週間を中心に11
月号あたりでの掲載が多い。
・様々な広報素材がある中で、
DVの啓発の通年実施をどう行っ
てもらうか。

・市町村広報等を通じて、地
域住民に対してDVを含めた
人権問題の啓発を行うよう
働きかける。
・市町村の参考になる広報
文案の作成と早期の情報提
供

・広報紙に掲載するかどうか
を判断するのは市町村のた
め、実際に掲載されるかどう
かは不明。

県民生活・男女共
同参画課
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●広報紙、テレビ、ラ
ジオ、ホームページ等
多様な広報媒体を活
用した意識啓発
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等
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柱
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標
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担当課室又は

関係機関

38

●民間支援団体と連携
した広報・啓発、相談
カードの作成・配布
●啓発用ポスターの作
成・掲示
●「女性に対する暴力
をなくす運動期間（11月
12日～25日）」を中心と
した啓発の実施

・ＤＶ防止への理解の有無
や展示スペース等の問題
により、配布先の新規開
拓・拡大が困難

・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった
内容か、あるいは広報媒体
や方法が適当か。

・女性保護対策協議会（民間女性支
援団体）と連携した相談カードの作成
（28,500枚）及び配布
・国際ソロプチミストと連携した広報・
啓発用素材（ポケットティッシュ、チラ
シ等）の配布（街頭キャンペーンの実
施）

●民間支援団体と連携した
広報・啓発、相談カードの作
成・配布
●啓発用ポスターの作成・
掲示
●「女性に対する暴力をなく
す運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施

・ＤＶ防止への理解の有無や
展示スペース等の問題によ
り、配布先の新規開拓・拡大
が困難

・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、被
害者・加害者）にあった内容
か、あるいは広報媒体や方
法が適当か。

県民生活･男女共
同参画課

39

●リーフレット等の配布
先の新規開拓

配布できるところが限定さ
れる。

・国際ソロプチミストと連携した広報・
啓発用素材（ポケットティッシュ、チラ
シ等）の配布（街頭キャンペーンの実
施）

●リーフレット等の配布先の
新規開拓

配布できるところが限定され
る。

女性相談支援セン
ター

40

●啓発パネルの掲示や
貸出し、啓発誌やリーフ
レット等の配布による意
識啓発

・ＤＶ相談窓口カード等の配
布先の拡充やＤＶ防止の啓
発誌や啓発パネルの活用

・ソーレ館内、出前講座や会議等で
啓発誌を配布。
・県立図書館でDV防止啓発パネル
の掲示と啓発誌を配布。
・啓発パネルの貸出し(1件)

・ＤＶ防止の意識啓発

・意識啓発のため、さまざまな機
会を捉え、DV防止の啓発パネル
の掲示や啓発誌等の配布を行っ
ていく。

●啓発パネルの掲示や貸
出し、啓発誌やリーフレット
等の配布による意識啓発。

・ＤＶ相談窓口カード等の配
布先の拡充やＤＶ防止の啓
発誌や啓発パネルの活用

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

41

●庁舎内でポスター、Ｄ
Ｖ啓発パンフレット、ＤＶ
啓発カード等を利用し
た啓発をする（安芸）
●リーフレット等の配布
を行う。（中央東）
●様々な機会を通じDV
についてのリーフレッ
ト、カード等の配布を行
う。（中央西、幡多）
●機会を通じ、福祉保
健所研修会でDV防止
のリーフレットを配布し
啓発を実施する（須崎）

高齢者や障害者に情報が
届きにくい。(中央西）

●男性トイレにも、DV啓発カード等を
設置。（安芸）
●窓口にてリーフレットの配布や掲
示を行っている。（中央東）
●啓発カードを窓口やトイレに設置し
た。またケアマネジャーが参加する
研修会において配布した(中央西）
●管内母子保健従事者担当者研修
会でDV防止の啓発を実施する。
【H29．12.12．実施予定】（須崎）
●庁舎内にＤＶ啓発カード等を配置
（幡多）

●男性トイレでの検証はしていな
い。（安芸）
●来所者の目には触れていると
思われるが、リーフレットの補充
機会は少ない。（中央東）
●啓発カードの設置のみでは、
PRとなっていないため、住民対
象の講習会等のさまざまな機会
をとらえ、カード等配布するなど
の工夫が必要。（中央西）

●庁舎内でポスター、DV啓
発パンフレット、啓発カード
等を利用した啓発をする。
（安芸）
●リーフレットを配布して啓
発を継続していく。（中央東）
●DVについてのリーフレット
やカード等の配布を行う(中
央西）
●機会を通じ、福祉保健所
研修会でDV防止のリーフ
レットを配布し啓発を実施す
る（須崎）
●様々な機会を通じDVにつ
いてのリーフレット、カード等
の配布を行う（幡多）

●DV防止と啓発を常に念頭
においてリーフレット等の配
布だけにとどまらない取組が
必要。
母子担当だけでなく、高齢、
障害分野等での取組の必要
（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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●リーフレット等の作
成及び配布による意
識啓発

民間支援団体の協力を得ること
で、効果的に広報・啓発活動を実
施することができた。
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)
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・アウトカム（成果）
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実施後の分析、検証
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42

●「女性に対する暴力
をなくす運動期間（11月
12日～25日）」を中心と
した啓発の実施
○市町村広報紙掲載に
向けた広報文案の送付
○民間支援団体と協働
した広報・啓発活動
○広報広聴課、人権啓
発センター等、活用させ
もらえる広報媒体を活
用した広報の実施
　・広報紙（さんSUN高
知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読
み上げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）

・広報素材の工夫や広報の
強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった
内容か、あるいは広報媒体
や方法が適当か。

【市町村】
・市町村の参考になる広報文案の作
成と早期の情報提供

【民間支援団体】
・女性保護対策協議会と連携した相
談カードの作成（28,500枚）及び配布
・国際ソロプチミストと連携した広報・
啓発用素材（ポケットティッシュ、チラ
シ等）の配布（街頭キャンペーンの実
施）。

【県庁】
・ラジオ対談の実施（FMラジオ１回 Ｒ
ＫＣラジオ2回）
・高知城のパープルライトアップ。

民間支援団体の協力を得ること
で、効果的に広報・啓発活動を実
施することができた。

「女性に対する暴力をなくす
運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施
○市町村広報紙掲載に向
けた広報文案の送付
○民間支援団体と協働した
広報・啓発活動
（相談カードの作成・配布、
街頭キャンペーンの実施）
○広報広聴課、人権啓発セ
ンター等、活用させてもらえ
る広報媒体を活用した広報
の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上
げ
○高知城パープルライトアッ
プの実施

・広報素材の工夫や広報の
強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、被
害者・加害者）にあった内容
か、あるいは広報媒体や方
法が適当か。

県民生活･男女共
同参画課

43

●「女性に対する暴力
をなくす運動」期間に、
関係機関・団体と連携
した集中的な広報・啓
発の実施
●民間支援団体の拡充

連携の取ることのできる民
間団体の少なさ

・国際ソロプチミストと連携した広報・
啓発用素材（ポケットティッシュ、チラ
シ等）の配布（街頭キャンペーンの実
施）

・民間支援団体の協力を得ること
で、効果的に広報・啓発活動を実
施することができた。

●「女性に対する暴力をなく
す運動」期間に、関係機関・
団体と連携した集中的な広
報・啓発の実施
●民間支援団体の拡充

連携の取ることのできる民間
団体の少なさ

女性相談支援セン
ター

44

●館内での企画展示や
関係機関との共催によ
るＤＶ防止啓発講演会
の開催及び広報活動

・「女性に対する暴力をなく
す運動」期間に開催するDV
防止啓発講演会への参加
者の拡充

・「女性に対する暴力をなくす運動」
期間中の11/18に関係機関・団体と
共催で開催するＤＶ防止啓発講演会
をホームページやチラシで広報した。

・ＤＶ防止啓発への関心を高め、幅広
く参加を募集した。講演会129名参
加。

- ●館内での企画展示や関
係機関との共催によるＤＶ
防止啓発講演会の開催及
び広報活動

・「女性に対する暴力をなくす
運動」期間中のより効果的な
啓発活動と講演会への参加
者の拡充

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

45

●「女性に対する暴力
をなくす運動」期間（11
月12日～25日）に合わ
せ、人権啓発電車等を
活用した啓発を実施す
る。

・被害者、当事者だけでな
く、県民に広く啓発する内
容も含む必要がある。
・人権啓発電車は、DVにつ
いては自前の啓発素材が
無いことから関係団体から
提供を受ける必要がある。

・平成29年度から新たに発行するこ
とになった「季刊誌ここるんだより」に
１０の人権課題の一つとして「女性の
人権」を取り上げた。
●１０月～１１月に実施したポスター
ジャックで「ＤＶ防止啓発講演会」の
ポスターを掲出した。
○電車を利用する一般県民（期間利
用客数：15,641人）に広報できた。

●「人権啓発シリーズ新聞掲載事
業」第7回　その他の人権（ハラスメン
ト）　　12/27（水）　「もうセクハラなく
そうよ」　　三木啓子（アトリエエム(株)
代表・産業カウンセラー）

取り組むべき人権課題が多い
中、「DV防止」は下半期、特に
「女性に対する暴力をなくす運動
期間」（１１月１２日～２５日）を中
心に公共交通機関を活用した広
報や、新聞掲載事業を実施する
ことができた。

●「女性に対する暴力をなく
す運動」期間（11月12日～
25日）に合わせ、人権啓発
電車等を活用した啓発を実
施する。

・被害者、当事者だけでなく、
県民に広く啓発する内容も含
む必要がある。
電車を利用したＤＶ防止の啓
発については、DVについて
は自前の啓発素材が無いこ
とから関係団体から提供を受
ける必要がある。

人権啓発センター
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●「女性に対する暴力
をなくす運動」期間を
中心とした関係機関・
団体と連携した集中的
な広報・啓発の実施
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46

●広報用名刺大カード
を県内の全高校生及び
私立中学生などに配
布。
●性に関する専門講師
派遣事業等で思春期ハ
ンドブックを活用し、DV
予防や相談窓口を周
知。
●H30年6月（予定）の
塩見記念青少年プラザ
への移転にむけて、医
療・教育関係者による
思春期相談センターＰＲ
ＩＮＫあり方検討会の開
催。

・思春期相談センター活動
の周知
・ホームページによる情報
発信の強化
・移転後の活動内容の充実

・広報用名刺大カードを県内の全高
校、私立及び県立、高知市立中学校
に配布。
・フジグラン高知のテナントスペース
に広報用名刺大カードを継続設置。
・デートＤＶについて記載した思春期
ハンドブックを県内高校1年生に配布
するとともに、性に関する専門講師派
遣事業や各学校等で実施する性教
育の授業等で活用。
・思春期相談センターＰＲＩNKあり方
検討会にて、移転後の体制や活動内
容について検討。（8/29、10/10）

〈成果〉（3月末現在）
・電話相談：1,152件
・メール相談：19件
・個別面接相談：0件
・広報用名刺カード配布
　県内高校全生徒、県立・私立・高知
市中学校や関係機関等に配布3.2万
枚

・思春期ハンドブックや広報用名
刺大カードを毎年継続して配布
することで周知が図られてきてい
る。
・性に関する専門講師派遣事業
実施後の思春期ハンドブックに
関するアンケートでは、「デートＤ
Ｖを知らなかった」と回答する人
が多いことから、ハンドブックを活
用した啓発活動ができていると
考える。
・思春期相談センターＰＲＩNKあり
方検討会では、思春期の子ども
たちをとりまく環境は変化してお
り、若者だけでなく、保護者や学
校の先生も相談できる場がない
ことや、女性の身体や妊娠に関
する相談の場が必要であるとの
意見があり、これらの意見をふま
えた次年度以降の計画を策定す
ることができた。

広報用名刺大カードの配
布。
・思春期ハンドブックを活用
したＤＶ予防や相談窓口の
周知。
・ＰＲＩＮＫのオープンスペー
スを活用して専門講師によ
るミニ学習会の開催や、産
婦人科医師による相談日の
設定、予期しない妊娠等に
関する専門相談電話を開設
し、デートＤＶ等も含めた学
習の場や、若者や思春期か
ら更年期までの女性が気軽
に相談できる場を提供して
いく。

・思春期ハンドブックや広報
用名刺大カードの配布先の
拡大。
・相談窓口の周知方法につ
いて工夫が必要。
・教育委員会や学校現場、他
の相談機関との連携
・相談員の体制

健康対策課

47

● 高齢者総合相談窓
口や認知症コールセン
ターでの相談受付

●新聞やラジオ等を活
用した高齢者総合相談
窓口、認知症コールセ
ンターの広報

・より多くの県民への周知。 ・高齢者総合相談での相談受付件
数：519件
・認知症コールセンターへの相談件
数：365件

・新聞・ラジオに加え、さんＳＵＮ高知
の情報広場への広報掲載。また、市
町村及び施設従事者に向けた虐待
研修のほか、県内の量販店でリーフ
レットを配布。
・認知症サポーター養成講座等でパ
ンフレットやチラシを配布。

・地域包括支援センターや専門
機関の相談機能もあり、相談件
は減少しているが、高齢者虐待
など権利擁護に関する相談が継
続的に寄せられている。
・認知症コールセンターの相談件
数は昨年度に比べ20件ほど減少
している。

引き続き各地域包括支援セ
ンターなども含めた相談機
関を周知する。

より多くの県民への周知。

高齢者福祉課

48

●研修等で情報提供を
行い、相談窓口での広
報・啓発を支援する

・障害者相談支援の実施主
体である市町村や障害者
福祉施設・事業所の管理者
等との情報共有や連携

平成29年11月16日、12月11日に施
設従事者を、11月13日に行政担当者
を対象にした障害者虐待防止・権利
擁護研修を開催し、広報・啓発を行っ
た。
参加者：165名（行政18名、従事者
147名）

障害者虐待防止・権利擁護研修
と連動した防止対策等の広報・
啓発が実施できたため、より効果
的な研修の開催ができた。

研修等の機会を通じて、障
害者虐待防止法と連携した
防止対策等の広報・啓発を
行う。

障害者相談支援の実施主体
である市町村や障害者福祉
施設・事業所との情報共有
や連携。 障害福祉課

49

●チラシ配布の継続
●配布機会の拡大

・特になし 下半期なし 下半期なし チラシ配布 特になし

国際交流課
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進

●若者や高齢者、障
害者、外国人等を対
象とした各種相談窓口
でのDVに関する広報・
啓発の実施

●若者や高齢者、障
害者、外国人等を対
象とした各種相談窓口
でのDVに関する広報・
啓発の実施
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

50

●広報広聴課、人権啓
発センター等、利用でき
る広報媒体を活用し
て、繰り返し広報を続け
る。
　・広報紙（さんSUN高
知、
　　ソーレスコープ等）
　・テレビ・ラジオ
　・人権啓発センターＣ
Ｍ
●公共交通機関を活用
した広報活動の実施

・広報素材の工夫や広報の
強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった
内容か、あるいは広報媒体
や方法が適当か。

「女性に対する暴力をなくす運動期
間（11月12日～25日）」を中心とした
啓発の実施
○各種広報媒体を活用した広報の実
施
　・ラジオ対談（ＲＫＣ　２回　FM　1
回）
○民間支援団体と協働した広報・啓
発活動
　・啓発ポケットティッシュの配布
　・相談窓口周知カードの作成・配布
○高知城パープルライトアップ
○公共交通機関等での啓発ポスター
の掲示（路線バス40台、バス待合所
２ヶ所）

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間に集中的に広報を行うこ
とで、県民へのPR効果が一定得
られたと考えられる。
・通年での広報・啓発は不十分な
ため、方法についての検討が必
要。

「女性に対する暴力をなくす
運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施

○広報広聴課、人権啓発セ
ンター等、活用させてもらえ
る広報媒体を活用した広報
の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上
げ
○公共交通機関を活用した
広報活動の実施
○民間支援団体と協働した
広報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作成・
配布
○高知城パープルライトアッ
プ

・広報素材の工夫や広報の
強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、被
害者・加害者）にあった内容
か、あるいは広報媒体や方
法が適当か。

県民生活･男女共
同参画課

51

●ソーレ情報誌やホー
ムページ、メールマガジ
ン等を活用した広報・啓
発

・デートＤＶについて県民に
十分知られていないため情
報の充実を図る。

・ホームページにてデートＤＶに関す
る意識啓発の情報を発信。

・デートＤＶ防止の意識啓発

・ホームページ等の情報の充実
を図る必要がある。

●ソーレ情報誌やホーム
ページ、メールマガジン等を
活用した広報・啓発

・デートＤＶについて県民に十
分知られていないため情報
の充実を図る。 男女共同参画セン

ター「ソーレ」

52

●人権啓発電車・ラジ
オ、ホームページ等を
活用した啓発を実施す
る。

・被害者、当事者だけでな
く、県民に広く啓発する内
容も含む必要がある。
・人権啓発電車は、DVにつ
いては自前の啓発素材が
無いことから関係団体から
提供を受ける必要がある。

・平成29年度から発行することになっ
た「季刊誌ここるんだより」に１０の人
権課題の一つとして「女性の人権」を
取り上げた。
●１０月～１１月に実施したポスター
ジャックで「ＤＶ防止啓発講演会」の
ポスターを掲出した。
○電車を利用する一般県民（期間利
用客数：15,641人）に広報できた。

●「人権啓発シリーズ新聞掲載事
業」第7回　その他の人権（ハラスメン
ト）　　12/27（水）　「もうセクハラなく
そうよ」　　三木啓子（アトリエエム(株)
代表・産業カウンセラー）

取り組むべき人権課題が多い
中、「DV防止」は下半期、特に
「女性に対する暴力をなくす運動
期間」（１１月１２日～２５日）を中
心に公共交通機関を活用した広
報や、新聞掲載事業を実施する
ことができた。

●人権啓発電車・ラジオ、
ホームページ等を活用した
啓発を実施する。

・被害者、当事者だけでなく、
県民に広く啓発する内容も含
む必要がある。
電車を利用したＤＶ防止の啓
発については、DVについて
は自前の啓発素材が無いこ
とから関係団体から提供を受
ける必要がある。

人権啓発センター
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●広報紙、テレビ、ラ
ジオ、ホームページ等
多様な広報媒体を活
用した広報・啓発の実
施
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

53

●啓発パネルの掲示や
貸出し、啓発誌やリーフ
レット等の配布による広
報・啓発

・デートＤＶパンフレットの配
布先拡充と啓発パネルの
活用。

・ソーレ館内、出前講座や会議等で
パンフレットを配布。

・デートＤＶ防止の意識啓発

・意識啓発のため、さまざまな機
会を捉え、デートDV防止の啓発
パネルの掲示や啓発誌等の配
布を行っていく必要がある。

●啓発パネルの掲示や貸
出し、啓発誌やリーフレット
等の配布による広報・啓発

・デートＤＶパンフレットの配
布先拡充と啓発パネルの活
用

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

54

●民間支援団体と連携
した広報・啓発、相談
カードの作成・配布
●啓発用ポスターの作
成・掲示
●「女性に対する暴力
をなくす運動期間（11月
12日～25日）」を中心と
した啓発の実施

・ＤＶ防止への理解の有無
や展示スペース等の問題
により、配布先の新規開
拓・拡大が困難

・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった
内容か、あるいは広報媒体
や方法が適当か。

・女性保護対策協議会（民間女性支
援団体）と連携した相談カードの作成
（28,500枚）及び配布
・国際ソロプチミストと連携した広報・
啓発用素材（ポケットティッシュ、チラ
シ等）の配布（街頭キャンペーンの実
施）

民間支援団体の協力を得ること
で、効果的に広報・啓発活動を実
施することができた。

○「女性に対する暴力をなく
す運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施
・民間支援団体と連携した
広報・啓発素材、相談カード
の作成・配布

・ＤＶ防止への理解の有無や
展示スペース等の問題によ
り、配布先の新規開拓・拡大
が困難

・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、被
害者・加害者）にあった内容
か、あるいは広報媒体や方
法が適当か。

県民生活・男女共
同参画課

55

●デートＤＶ防止等の
研修を出前講座により
実施

・出前講座実施先拡充と啓
発パネルの活用。

・県内の大学・高等学校で学生を対
象としたデートＤＶに関する研修を実
施。６件545名参加

・講座依頼の拡大や継続に向け
ての周知・広報を図る。

●デートＤＶ防止等の研修
を出前講座により実施

・中学・高校・大学等の教育
機関における予防教育の必
要性に関する認識不足を解
消するための啓発や広報 男女共同参画セン

ター「ソーレ」

56

ＰＴＡの人権教育研修に
おいて、女性の人権を
テーマにした内容を組
み込んでもらえるよう、
ＰＴＡ関係の会や校長
会等を通じて働きかけ
る。

DV防止についての研修の
場の設定と保護者のニー
ズとの調整。

人権教育主任連絡協議会等で、人
権問題の研修をPTAで行ってもらうよ
うに伝えている。

女性の人権を含む人権全般につ
いて働きかけており、女性の人
権に特化していない。

ＰＴＡの人権教育研修にお
いて、研修の回数を増やし
たり、複数テーマの研修を
実施するなどの工夫を提案
していく。

多くの実施が計画された場
合に、研修ニーズに対応でき
る講師の確保 人権教育課（主）

小中学校課
高等学校課
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●リーフレット等の作
成及び配布による広
報・啓発の実施

●中高生、大学生及
び保護者を対象とした
授業及び研修の実施
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等
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管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
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目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

57

教職員研修等におい
て、ＤＶをはじめとする
女性の人権をテーマに
した内容を組み込んで
もらえるよう、人権教育
主任連絡協議会等を通
じて働きかける。

DV防止についての研修の
場の設定と教職員のニー
ズとの調整。

人権教育主任連絡協議会等で、人
権問題の研修を構内で行ってもらう
ように伝えている。

女性の人権を含む人権全般につ
いて働きかけており、女性の人
権に特化していない。

校内の人権教育研修にお
いて、研修の回数を増やし
たり、複数テーマの研修を
実施するなどの工夫を提案
していく。

多くの実施が計画された場
合に、研修ニーズに対応でき
る講師の確保

人権教育課

58

●人権教育セミナーで
は、県民に身近な10の
人権課題を網羅するこ
とを念頭に置き、ＤＶを
含めた女性の人権に関
する講座を実施する。

・研修のねらいから、ＤＶに
特化した講座にすることは
難しい。

・「女性・犯罪被害者等」の人権課題
をテーマに、「性暴力被害を受けた子
どもの理解と支援」という演題のも
と、性的マイノリティーにおけるDVの
現実を含めた女性に対する人権侵害
に関する研修を実施。（人権教育セミ
ナーⅡ期、8/3開催、受講者７５名）
・性的マイノリティーにおけるDVの現
実を具体的な事例や性犯罪とその二
次的被害の実態など、DVも含めた女
性に対する人権侵害の実態を再認
識できた。

児童生徒や女性の心のケアを専
門的にされている講師から、ＤＶ
の実態や女性に対する人権侵害
の実例を聞くことができた。受講
者は、DVの防止に係る学習を
「女性」「犯罪被害者等」「性的マ
イノリティー」の人権課題に関連
させて実践できることを認識でき
たと考える。
本研修が、学校・学級での教育
実践に生かせる内容であったの
かを問うアンケート結果【5件法】
では、【4.３】であり、研修の内容
が一定教育実践の中で生かせる
内容であったと考える。

女性・犯罪被害者等の人権
課題において、「女性（DV・
性暴力被害者）・犯罪被害
者の人権」を演題とし、DV
の内容を含めた研修を実施
する。

研修のねらいから、DVに特
化した講演にすることは難し
い。また、その内容が受講者
にとって学校に生かされる内
容であるか、講師の情報が
乏しい。

教育センター

59

●デートＤＶ防止等の
研修を出前講座により
実施

・出前講座実施先拡充と啓
発パネルの活用。

- - ●デートＤＶ防止等の研修
を出前講座により実施

・中学・高校・大学等の教育
機関における予防教育の必
要性に関する認識不足を解
消するための啓発や広報

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

60

●思春期相談セン
ター「ＰＲＩＮＫ」におけ
る若者を対象とした広
報・啓発の実施

●広報用名刺大カード
を県内の全高校生及び
私立中学生などに配
布。
●性に関する専門講師
派遣事業等で思春期ハ
ンドブックを活用し、DV
予防や相談窓口を周
知。
●H30年6月（予定）の
塩見記念青少年プラザ
への移転にむけて、医
療・教育関係者による
思春期相談センターＰＲ
ＩＮＫあり方検討会の開
催。

・思春期相談センター活動
の周知
・ホームページによる情報
発信の強化
・移転後の活動内容の充実

・広報用名刺大カードを県内の全高
校、私立及び県立、高知市立中学校
に配布。
・フジグラン高知のテナントスペース
に広報用名刺大カードを継続設置。
・デートＤＶについて記載した思春期
ハンドブックを県内高校1年生に配布
するとともに、性に関する専門講師派
遣事業や各学校等で実施する性教
育の授業等で活用。
・思春期相談センターＰＲＩNKあり方
検討会にて、移転後の体制や活動内
容について検討。（8/29、10/10）

〈成果〉（3月末現在）
・電話相談：1,152件
・メール相談：19件
・個別面接相談：0件
・広報用名刺カード配布
　県内高校全生徒、県立・私立・高知
市中学校や関係機関等に配布3.2万
枚

・思春期ハンドブックや広報用名
刺大カードを毎年継続して配布
することで周知が図られてきてい
る。
・性に関する専門講師派遣事業
実施後の思春期ハンドブックに
関するアンケートでは、「デートＤ
Ｖを知らなかった」と回答する人
が多いことから、ハンドブックを活
用した啓発活動ができていると
考える。
・思春期相談センターＰＲＩNKあり
方検討会では、思春期の子ども
たちをとりまく環境は変化してお
り、若者だけでなく、保護者や学
校の先生も相談できる場がない
ことや、女性の身体や妊娠に関
する相談の場が必要であるとの
意見があり、これらの意見をふま
えた次年度以降の計画を策定す
ることができた。

広報用名刺大カードの配
布。
・思春期ハンドブックを活用
したＤＶ予防や相談窓口の
周知。
・ＰＲＩＮＫのオープンスペー
スを活用して専門講師によ
るミニ学習会の開催や、産
婦人科医師による相談日の
設定、予期しない妊娠等に
関する専門相談電話を開設
し、デートＤＶ等も含めた学
習の場や、若者や思春期か
ら更年期までの女性が気軽
に相談できる場を提供して
いく。

・思春期ハンドブックや広報
用名刺大カードの配布先の
拡大。
・相談窓口の周知方法につ
いて工夫が必要。
・教育委員会や学校現場、他
の相談機関との連携
・相談員の体制

健康対策課

1
Ｄ
Ｖ
を
許
さ
な
い
社
会
づ
く
り

（
３

）
若
年
層
に
対
す
る
予
防
教
育
の
推
進

①
若
い
世
代
に
お
け
る
デ
ー
ト
D
V
等
防
止
に
向
け
た
教
育
・
啓
発
の
実
施

●教職員を対象とした
ＤＶ防止をはじめとす
る人権教育の研修の
実施
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（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

61
●現場警察官の加害
者への対応能力の向
上

●各種研修の実施。
●専科教養におけるDV
授業の実施。
●DV担当者による専科
教養への入校。

・人員の選定
・各種研修の日程調整。

●人身安全関連事案対策専科の実
施し、DV担当者を育成。

●各署においてDVに関する専門
的知識を有する課員を育成でき
た。

●各種研修の実施。
●専科教養におけるDV授
業の実施。
●DV担当者による専科教
養への入校。

●優秀な人材を確保する。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

62
●保護命令が出され
た加害者に対する警
告の実施

●保護命令が発令され
た直後に加害者へ接触
し、保護命令が発令さ
れた事実の確認及び指
導警告を実施。

●加害者と接触出来なかっ
た場合における、同人に対
する発令事実の確認及び
指導警告。
●対応する警察官の選定。

●全ての審尋に関して警察官が裁判
所で待機し、加害者に対して保護命
令が発令された事実の確認及び指
導警告を実施した。
●審尋において加害者と接触出来な
かった場合は、後刻、可能な限り早
期に加害者と接触し、保護命令の発
令事実の確認及び指導警告を実施
した。
●発令された全ての保護命令に関し
て上記の措置を実施した。

●保護命令の発令事実を加害者
に確認させることにより、事件化
を視野に入れた対応ができた。
●加害者に指導警告を行うこと
により、保護命令をより効果的に
運用でき、被害発生の防止が図
れた。

●保護命令が発令された直
後に加害者へ接触し、保護
命令が発令された事実の確
認及び指導警告を実施。

●加害者と接触出来なかっ
た場合における、同人に対す
る発令事実の確認及び指導
警告。
●対応する警察官の選定。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

63

●「男性のための悩み
相談」の実施

・一般相談や男性相談窓口
を周知する相談カードの配
布・設置先の新規開拓

・新規開拓により、相談カードの配
布・設置先を拡充した。

・広く継続的に相談窓口の周知を
図ることが必要。

●「男性のための悩み相
談」の実施

・一般相談や男性相談窓口
を周知する相談カードの配
布・設置先の新規開拓 こうち男女共同参

画センター「ソー
レ」

64

●専門性を生かした相
談支援の実施

・関係機関との継続的な連
携

●精神保健福祉センターでの面接相
談12件（実数）のうち加害者からの相
談3件
●メンタルヘルスに関し専門的な助
言を行った

個別面接で対応している 専門性を生かした相談支援
の実施

関係機関との継続的な連携

精神保健福祉セン
ター

65

●精神保健福祉業務と
して「心の健康相談」を
定期で実施（安芸）
●電話、窓口での相談
を受けた時には、傾聴
のうえ女性相談支援セ
ンター等専門機関を紹
介する。（中央東）
●必要に応じて心の健
康相談や専門職の相談
につなげていく。（中央
西,須崎）
●精神保健福祉業務と
して「嘱託医相談」、「心
の健康相談」を開催、
相談事例があった場合
は、関係機関と連携し、
随時適切な対応を行
う。（幡多）

・心の健康相談の日程が決
まっておりタイムリーな利用
が難しい。（中央西）

●実績なし（安芸、中央東、中央西、
須崎、幡多）

●「心の健康相談」の利用につい
て市町村へ周知していく必要あり
(中央西）
●「心の健康相談」の利用につい
て加害者が利用できることを周
知する必要あり（須崎）

●精神保健福祉業務として
「心の健康相談」を定期で実
施。（安芸）
●電話、窓口での相談を受
けた時には、傾聴のうえ女
性相談支援センター等専門
機関を紹介する。（中央東）
●「心の健康相談」の利用
について市町村への周知を
行う(中央西）
●必要に応じ嘱託医相談や
専門職の相談につなげる。
（須崎）
●精神保健福祉業務として
「嘱託医相談」、「心の健康
相談」を開催、相談事例が
あった場合は、関係機関と
連携し、随時適切な対応を
行う。（幡多）

●本人や支援者も、心理的
DVには気づきにくいばあい
があり、相談につながりにく
い。（安芸）
●加害者対象の相談事例が
ない加害者対象の相談を実
施していることを広報する必
要と加害者相談に精通した
相談員の派遣依頼も必要
（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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●加害者を対象とした
各種相談の実施
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

66

・「女性に対する暴力をなくす運動」
期間中の啓発活動を通して、男性相
談窓口の周知を図る。
　・ラジオ対談でソーレの男性相談窓
口の周知
　・男性相談窓口を記載した啓発ポ
スターを掲示（県内の交通機関）

男性相談窓口についての周知活
動を実施。
引き続き周知が必要

・ソーレ広報誌でのＤＶ防止
の意識啓発及び男性相談
窓口を周知する相談カード
（女相作成、ソーレ作成）の
配布等
・加害者に対する意識啓発
のため、相談員のスキル
アップ研修の実施

一般相談や男性相談窓口を
周知する相談カードの配布・
設置先の新規開拓

県民生活・男女共
同参画課

67

・新規開拓により、相談カードの配
布・設置先を拡充した。

・広く継続的に相談窓口の周知を
図ることが必要。

●啓発パネルの掲示、啓発
誌やリーフレット等の配布に
よる意識啓発と相談カード
の配布等による相談窓口の
周知

・一般相談や男性相談窓口
を周知する相談カードの配
布・設置先の新規開拓

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

68

●関係機関を通じての
相談窓口の周知及び関
係機関への情報提供

・関係機関への周知、情報
提供

●加害者からの相談面接3件のうち、
関係機関からの紹介は2件
●関係機関からの相談７件（うち加
害者についての相談1件）

相談に対しては個別対応 関係機関を通じての相談窓
口の周知及び関係機関へ
の情報提供

関係機関への周知、情報提
供

精神保健福祉セン
ター

69

・加害者更生プログラムに
関する情報不足

関係団体含め国や他県の情報収集
に努めた。

加害者更生プログラム自体が新
しい取組であり、効果が国等によ
り検証されている段階のため、情
報が不足している。引き続き情報
収集の必要がある。

国や他県の情報収集 加害者更生プログラムが発
展途上にあるため、プログラ
ムに関する情報が不足

県民生活・男女共
同参画課

70

・情報の充実と人員不足の
解消

●国や他県等の情報収集 ・情報の充実と人員不足の
解消

男女共同参画セン
ター「ソーレ」
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●加害者に対するＤＶ
防止の意識啓発と相
談窓口の周知

●啓発パネルの掲示、
啓発誌やリーフレット等
の配布による意識啓発
と相談カードの配布等
による相談窓口の周知

・一般相談や男性相談窓口
を周知する相談カード等の
配布・設置先の新規開拓

●加害者更生プログ
ラムに関する情報の
収集と対応の検討

●国や他県等の情報収
集
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

71

●「女性に対する暴力
をなくす運動期間（11月
12日～25日）」を中心と
した啓発の実施
○民間支援団体と協働
した広報・啓発活動
○広報広聴課、人権啓
発センター等、活用させ
もらえる広報媒体を活
用した広報の実施
　・広報紙（さんSUN高
知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読
み上げ
　・人権啓発センターテ
レビＣＭ

・広報素材の工夫や広報の
強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった
内容か、あるいは広報媒体
や方法が適当か。

「女性に対する暴力をなくす運動期
間（11月12日～25日）」を中心とした
啓発の実施
○各種広報媒体を活用した広報の実
施
　・ラジオ対談（ＲＫＣ　２回　FM　1
回）
○民間支援団体と協働した広報・啓
発活動
　・啓発ポケットティッシュの配布
　・相談窓口周知カードの作成・配布
○高知城パープルライトアップ
○公共交通機関等での啓発ポスター
の掲示（路線バス40台、バス待合所
２ヶ所）

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間に集中的に広報を行うこ
とで、県民へのPR効果が一定得
られたと考えられる。
・通年での広報・啓発は不十分な
ため、方法についての検討が必
要。

「女性に対する暴力をなくす
運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施

○広報広聴課、人権啓発セ
ンター等、活用させてもらえ
る広報媒体を活用した広報
の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上
げ
○公共交通機関を活用した
広報活動の実施
○民間支援団体と協働した
広報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作成・
配布
○高知城パープルライトアッ
プ

・広報素材の工夫や広報の
強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、被
害者・加害者）にあった内容
か、あるいは広報媒体や方
法が適当か。

県民生活･男女共
同参画課

72

●ソーレ情報誌やホー
ムページ、メールマガジ
ン等を活用した周知

●ＤＶについて県民に十分
知られていないため、情報
の充実を図る。

・ホームページにてＤＶ防止の啓発と
ともに相談窓口として紹介。

- ●ソーレ情報誌やホーム
ページ、メールマガジン等を
活用した周知

・ＤＶについて県民に十分知
られていないため情報の充
実を図る。

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

73

●人権啓発電車・ラジ
オ、ホームページ等を
活用した啓発を実施す
る。

・被害者、当事者だけでな
く、県民に広く啓発する内
容も含む必要がある。
・人権啓発電車は、DVにつ
いては自前の啓発素材が
無いことから関係団体から
提供を受ける必要がある。

・平成29年度から新たに発行するこ
とになった「季刊誌ここるんだより」に
１０の人権課題の一つとして「女性の
人権」を取り上げた。
●１０月～１１月に実施したポスター
ジャックで「ＤＶ防止啓発講演会」の
ポスターを掲出した。
○電車を利用する一般県民（期間利
用客数：15,641人）に広報できた。

●「人権啓発シリーズ新聞掲載事
業」第7回　その他の人権（ハラスメン
ト）　　12/27（水）　「もうセクハラなく
そうよ」　　三木啓子（アトリエエム(株)
代表・産業カウンセラー）

取り組むべき人権課題が多い
中、「DV防止」は下半期、特に
「女性に対する暴力をなくす運動
期間」（１１月１２日～２５日）を中
心に公共交通機関を活用した広
報や、新聞掲載事業を実施する
ことができた。

●人権啓発電車・ラジオ、
ホームページ等を活用した
啓発を実施する。

・被害者、当事者だけでなく、
県民に広く啓発する内容も含
む必要がある。
電車を利用したＤＶ防止の啓
発については、DVについて
は自前の啓発素材が無いこ
とから関係団体から提供を受
ける必要がある。

人権啓発センター

２
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
早
期
発
見
、
安
心
し
て
相
談
で
き
る
体
制
づ
く
り

（
１

）
相
談
窓
口
の
周
知
と
相
談
に
つ
な
げ
る
体
制
整
備

①
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
周
知

●広報紙、テレビ、ラ
ジオ、ホームページ等
多様な広報媒体を活
用した周知

18



【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

74

・民間支援団体と連携
した広報・啓発、相談
カードの作成・配布
・啓発用ポスターの作
成・掲示
・「女性に対する暴力を
なくす運動期間（11月12
日～25日）」を中心とし
た啓発の実施

・ＤＶ防止への理解の有無
や展示スペース等の問題
により、配布先の新規開
拓・拡大が困難

・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった
内容か、あるいは広報媒体
や方法が適当か。

・女性保護対策協議会（民間女性支
援団体）と連携した相談カードの作成
（28,500枚）及び配布
・国際ソロプチミストと連携した広報・
啓発用素材（ポケットティッシュ、チラ
シ等）の配布（街頭キャンペーンの実
施）

民間支援団体の協力を得ること
で、効果的に広報・啓発活動を実
施することができた。

○「女性に対する暴力をなく
す運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施
・民間支援団体と連携した
広報・啓発素材、相談カード
の作成・配布

・ＤＶ防止への理解の有無や
展示スペース等の問題によ
り、配布先の新規開拓・拡大
が困難

・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、被
害者・加害者）にあった内容
か、あるいは広報媒体や方
法が適当か。

県民生活・男女共
同参画課

75

●リーフレット等を作成
し、配布を行い広報啓
発
●「女性に対する暴力
をなくす運動」月間にお
ける各機関と連携した
集中的な広報啓発
●ホームページの活用

配布できる場所が限られて
いる。

・国際ソロプチミストと連携した広報・
啓発用素材（ポケットティッシュ、チラ
シ等）の配布（街頭キャンペーンの実
施）

民間支援団体の協力を得ること
で、効果的に広報・啓発活動を実
施することができた。

●リーフレット等を作成し、
配布を行い広報啓発
●「女性に対する暴力をなく
す運動」月間における各機
関と連携した集中的な広報
啓発
●ホームページの活用

配布できる場所が限られて
いる。

女性相談支援セン
ター

76

●啓発誌やリーフレット
等の配布による周知

・ＤＶ相談窓口カード等の配
布先の拡充やＤＶ啓発誌や
啓発パネルの活用

・啓発誌やリーフレットに記載して配
布し、周知を図った。

- ●啓発誌やリーフレット等の
配布による周知

・ＤＶ相談窓口カード等の配
布先の拡充やＤＶ啓発誌や
啓発パネルの活用

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

77

●「女性に対する暴力
をなくす運動」期間を
中心とした、関係機
関・団体と連携した集
中的な周知の実施

●「女性に対する暴力
をなくす運動期間（11月
12日～25日）」を中心と
した啓発の実施
○市町村広報紙掲載に
向けた広報文案の送付
○民間支援団体と協働
した広報・啓発活動
○広報広聴課、人権啓
発センター等、活用させ
てもらえる広報媒体を
活用した広報の実施
　・広報紙（さんSUN高
知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読
み上げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）

・広報素材の工夫や広報の
強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった
内容か、あるいは広報媒体
や方法が適当か。

【市町村】
・市町村の参考になる広報文案の作
成と早期の情報提供

【民間支援団体】
・女性保護対策協議会と連携した相
談カードの作成（28,500枚）及び配布
・国際ソロプチミストと連携した広報・
啓発用素材（ポケットティッシュ、チラ
シ等）の配布（街頭キャンペーンの実
施）。

【県庁】
・ラジオ対談の実施（FMラジオ１回 Ｒ
ＫＣラジオ2回）
・高知城のパープルライトアップ。

民間支援団体の協力を得ること
で、効果的に広報・啓発活動を実
施することができた。

「女性に対する暴力をなくす
運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施
○市町村広報紙掲載に向
けた広報文案の送付
○民間支援団体と協働した
広報・啓発活動
（相談カードの作成・配布、
街頭キャンペーンの実施）
○広報広聴課、人権啓発セ
ンター等、活用させてもらえ
る広報媒体を活用した広報
の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上
げ
○高知城パープルライトアッ
プの実施

・広報素材の工夫や広報の
強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、被
害者・加害者）にあった内容
か、あるいは広報媒体や方
法が適当か。

県民生活･男女共
同参画課
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●リーフレット等を活
用した周知
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

78

●「女性に対する暴力
をなくす運動」期間に実
施する講演会等の周知
の強化
●県民への幅広い周知
活動の実施
●ＤＶ防止講演会での
配偶者暴力相談支援セ
ンターについての広報

・配布場所が限られている
・協力団体の固定化

・国際ソロプチミストと連携した広報・
啓発用素材（ポケットティッシュ、チラ
シ等）の配布（街頭キャンペーンの実
施）

・民間支援団体の協力を得ること
で、効果的に広報・啓発活動を実
施することができた。

●「女性に対する暴力をなく
す運動」期間に実施する講
演会等の周知の強化
●県民への幅広い周知活
動の実施
●ＤＶ防止講演会での配偶
者暴力相談支援センターに
ついての広報

・配布場所が限られている
・協力団体の固定化

女性相談支援セン
ター

79

●館内での企画展示や
関係機関との共催によ
るＤＶ防止啓発講演会
の開催及び広報活動

・「女性に対する暴力をなく
す運動」期間に開催するDV
防止啓発講演会への参加
者の拡充

・「女性に対する暴力をなくす運動」
期間中の11/18に関係機関・団体と
共催で開催するＤＶ防止啓発講演会
をホームページやチラシで広報した。

・ＤＶ防止啓発への関心を高め、幅広
く参加を募集した。講演会129名参
加。

- ●館内での企画展示や関
係機関との共催によるＤＶ
防止啓発講演会の開催及
び広報活動

・「女性に対する暴力をなくす
運動」期間中のより効果的な
啓発活動と講演会への参加
者の拡充

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

80

●「女性に対する暴力
をなくす運動」期間（11
月12日～25日）に合わ
せ、人権啓発電車等を
活用した啓発を実施す
る。

・被害者、当事者だけでな
く、県民に広く啓発する内
容も含む必要がある。
・人権啓発電車は、DVにつ
いては自前の啓発素材が
無いことから関係団体から
提供を受ける必要がある。

・平成２９年度から新たに発行するこ
とになった「季刊誌ここるんだより」に
１０の人権課題の一つとして「女性の
人権」を取り上げた。
●１０月～１１月に実施したポスター
ジャックで「ＤＶ防止啓発講演会」の
ポスターを掲出した。
○電車を利用する一般県民（期間利
用客数：15,641人）に広報できた。

●「人権啓発シリーズ新聞掲載事
業」第7回　その他の人権（ハラスメン
ト）　　12/27（水）　「もうセクハラなく
そうよ」　　三木啓子（アトリエエム(株)
代表・産業カウンセラー）

取り組むべき人権課題が多い
中、「DV防止」は下半期、特に
「女性に対する暴力をなくす運動
期間」（１１月１２日～２５日）を中
心に公共交通機関を活用した広
報や、新聞掲載事業を実施する
ことができた。

●「女性に対する暴力をなく
す運動」期間（11月12日～
25日）に合わせ、人権啓発
電車等を活用した啓発を実
施する。

・被害者、当事者だけでなく、
県民に広く啓発する内容も含
む必要がある。
電車を利用したＤＶ防止の啓
発については、DVについて
は自前の啓発素材が無いこ
とから関係団体から提供を受
ける必要がある。

人権啓発センター

81

●市町村等関係機
関・団体・企業等の広
報媒体を活用した周
知実施の働きかけ

●市町村・関係機関の
広報等を通じて、地域
住民に対してDVを含め
た人権問題の啓発を行
うよう働きかける。
●市町村の参考になる
広報文案の作成と早期
の情報提供

・広報紙に掲載するかどう
かを判断するのは市町村
や関係機関のため、実際に
掲載されるかどうかは不
明。

・市町村の参考になる広報文案の作
成と情報提供
・市町村広報紙へのDV関連記事の
掲載
（文案を参考にした記事、市町村DV
相談窓口の紹介など）

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間や人権週間を中心に11
月号あたりでの掲載が多い。
・様々な広報素材がある中で、
DVの啓発の通年実施をどう行っ
てもらうか。

●市町村・関係機関の広報
等を通じて、地域住民に対
してDVを含めた人権問題の
啓発を行うよう働きかける。
●市町村の参考になる広報
文案の作成と早期の情報提
供

・広報紙に掲載するかどうか
を判断するのは市町村のた
め、実際に掲載されるかどう
かは不明。

県民生活・男女共
同参画課
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●「女性に対する暴力
をなくす運動」期間を
中心とした、関係機
関・団体と連携した集
中的な周知の実施
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

82

●様々な広報資料を活
用した周知

・当家への直接の来所相談
の事例が少ないため、周知
方法が間接的になりがち

・当課にＤＶに関する相談があった
際、ソーレと女相の相談窓口の紹介
を行った、

・当課への直接の来所相談の焦
れは少なかったが、相談窓口の
周知は、啓発資料を利用したり、
口頭で周知を行った。
・当課に相談があった場合の対
応は、統一できている。

●様々な広報資料を活用し
た周知

・当家への直接の来所相談
の事例が少ないため、周知
方法が間接的になりがち

県民生活・男女共
同参画課

83

●広報用名刺大カード
を県内の全高校生及び
私立中学生などに配
布。
●性に関する専門講師
派遣事業等で思春期ハ
ンドブックを活用し、DV
予防や相談窓口を周
知。
●H30年6月（予定）の
塩見記念青少年プラザ
への移転にむけて、医
療・教育関係者による
思春期相談センターＰＲ
ＩＮＫあり方検討会の開
催。

・思春期相談センター活動
の周知
・ホームページによる情報
発信の強化
・移転後の活動内容の充実

・広報用名刺大カードを県内の全高
校、私立及び県立、高知市立中学校
に配布。
・フジグラン高知のテナントスペース
に広報用名刺大カードを継続設置。
・デートＤＶについて記載した思春期
ハンドブックを県内高校1年生に配布
するとともに、性に関する専門講師派
遣事業や各学校等で実施する性教
育の授業等で活用。
・思春期相談センターＰＲＩNKあり方
検討会にて、移転後の体制や活動内
容について検討。（8/29、10/10）

〈成果〉（3月末現在）
・電話相談：1,152件
・メール相談：19件
・個別面接相談：0件
・広報用名刺カード配布
　県内高校全生徒、県立・私立・高知
市中学校や関係機関等に配布3.2万
枚

・思春期ハンドブックや広報用名
刺大カードを毎年継続して配布
することで周知が図られてきてい
る。
・性に関する専門講師派遣事業
実施後の思春期ハンドブックに
関するアンケートでは、「デートＤ
Ｖを知らなかった」と回答する人
が多いことから、ハンドブックを活
用した啓発活動ができていると
考える。
・思春期相談センターＰＲＩNKあり
方検討会では、思春期の子ども
たちをとりまく環境は変化してお
り、若者だけでなく、保護者や学
校の先生も相談できる場がない
ことや、女性の身体や妊娠に関
する相談の場が必要であるとの
意見があり、これらの意見をふま
えた次年度以降の計画を策定す
ることができた。

広報用名刺大カードの配
布。
・思春期ハンドブックを活用
したＤＶ予防や相談窓口の
周知。
・ＰＲＩＮＫのオープンスペー
スを活用して専門講師によ
るミニ学習会の開催や、産
婦人科医師による相談日の
設定、予期しない妊娠等に
関する専門相談電話を開設
し、デートＤＶ等も含めた学
習の場や、若者や思春期か
ら更年期までの女性が気軽
に相談できる場を提供して
いく。

・思春期ハンドブックや広報
用名刺大カードの配布先の
拡大。
・相談窓口の周知方法につ
いて工夫が必要。
・教育委員会や学校現場、他
の相談機関との連携
・相談員の体制

健康対策課

84

●高知県高齢者・障害
者権利擁護センターの
相談窓口や、研修の機
会等において広報啓発
していく

・障害者相談支援の実施主
体である市町村や障害者
福祉施設・事業所の管理者
等との情報共有や連携

平成29年11月16日、12月11日に施
設従事者を、11月13日に行政担当者
を対象にした障害者虐待防止・権利
擁護研修を開催し、広報・啓発を行っ
た。
参加者：165名（行政18名、従事者
147名）

障害者虐待防止・権利擁護研修
と連動した防止対策等の広報・
啓発が実施できたため、より効果
的な研修の開催ができた。

研修等の機会を通じて、障
害者虐待防止法と連携した
防止対策等の広報・啓発を
行う。

障害者相談支援の実施主体
である市町村や障害者福祉
施設・事業所との情報共有
や連携。 障害福祉課

85

●高知県高齢者・障害
者権利擁護センターの
相談窓口や、研修の機
会等において広報啓発
していく

・障害者相談支援の実施主
体である市町村や障害者
福祉施設・事業所の管理者
等との情報共有や連携

平成29年11月16日、12月11日に施
設従事者を、11月13日に行政担当者
を対象にした障害者虐待防止・権利
擁護研修を開催し、広報・啓発を行っ
た。
参加者：165名（行政18名、従事者
147名）

障害者虐待防止・権利擁護研修
と連動した防止対策等の広報・
啓発が実施できたため、より効果
的な研修の開催ができた。

研修等の機会を通じて、障
害者虐待防止法と連携した
防止対策等の広報・啓発を
行う。

障害者相談支援の実施主体
である市町村や障害者福祉
施設・事業所との情報共有
や連携。 障害福祉課
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●各種相談機関の相
談窓口での周知
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

86

・国際交流課と連携し
た、チラシ等の翻訳の
検討
・国や他機関が作成し
たチラシ等を関係機関
に配置

一般的な啓発物では、外国
人や高齢者などには対応
できない部分がある。

実績なし。 実績なし。 ・国際交流課と連携した、チ
ラシ等の翻訳の検討
・国や他機関が作成したチ
ラシ等を関係機関に配置

一般的な啓発物では、外国
人や高齢者などには対応で
きない部分がある。

県民生活・男女共
同参画課

87

チラシ配布の継続
配布機会の拡大

特になし 下半期なし 下半期なし 国際交流イベントや県内国
際交流・協力団体連絡協議
会等でのチラシ配布

特になし

国際交流課

88

●警察と配偶者暴力相
談支援センターとの十
分な連携

・配偶者暴力相談支援セン
ターと警察の役割分担の明
確化
・初期対応する部署、生活
安全課以外の部署との連
携

・連絡会の実施　1回
・警察職員への研修　2回

・情報共有
・緊急時の対応がスムーズにで
きるようになった。

●警察と配偶者暴力相談支
援センターとの十分な連携

・配偶者暴力相談支援セン
ターと警察の役割分担の明
確化
・初期対応する部署、生活安
全課以外の部署との連携

女性相談支援セン
ター

89

●女性相談支援セン
ターが開催する意見交
換会への出席。
●DV関連専科教養へ
女性相談支援センター
職員を講師として招致。
●連絡を密にした情報
交換及び協力依頼体制
の構築。

●夜間休日時における協
力体制の強化。
●人員の確保。

●人身安全関連事案対策専科へ女
性相談支援センターの職員を講師と
して招致し、警察官に対して専門的
な教養を実施。
●平成29年度DV被害者支援連絡会
議への出席。

●各署のDV担当者に対し、女性
相談支援センターの体制や考え
方を浸透できた。
●女性相談支援センターの職員
に対し、警察の対応や考え方を
周知できた。

●女性相談支援センターが
開催する意見交換会への
出席。
●DV関連専科教養へ女性
相談支援センター職員を講
師として招致。
●連絡を密にした情報交換
及び協力依頼体制の構築。

・夜間休日時における協力体
制の強化。
・人員の確保。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

90

●女性しごと応援室を
通じた就労支援

特になし ・女性相談支援センター、女性しごと
応援室の双方の業務内容を理解し、
連携を強化するために情報交換会を
実施。
・ハローワーク、ひとり親家庭等就
業・自立支援センター等関係機関と
の連携も図りながら就労支援を実
施。

・女性しごと応援室はＤＶ被害者
に限らない就職支援窓口であり、
多数の相談を受けているわけで
はないが、来室したDV被害者に
対しての相談対応や必要に応じ
た関係機関への連携等を実施で
きている。

・女性しごと応援室を通じた
就労支援

特になし

県民生活・男女共
同参画課

91

●関係機関の研修会等
への参加

多くの問題があるため、ＤＶ
に対しては、対応が後回し
になっている。

・こうちセーフティネット連絡会、「社
会を明るくする運動」高知県推進委
員会、自殺対策関係機関連絡調整
会議への参加

― ●関係機関の研修会等へ
の参加

多くの問題があるため、ＤＶ
に対しては、対応が後回しに
なっている。

女性相談支援セン
ター
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●配偶者暴力相談支
援センターと警察の連
携による24時間対応
できる体制の確保

●地域における企業、
関係機関・団体・者と
の連携強化・理解促
進のための取組の実
施

22



【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

92

・全市町村の児童福祉担当部署へ訪
問し、子どもの見守り体制推進交付
金の活用について説明（H29年5月-6
月）
＊活用状況（7市町）
南国市・須崎市・香南市・土佐清水
市・中土佐町・黒潮町・大月町

・児童虐待防止対策コーディネー
ターを中心とした庁内関係部署
や民生委員・児童委員との連携
が図られ、地域で子どもを見守る
体制づくりが構築されつつある。

■全市町村の要保護児童
対策地域協議会調整機関
へ訪問し、子どもの見守り
体制推進交付金の周知と、
庁内関係部署や民生委員・
児童委員との連携による地
域で子どもを見守る体制構
築に向けた支援の実施

・市町村の庁内関係部署や
民生委員・児童委員と連携し
た地域で子どもを見守る体制
の現状把握

児童家庭課

93

・要保護児童対策地域協議会の構成
員として民生委員・児童委員の積極
的な位置づけと見守りについて、全
市町村の要保護児童対策地域協議
会調整機関の課長及び係長を対象
とした研修（H29.6月）や市町村訪問
（H29.8月-10月）により再度依頼。

・民生委員・児童委員に対して個
別ケース検討会議等への積極的
な参加要請が行われつつある。

■要保護児童対策地域協
議会の構成機関や民生委
員・児童委員との連携

・地域で子どもを見守る体制
の構築に向けた要保護児童
対策地域協議会や民生委
員・児童委員との連携
・各種会議に参加した構成員
への守秘義務の徹底

児童家庭課
（児童相談所）

94

●市町村や市町村社協
と連携した支援を行うた
め、民生委員・児童委
員の研修等におけるDV
対策等の周知

・民生委員・児童委員の高
齢化や業務量の増加によ
る負担感や後継者不足へ
の対応

・新任の民生委員・児童委員を対象
とした研修を開催（２年目対象：活動
の中心の一つである相談支援のた
めに、話の聴き方・話の受け止め方
について傾聴技法などを研修、３年
目対象：活動の基本的なところから、
事例検討等も交えながら、求められ
る役割、活動のポイント等を研修）

民生委員・児童委員の活動は多
岐にわたっており、それぞれの状
況等への対応について、わかり
やすく示していく必要がある。

・民生委員・児童委員の研
修等におけるDV対策等の
周知

・民生委員・児童委員の高齢
化や業務量の増加による後
継者不足への対応
・市町村と市町村社協との連
携が十分でないところもあ
る。 地域福祉政策課

95

●圏域別の意見交換会
の開催

・市町村と弁護士等の専門
職団体など高齢者に関わ
る関係機関との継続的な
連携が必要

・圏域別権利擁護意見交換会の実施
　　安芸圏域：Ｈ29.9　29名
　　中央東圏域：Ｈ29.9　34名
　　中央西圏域：Ｈ29.9　38名
　　高幡圏域：Ｈ29.8　27名
　　幡多圏域：Ｈ29.9　20名

高齢者等の権利擁護の推進に
向け、継続的に関係機関と連携
し、課題解決に向けた取組みを
行う必要がある。

圏域別の意見交換会を継
続的に実施し、情報共有を
行う。

市町村と弁護士等の専門職
団体など高齢者に関わる関
係機関との継続的な連携が
必要。

高齢者福祉課

96

●研修等の機会を通じ
て、障害者虐待防止法
と連携した防止対策等
の広報・啓発を行う

・障害者相談支援の実施主
体である市町村や障害者
福祉施設・事業所の管理者
等との情報共有や連携

平成29年11月16日、12月11日に施
設従事者を、11月13日に行政担当者
を対象にした障害者虐待防止・権利
擁護研修を開催し、広報・啓発を行っ
た。
参加者：165名（行政18名、従事者
147名）

障害者虐待防止・権利擁護研修
と連動した防止対策等の広報・
啓発が実施できたため、より効果
的な研修の開催ができた。

研修等の機会を通じて、障
害者虐待防止法と連携した
防止対策等の広報・啓発を
行う。

障害者相談支援の実施主体
である市町村や障害者福祉
施設・事業所との情報共有
や連携。

障害福祉課
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●地域における企業、
関係機関・団体・者と
の連携強化・理解促
進のための取組の実
施

■要保護児童対策地域
協議会の構成機関や民
生委員・児童委員との
連携

■子どもの見守り体制
の推進

・地域で子どもを見守る体
制の構築に向けた要保護
児童対策地域協議会や民
生委員・児童委員との連携
・各種会議に参加した構成
員への守秘義務の徹底
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

97

●被害者の早期発見・
相談につなげる体制整
備
●引き続き、ＤＶ被害者
への発見に努め、関係
機関との連携を図る。
●配偶者からの暴力の
被害者の子どもの保護
に関する連携

事例が発生した場合のみ
連携がとれる。

・要保護児童対策地域協議会等への
参加
　　　22回
・個別ケース検討会議への参加
　　　18回

・それぞれの役割を確認すること
で、DV被害者のつなぎができ
た。

●被害者の早期発見・相談
につなげる体制整備
●引き続き、ＤＶ被害者へ
の発見に努め、関係機関と
の連携を図る。
●配偶者からの暴力の被害
者の子どもの保護に関する
連携

事例が発生した場合のみ連
携がとれる。

女性相談支援セン
ター

98

●通常業務を通じて、
市町村等関係機関との
連携を強化する。（安
芸）
●各種の会で情報が
あった場合には、連携
を前提に積極的に発言
する。（中央東）
●各機関がそれぞれの
相談窓口の役割を理解
しDVの相談事例に対し
て連携しながら対応を
行って行く。（中央西）
●通常業務を通じて市
町村等関係機関との連
携の強化(須崎、幡多)

●ここから東部ネットワーク会議、要
保護児童地域対策協議会等で連携
が図れている。（安芸）
●ケース会でのDVを含む問題につ
いて積極的に発言している。（中央
東）
●市町村の職員からのDVの疑いの
ある事例の相談あり相談機関の紹介
をおこなった（中央西）
●通常業務を通じて市町村等関係機
関との連携の強化(須崎、幡多)

●事例に、配偶者暴力相談支援
センター､司法、福祉保健所が連
携し､タイムリーに対応できてい
る。（安芸）
●対応主体の取り組みへの参考
意見としてもらっている。（中央
東）
●各機関の役割を理解している
事で適切な機関への照会ができ
た(中央西）
●対応事例がなかった。（須崎）

●各ケース会に積極的に参
加していく。（中央東）
●各機関がそれぞれの相
談窓口の役割を理解しDV
の相談事例に対して連携し
ながら対応を行って行く（中
央西）
●通常業務を通じ市町村等
関係機関との連携を図る
（安芸、須崎）
●通常業務を通じて市町村
等関係機関との連携の強化
(幡多)

●担当が交代しても､関係機
関との連携が継続できる仕
組みづくり。（安芸）
●対応事例がでた場合は、
各機関の役割を理解し適切
な機関への情報提供等必要
であるが、日頃の関係性が
ない中では本人同意が必要
であり、医療機関等からの情
報共有など困難な場合があ
る。（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

99

■要保護児童対策地域
協議会の構成機関や民
生委員・児童委員との
連携

・地域で子どもを見守る体
制の構築に向けた要保護
児童対策地域協議会や民
生委員・児童委員との連携
・各種会議に参加した構成
員への守秘義務の徹底

・要保護児童対策地域協議会の構成
員として民生委員・児童委員の積極
的な位置づけと見守りについて、全
市町村の要保護児童対策地域協議
会調整機関の課長及び係長を対象
とした研修（H29.6月）や市町村訪問
（H29.8月-10月）により再度依頼。

・民生委員・児童委員に対して個
別ケース検討会議等への積極的
な参加要請が行われつつある。

■要保護児童対策地域協
議会の構成機関や民生委
員・児童委員との連携

・地域で子どもを見守る体制
の構築に向けた要保護児童
対策地域協議会や民生委
員・児童委員との連携
・各種会議に参加した構成員
への守秘義務の徹底

児童家庭課
（児童相談所）

100

事例に合わせた関係機
関との対応協議を早期
に実施し必要時にはカ
ンファレンスを開催。
相談窓口としての医療
相談室機能の情報提供
を院内外に行う。
他の相談窓口との情報
共有及び連携を行って
いく。

更なる対応能力の向上 相談対応についてDVと確定できるか
どうか分かりにくい事例もあるが、関
係機関と連携を取り共に対応を協議
した。必要に応じて院内スタッフとも
情報共有を実施。DVと確定できなく
ても家族内で悩みがある場合に、早
期に医療相談室へ介入依頼をしても
らえるよう院内で呼びかけ、またカン
ファレンス等で情報収集も行った。
DV被害者が入院した際の対応、転
院する場合の情報伝達等を多部署
で協議しながら進めることが出来た。

DVの背景に認知症や様々な疾
患が影響している場合もあり、適
切な対応の検討が必要。院内外
へ相談窓口の周知継続が必要で
ある。

事例に合わせた関係機関と
の対応協議を早期に実施す
る。必要時にカンファレンス
や院内の虐待防止委員会
にてケース会議を行う。
相談窓口としての医療相談
室機能の情報提供を院内
外へ行う。

DVの相談件数が少ないため
対応する者が偏りがちになり
経験を積めていない者もい
る。個人情報の取り扱いに留
意しながら事例の共有や検
討を行い部署での対応方法
を浸透させる必要がある。
その他の虐待等は院内虐待
防止委員会にて通報の判断
等を協議するがDVについて
は本人の意思によるため全
体で共有する場があまりな
い。

県立病院課
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●医療・福祉・教育・
司法関係者に対する
情報提供及び連携の
強化
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

101

●子どもの人権110番
等への連携協力の依頼
●家庭にＤＶの存在は
疑われる場合は、子ど
もの相談機関・窓口が
配偶者暴力相談支援セ
ンターに情報をつなぐよ
う依頼

連携体制の強化 ・ブロック会において、参加市町村の
児童担当職員に、連携強化について
今一度、認識を持っていただいた。

・ブロック会等の機会に於いて、
お互いの役割について認識し、
連携体制を強化していく。

●子どもの人権110番等へ
の連携協力の依頼
●家庭にＤＶの存在は疑わ
れる場合は、子どもの相談
機関・窓口が配偶者暴力相
談支援センターに情報をつ
なぐよう依頼

連携体制の強化

県民生活･男女共
同参画課

102

●配偶者暴力相談支援
センターの業務内容の
周知

・要保護児童対策地域協議会等への
参加
　　　22回
・個別ケース検討会議への参加
　　　18回

・それぞれの役割を確認すること
ができ、適切な対応につなげた。

●配偶者暴力相談支援セン
ターの業務内容の周知

女性相談支援セン
ター

103

●職員研修等の実施に
よる二次被害の防止

●苦情があった場合に
は情報共有等を実施

・苦情に対する迅速で適切
な処理

・女性相談支援センター及び男女共
同参画センターの電話相談の対応に
関する苦情が寄せられた際には、状
況を確認するとともに、情報共有、情
報提供を行った。
・一時保護所及び自立支援施設の入
所者にアンケートを実施しているが、
苦情は無かった。なお、アンケートの
内容については、女相に情報提供を
行った。

・苦情があれば、誠意を持って対
応する。

●職員研修等の実施による
二次被害の防止

●苦情があった場合には情
報共有等を実施

苦情に対する迅速で適切な
処理

県民生活･男女共
同参画課

104

●苦情に対し、それぞ
れのシステムの中で適
切に対応
●二次被害を生まない
ために関係者のＤＶ理
解の向上を図る。

・相談者からの苦情に対し、納得が
得られるよう管理職から丁寧に説明
し、対応した。

・納得が得られるよう丁寧に対応
できた。

●苦情に対し、それぞれの
システムの中で適切に対応
●二次被害を生まないため
に関係者のＤＶ理解の向上
を図る。

女性相談支援セン
ター

105

●女性相談支援セン
ターとの連携による苦
情対処体制を確立

・女性相談支援センターと
の連携強化

●各事案において、必要応じて女性
相談支援センターとの情報共有を実
施。

●引継ぎや情報共有を徹底する
ことにより、被害発生の防止や苦
情の発生を未然に防止できた。

●女性相談支援センターと
の連携による苦情対処体制
を確立

・女性相談支援センターとの
連携強化

警察本部
（少年女性安全対
策課）
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●子どもの人権110番
などの子どもの相談機
関・窓口等との連携強
化

●苦情処理の体制整
備
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

106

●女性相談員や心理
ケア担当職員等に対
する専門研修の実施
及び専門研修への参
加

●県内外での配偶者暴
力被害者支援に関する
専門研修に積極的に参
加し、専門性の向上を
図る。

・相談スキルの更なる向上
・相談員研修の少なさ

・県内外で開催される相談員専門研
修、ＤＶ支援に必要な各種研修の受
講
　専門研修への参加　延べ 38人

・専門的な研修は県内では、実
施が少なく、県外で実施されるも
のが多い。多額の負担金を必要
とするものもあり、頻繁に研修を
受けることが難しい。

●県内外での配偶者暴力
被害者支援に関する専門研
修に積極的に参加し、専門
性の向上を図る。

・相談スキルの更なる向上
・相談員研修の少なさ

女性相談支援セン
ター

107
●女性相談員に対す
るスーパーバイズの
実施

●種々の専門研修に積
極的に参加し、専門性
の向上を図る。
●スーパーバイズ、所
内研修の充実

・緊急でのアドバイスを受け
る事が出来ない。

・精神科医師によるスーパーバイズ
　　 6回実施
講師を招いての所内研修 10回実施

・対応困難な相談者への適切な
対応

●種々の専門研修に積極
的に参加し、専門性の向上
を図る。
●スーパーバイズ、所内研
修の充実

・緊急でのアドバイスを受け
る事が出来ない。

女性相談支援セン
ター

108
●各種メンタルヘルス
研修受講の推進

●各種メンタルヘルス
研修等の活用

・実績なし ― ●各種メンタルヘルス研修
等の活用

女性相談支援セン
ター

109
●相談員が業務に関
する悩みを相談できる
環境の整備

●相談員が職場内で相
互に悩みを相談しやす
い環境を整える。

・職員ミーティングの実施　毎日
・相談対応や一時保護ケースの所内
での意見交換会　随時

・相談員が職場内で相互に悩み
を相談しやすい環境となってい
る。

●相談員が職場内で相互
に悩みを相談しやすい環境
を整える。

女性相談支援セン
ター

110

③
市
町
村
の
取
組
強
化
に
向
け
て
の
働
き
か
け
、
市
町
村
と
の
連
携
強
化

●市町村の取組に対
する助言等

●会議等を通じた関係
づくり
●困難事例等に対する
アドバイスの実施
●ＤＶ被害者サポート
ブックの作成・配布

・ケースが起きてからの対
応になる
・町村の職員体制の問題

・関係機関ブロック会においてＤＶ被
害者サポートブックを配布
　　　　ブロック会開催5カ所
・市町村ＤＶ担当者への助言

・市町村からの相談や問合せに
対し、地域での資源やサービス
活用を勧めるなど、地域での見
守りへの方向性を示唆できた。

●会議等を通じた関係づく
り
●困難事例等に対するアド
バイスの実施
●ＤＶ被害者サポートブック
の作成・配布

・ＤＶ担当部署の業務内容の
違いによる関わり方の差
・関係部署の理解は得られて
きたが、職員の異動等によ
り、理解が深まるまでに時間
がかかることがある。

女性相談支援セン
ター
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

111
●市町村内の関係部
署間の連携強化に向
けての働きかけ

●ブロック別関係機関
連絡会議等を通じてDV
理解の浸透を図る。
●市町村内の各関係部
署間の連携強化への働
きかけ

・ケースが起きてからの対
応になる
・町村の職員体制

・ブロック別関係機関連絡会議等を
通じてDV理解の浸透を図った。
・市町村内の各関係部署間の連携強
化への働きかけを行った。

・市町村からの相談や問合せに
対し、地域での資源やサービス
活用を勧めるなど、市町村内の
各関係部署間の連携強化への
働きかけができた。

●ブロック別関係機関連絡
会議等を通じてDV理解の浸
透を図る。
●市町村内の各関係部署
間の連携強化への働きかけ

・ケースが起きてからの対応
になる。
・町村の職員体制 県民生活・男女共

同参画課
女性相談支援背
ター

112
●被害者支援マニュ
アルの作成等によるノ
ウハウの共有

●ＤＶ被害者サポート
ブックの作成・配布
●ＤＶ被害者サポート
ブックを活用した研修の
実施

サポートブックの配布先が
増えると、加害者の目に触
れる機会が増える。

・関係機関ブロック会においてＤＶ被
害者サポートブックを配布
　　　　ブロック会開催5カ所

・市町村相談窓口等で活用され、
ＤＶ被害者の支援に役立った。

●ＤＶ被害者サポートブック
の作成・配布
●ＤＶ被害者サポートブック
を活用した研修の実施

サポートブックの配布先が増
えると、加害者の目に触れる
機会が増える。

女性相談支援セン
ター

113

●DV被害者対応のス
キルの継続
●二次的被害の防止

・事例の無い市町村では、
ＤＶに特化した研修の必要
性を感じていない。

・関係機関ブロック会においてＤＶ被
害者サポートブックを配布
　　　　ブロック会開催5カ所
・高知市福祉課職員への研修実施

・市町村相談窓口等で活用され、
ＤＶ被害者の支援に役立った。
・女性相談支援センターの業務
内容の周知を図ることができた。

●DV被害者対応のスキル
の継続
●二次的被害の防止

・事例の無い市町村では、Ｄ
Ｖに特化した研修の必要性を
感じていない。

女性相談支援セン
ター

114

●相談員対象のスキル
アップ研修の実施（3
回）

スキルアップ研修への参加
拡充及び県下の相談員の
課題解決

・相談員スキルアップ研修の実施(3
回)した。
①ジェンダーの視点をもった相談～
DV被害からジェンダーを考える～
②ＬＧＢＴ・性的少数者の理解と支援
③災害時に相談員として何ができる
のか

・25団体・個人から47名（延べ77名）
の参加があり、意識の向上や情報提
供・交換、交流が図られた。

・相談員の意識向上や情報の提
供・交換、各方面の相談機関の
連携強化のために研修や交流を
継続していくとともに、研修内容
のニーズ把握や充実を図る。

●相談員対象のスキルアッ
プ研修の実施（3回）

・スキルアップ研修への参加
拡充及び県下の相談員の課
題解決

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

115

●研修への講師派遣及
び研修課題の決定権限
は市町村にあるため、
希望があれば対応す
る。

・センターはあらゆる人権
問題の啓発研修を行ってお
り、ＤＶ防止の専門的な部
分については、専門部署に
頼らざるを得ない。

・人権啓発センターでは相談業務を
事務局長、２課長で担当しており、
DV防止をテーマとした研修には参加
していない。
・DV防止セミナー等の開催情報や
DV事件発生状況との情報収集を
行っている。

センターではあらゆる人権相談
に対応するため、特定のテーマ
に特化した専門的な研修には参
加していない。

●研修への講師派遣及び
研修課題の決定権限は市
町村にあるため、希望があ
れば対応する。

・センターはあらゆる人権問
題の啓発研修を行っており、
ＤＶ防止の専門的な部分に
ついては、専門部署に頼らざ
るを得ない。

人権啓発センター
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●相談窓口等職員に
対する研修の実施及
び情報提供
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

116

●相談員対象のスキル
アップ研修の実施（3
回）

スキルアップ研修への参加
拡充及び県下の相談員の
課題解決

・相談員スキルアップ研修の実施(3
回)した。
①相談とジェンダー
②ＬＧＢＴ・性的少数者の理解と支援
③災害時に相談員として何ができる
のか

・25団体・個人から47名（のべ77名）
の参加があり、意識の向上や情報提
供・交換、交流が図れた。

・相談員の意識向上や情報の提
供・交換、各方面の相談機関の
連携強化のために研修や交流を
継続していくとともに、研修内容
のニーズ把握や充実を図る。

●相談員対象のスキルアッ
プ研修の実施（3回）

スキルアップ研修への参加
拡充及び県下の相談員の課
題解決

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

117

●事例があった場合
は、配偶者暴力相談支
援センターと連携し、地
域で支援できるように
サポートする。（安芸）
●検診等でＤＶ関連の
情報を得た時には速や
かに専門機関への情報
提供を行う。（中央東）
●ＤＶの事例やＤＶの疑
いのある事例が出た場
合は情報共有を行い対
応をする。
●相談時に配偶者暴力
相談支援センターと情
報共有し連携に努める
（須崎）
●相談事例により必要
となれば女性相談支援
センターと福祉保健所
が連携をとる。（幡多）

ー ●２例に、配偶者暴力相談支援セン
ター及び関係機関が連携し対応し
た。
・新規1例は、一時避難、加害者への
指導､家族協議の支援等をした結
果、元の家庭で生活し、要対協で見
守り中。
・継続１例は、司法的対応と安全確
保をした結果、一旦は元の家庭生活
に戻ったが、DVの再発あり、司法的
対応等をした。（安芸）
●事例なし（中央東、須崎、幡多）
●配偶者暴力相談支援センターにつ
ないだ事例なし(中央西）

・新規1例は、母子に関わる関係
機関が情報共有し、適切な対応､
及び事後フォローが継続できて
いる。
・継続1例は、ケース会参加者に
よるチーム対応、及び警察の対
応により、適切に対応した。(安
芸）
●相談事例がないが、相談時に
は配偶者暴力相談支援センター
との情報共有、連携に努める（中
央西、須崎）

●事例があった場合は、配
偶者暴力相談支援センター
と連携し、地域で支援できる
ようにサポートする。（安芸）
●検診等でＤＶ関連の情報
を得た時には速やかに専門
機関への情報提供を行う。
（中央東）
●事例があった場合は、配
偶者暴力相談支援センター
と連携を行う(中央西）
●相談時に配偶者暴力相
談支援センターと情報共有
し連携に努める（須崎）
●相談事例により必要とな
れば女性相談支援センター
と福祉保健所が連携をと
る。（幡多）

●初期対応時に担当課職員
が不在であっても、他の職員
が配偶者暴力相談支援セン
ター等と連携し、対応できる
体制整備。（安芸）
●事例により必要となれば連
携をとる必要があるが、本人
同意がない場合、情報共有
が困難な場合がある（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

118

●児童相談所との連絡
協議会開催
●配偶者からの暴力の
被害者の子どもの保護
に関する連携

・児童相談所は職員が多い
ため、配偶者暴力相談支
援センターの機能等につい
て周知しきれていない。
・配偶者暴力相談支援セン
ター職員も児童相談所の
機能等について十分理解
できていない。

・相談員を対象とした児相業務に関
する研修会の開催、意見交換　1回
・児童相談所から女性支援相談セン
ター、女性支援相談センターから児
童相談所へのDVの通告・相談ができ
ている。
・個別のケースに関する情報共有

・女性相談支援センターと児童相
談所の情報共有及び互いの機
関の役割の認識ができた。
・ケースごとに情報共有して対応
できており、きめ細かい支援がで
きた。

●児童相談所との連絡協議
会開催
●配偶者からの暴力の被害
者の子どもの保護に関する
連携

・同伴児の心のケア、支援の
ノウハウの共有等
・児童相談所と配偶者暴力
相談支援センターの役割分
担 女性相談支援セン

ター

119

■配偶者暴力相談支援
センターとの連絡協議
会や職員研修の実施に
よる連携強化

・実施に向けた日程調整 ・児童相談所職員による配偶者暴力
相談支援センターの職員を対象とし
たDVの目撃等による子どもの心理
的被害についての研修実施（H29.12
月）
・児童相談所との情報共有の手順の
確認。

・配偶者暴力相談支援センター
の職員のDVの目撃等による子ど
もの心理的被害や児童相談所と
の情報共有の手順の理解が図ら
れた。

■配偶者暴力相談支援セン
ターとの連携協議会や職員
研修の実施による連携強化

・実施に向けた日程調整

児童家庭課
（児童相談所）
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●福祉保健所と配偶
者暴力相談支援セン
ターとの情報共有及び
連携の強化

●児童相談所と配偶
者暴力相談支援セン
ターとの情報共有及び
連携
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

120

●警察と配偶者暴力相
談支援センターとの十
分な連携・体制づくり

・連絡会の実施 1回
・警察職員への研修 2回

・個別のケースに関する情報共
有
・緊急時の対応がスムーズにで
きるようになった。

●警察と配偶者暴力相談支
援センターとの十分な連携・
体制づくり

ー

女性相談支援セン
ター

121

●女性相談支援セン
ターが開催する意見交
換会への出席。
●DV関連専科教養へ
女性相談支援センター
職員を講師として招致。
●連絡を密にした情報
交換及び協力依頼体制
の構築。

・個人情報保護法による情
報共有の限界。
・夜間当直体制時の協力体
制の確保。

●人身安全関連事案対策専科へ女
性相談支援センターの職員を講師と
して招致し、警察官に対して専門的
な教養を実施。
●平成29年度DV被害者支援連絡会
議への出席。

●各署のDV担当者に対し、女性
相談支援センターの体制や考え
方を浸透できた。
●女性相談支援センターの職員
に対し、警察の対応や考え方を
周知できた。

●女性相談支援センターが
開催する意見交換会への
出席。
●DV関連専科教養へ女性
相談支援センター職員を講
師として招致。
●連絡を密にした情報交換
及び協力依頼体制の構築。

・個人情報保護法による情報
共有の限界。
・夜間当直体制時の協力体
制の確保。

警察本部
（少年女性安全対
策課）
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●警察等と配偶者暴
力相談支援センターと
の情報共有及び連携
の強化
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

122

●引き続き、DVネット
ワーク会議及び専門者
研修会、ブロック会議を
開催する。
●ＤＶ対策連携支援
ネットワーク会議の役
割と目的を整理し、内
容及び参加メンバーの
見直しも含めて検討。

・ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議とブロック会議
の役割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関す
る関心を高め、DV支援を行
う上での役割を再認識して
もらうための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの
業務を兼務し、多忙な中で
は、件数の少ないDV支援
の優先度が低くなりがち。
男女共同参画やDVの担当
部署を持たない市町村の
関心をいかに高め、当事者
意識を持ってもらうか。

・。８月下旬から９月上旬にかけて、
県内5ヶ所でブロック会を開催。昨年
度から引き続き、「市町村内部での
連携強化」をテーマに、ＤＶ被害者支
援担当課以外の関係課や社会福祉
う協議会にも参加を呼び掛けた。参
加者は市町村の他、警察署、福祉保
健所、ソーレ、社会福祉協議会。

参加：63機関（うち市町村23、社会福
祉協議会２）、111名

・10月31日にＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議及び専門者研修会を開
催。

昨年度に引き続き、意見交換の
時間を多く取った。それぞれの状
況や事情に対する理解が深まり
（市町村内、県市間）、有意義な
会議となった。参加者からは、情
報交換の場としても有効であり、
今後も継続して欲しいとの要望
があった。
グループに分かれての意見交換
となるため、会議の最後にグ
ループでの話し合いの概要を発
表し、情報共有を図った。
　分科会においては、事例検討と
いうスタイルが続いたため、今後
は、地域で関係機関が連携する
ために有用となる内容を考えて
いく必要性がある。
　昨年度と比較して、参加者数は
ほぼ横ばいであるが、参加機関
数は増加。（Ｈ28年度：参加者
110名、56機関（うち市町村23））

●引き続き、DVネットワーク
会議及び専門者研修会、ブ
ロック会議を開催する。
●ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議の役割と目的を
整理し、内容及び参加メン
バーの見直しも含めて検
討。

・ＤＶ対策連携支援ネットワー
ク会議とブロック会議の役
割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関する
関心を高め、DV支援を行う
上での役割を再認識してもら
うための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの業
務を兼務し、多忙な中では、
件数の少ないDV支援の優先
度が低くなりがち。男女共同
参画やDVの担当部署を持た
ない市町村の関心をいかに
高め、当事者意識を持っても
らうか。

県民生活・男女共
同参画課

123

●DV被害者対応のス
キルの継続
●二次的被害の防止

・研修対象者が限られてい
る。
・市町村職員への研修機会
が少ない。

・関係機関ブロック会においてＤＶ被
害者サポートブックを配布
　　　　ブロック会開催5カ所
・高知市福祉課職員への研修実施

・女性相談支援センターの業務
内容の周知を図ることができた。

●DV被害者対応のスキル
の継続
●二次的被害の防止

・研修対象者が限られてい
る。
・市町村職員への研修機会
が少ない。

女性相談支援セン
ター

124

●相談員対象のスキル
アップ研修の実施（3
回）

・スキルアップ研修への窓
口職員等への参加の呼び
かけ

・相談員スキルアップ研修の実施(3
回)した。
①ジェンダーの視点をもった相談～
DV被害からジェンダーを考える～
②ＬＧＢＴ・性的少数者の理解と支援
③災害時に相談員として何ができる
のか

・25団体・個人から47名（延べ77名）
の参加があり、意識の向上や情報提
供・交換、交流が図られた。

・窓口職員等の意識向上や情報
の提供・交換、各方面の相談機
関の連携強化のために研修や交
流を継続していくとともに、研修
内容のニーズ把握や充実を図
る。

●相談員対象のスキルアッ
プ研修の実施（3回）

・参加団体が一部にとどまる
ため、スキルアップ研修への
窓口職員等への参加の呼び
かけ

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

125

●研修等に参加し、職
員の資質の向上に努め
る。（安芸）
●研修等に積極的に参
加し職員の資質の向上
に努める。（中央東、須
崎）
●関連する研修に参加
（幡多）

ー ●今年度も研修会への参加をしてい
きたい。（中央東）
●関連する研修会の参加ができな
かった（須崎）

●日程の都合等で関連する研修
会に参加することが難しく、休日
研修の場合は自己研鑽となる
（須崎）

●研修等に積極的に参加し
職員の資質の向上に努め
る。（中央東）
●研修等に参加し職員のス
キルアップに努める（須崎）

●研修に参加していない所
内関係職員にも､研修内容を
報告し、取り組みの共通認識
を図る。（安芸）
●休日研修の場合は、自己
研鑽となることがあるので、
所属への案内文書等で勤務
として参加できる環境も整え
る必要あり（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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●直接被害者と接す
る県、警察及び市町
村窓口職員等に対す
る研修の実施
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実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

126

●市町村職員へのDV
の児童に与える影響に
ついての研修実施

・研修を受講した職員の人
事異動

・基礎研修後期（H29.10月）・専門職
研修（H29.8）・中堅研修後期（H29.12
月）で、市町村児童家庭相談担当部
署の職員に対し、DVの児童に与える
影響や支援課題とその対応の留意
点等についての研修を実施。

・DVの児童に与える影響につい
ての理解が進みつつある。

■市町村職員へのDVの児
童に与える影響についての
研修実施

・研修を受講した職員の人事
異動や部署内での知見の共
有

児童家庭課
（児童相談所）

127

●専科教養に被害者と
接する警察官を入校さ
せる。
●窓口となる警察官に
対し各種教養を実施す
る。

・警察官の対応能力にバラ
つきがある。
・人員上の問題から、被害
者に対応する警察官が複
数人となる。

●人身安全関連事案対策専科を開
催し、DV担当者に専門的な教養を実
施。
●人身安全対処ニュース等、教養資
料を発出し、各署の警察官に教養を
実施。

●DV担当者が専門的な知識を
身につけることができた。
●DV担当者が各種業務を把握
することにより、より迅速な組織
的対応を執ることが可能となっ
た。

●専科教養に被害者と接す
る警察官を入校させる。
●窓口となる警察官に対し
各種教養を実施する。

・警察官の対応能力にバラつ
きがある。
・人員上の問題から、被害者
に対応する警察官が複数人
となる。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

128
●各種研修情報の収
集及び提供

●各種研修情報を各相
談機関に提供

案内は行うが、当課を経由
せずに直接申し込みを行う
研修については、当方で出
席者を把握出来ていない。

適当な研修・講座の情報があり次
第、提供

案内は行うが、当課を経由せず
に直接申し込みを行う研修につ
いては、当方で出席者を把握出
来ていない。

●各種研修情報を各相談
機関に提供

案内は行うが、当課を経由せ
ずに直接申し込みを行う研
修については、当方で出席
者を把握出来ていない。 県民生活・男女共

同参画課

129
●被害者支援のため
の手引きの作成及び
関係者への配付

●ＤＶ被害者サポート
ブック作成・配布
●ＤＶ被害者サポート
ブックを活用した研修の
実施

・サポートブックの配布先が
増えると、加害者の目に触
れる機会が増える。

・関係機関ブロック会においてＤＶ被
害者サポートブックを配布
　　　　ブロック会開催5カ所

・女性相談支援センターの業務
内容の周知を図ることができた。

●ＤＶ被害者サポートブック
作成・配布
●ＤＶ被害者サポートブック
を活用した研修の実施

・サポートブックの配布先が
増えると、加害者の目に触れ
る機会が増える。

女性相談支援セン
ター

130

②
職
務
関
係
者
を
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象
と
し
た
人
権
研
修
の
推
進

●県職員を対象とした
DV防止をはじめとす
る人権教育の研修の
実施

・各所属における人権
研修で、人権侵害のひ
とつであるDVについて
取り上げてもらえるよう
働きかける。
・全庁にソーレ実施の
各種講演会等(11月頃
開催予定)の開催案内
を全庁メールを活用し
て行う。

人権研修の課題選定は各
所属の判断となるため、効
果のある働きかけの検討
が必要

・ソーレ実施のＤＶ防止啓発講演会
の開催案内を全庁メールで広報

・県職員がＤＶについて関心を持
つよう、引き続き研修の案内や、
人権研修へのＤＶの取り上げを
働きかけていく。

・各所属における人権研修
で、人権侵害のひとつであ
るDVについて取り上げても
らえるよう働きかける。
・全庁にソーレ実施の各種
講演会等(11月頃開催予定)
の開催案内を全庁メールを
活用して行う。

人権研修の課題選定は各所
属の判断となるため、効果の
ある働きかけの検討が必要

県民生活・男女共
同参画課
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●直接被害者と接す
る県、警察及び市町
村窓口職員等に対す
る研修の実施
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実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等
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管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関
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②
職
務
関
係
者
を
対
象
と
し
た
人
権
研
修
の
推
進

●県職員を対象とした
DV防止をはじめとす
る人権教育の研修の
実施

●県職員の人権研修は
各職場での実施が原則
のため、人権問題指導
者研修や、人権啓発研
修テキスト等で研修を
支援する

・ＤＶ防止についてが研修
課題とされるかは各職場の
判断

「DV防止」だけに関わらず人権研修
全般について広報を実施している。
上半期は「DV防止」テーマでの研修
実績なし。

・研修テーマを「DV防止」とする
かは主催者側が決定するため、
「DV防止」をテーマとする研修の
29年度の実績はなし。

・一般的に「DV」は家庭内やパー
トナー間で発生する問題ととらえ
られがちなので人権啓発セン
ターが行っている職域研修の
テーマとして設定されることが少
ないのではないかと考える。
「DV」の根底にはジェンダーハラ
スメントがあり、職域研修での効
果を理解してもらう必要がある。

●県職員の人権研修は各
職場での実施が原則のた
め、人権問題指導者研修
や、人権啓発研修テキスト
等で研修を支援する

・ＤＶ防止についてが研修課
題とされるかは各職場の判
断

人権課／人権啓
発センター

132

●ブロック会、ネット
ワーク会議を開催
●ＤＶに関する理解を
深める

・研修の開催回数がまだま
だ少ない

・ブロック会、ネットワーク会議を開催
しているものの、人権教育に特化し
た内容になっていない。

・ネットワーク会や、ブロック会等
の内容を再考。
・人権教育について、どのような
形で研修に折り込むか要検討。

●ブロック会議、ネットワー
ク会議に人権教育の内容を
取り入れる。

・会議参加対象者に人権教
育をテーマとした研修のニー
ズがあるか否か。

県民生活・男女共
同参画課

133

●ＤＶ防止等の研修を
出前講座により実施

・市町村での研修への派遣
依頼が少ないため広報を
充実させる。

ー ー ●ＤＶ防止等の研修を出前
講座により実施

・ＤＶ防止の研修実施につな
がる啓発や広報

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

134

●各市町村に研修会へ
の研修講師について周
知する

・ＤＶ防止についてが研修
課題とされるかは市町村の
判断

「DV防止」だけに関わらず人権研修
全般について広報を実施している。
上半期は「DV防止」テーマでの研修
実績なし。

・研修テーマを「DV防止」とする
かは主催者側が決定するため、
「DV防止」をテーマとする研修の
29年度の実績はなし。

・一般的に「DV」は家庭内やパー
トナー間で発生する問題ととらえ
られがちなので人権啓発セン
ターが行っている職域研修の
テーマとして設定されることが少
ないのではないかと考える。
「DV」の根底にはジェンダーハラ
スメントがあり、職域研修での効
果を理解してもらう必要がある。

●各市町村に研修会への
研修講師について周知する

・ＤＶ防止についてが研修課
題とされるかは市町村の判
断

人権啓発センター
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●市町村職員を対象
としたＤＶ防止をはじ
めとする人権教育の
研修
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

135

●様々な広報資料を活
用した周知

・当課への直接の来所相談
の事例が少ないため、周知
方法が間接的になりがち

・当課にＤＶに関する相談があった
際、ソーレと女相の相談窓口の紹介
を行った、

・当課への直接の来所相談の焦
れは少なかったが、相談窓口の
周知は、啓発資料を利用したり、
口頭で周知を行った。
・当課に相談があった場合の対
応は、統一できている。

●様々な広報資料を活用し
た周知

・当家への直接の来所相談
の事例が少ないため、周知
方法が間接的になりがち

県民生活・男女共
同参画課

136

●広報用名刺大カード
を県内の全高校生及び
私立中学生などに配
布。
●性に関する専門講師
派遣事業等で思春期ハ
ンドブックを活用し、DV
予防や相談窓口を周
知。
●H30年6月（予定）の
塩見記念青少年プラザ
への移転にむけて、医
療・教育関係者による
思春期相談センターＰＲ
ＩＮＫあり方検討会の開
催。

・思春期相談センター活動
の周知
・ホームページによる情報
発信の強化
・移転後の活動内容の充実

・広報用名刺大カードを県内の全高
校、私立及び県立、高知市立中学校
に配布。
・フジグラン高知のテナントスペース
に広報用名刺大カードを継続設置。
・デートＤＶについて記載した思春期
ハンドブックを県内高校1年生に配布
するとともに、性に関する専門講師派
遣事業や各学校等で実施する性教
育の授業等で活用。
・思春期相談センターＰＲＩNKあり方
検討会にて、移転後の体制や活動内
容について検討。（8/29、10/10）

〈成果〉（3月末現在）
・電話相談：1,152件
・メール相談：19件
・個別面接相談：0件
・広報用名刺カード配布
　県内高校全生徒、県立・私立・高知
市中学校や関係機関等に配布3.2万
枚

・思春期ハンドブックや広報用名
刺大カードを毎年継続して配布
することで周知が図られてきてい
る。
・性に関する専門講師派遣事業
実施後の思春期ハンドブックに
関するアンケートでは、「デートＤ
Ｖを知らなかった」と回答する人
が多いことから、ハンドブックを活
用した啓発活動ができていると
考える。
・思春期相談センターＰＲＩNKあり
方検討会では、思春期の子ども
たちをとりまく環境は変化してお
り、若者だけでなく、保護者や学
校の先生も相談できる場がない
ことや、女性の身体や妊娠に関
する相談の場が必要であるとの
意見があり、これらの意見をふま
えた次年度以降の計画を策定す
ることができた。

広報用名刺大カードの配
布。
・思春期ハンドブックを活用
したＤＶ予防や相談窓口の
周知。
・ＰＲＩＮＫのオープンスペー
スを活用して専門講師によ
るミニ学習会の開催や、産
婦人科医師による相談日の
設定、予期しない妊娠等に
関する専門相談電話を開設
し、デートＤＶ等も含めた学
習の場や、若者や思春期か
ら更年期までの女性が気軽
に相談できる場を提供して
いく。

・思春期ハンドブックや広報
用名刺大カードの配布先の
拡大。
・相談窓口の周知方法につ
いて工夫が必要。
・教育委員会や学校現場、他
の相談機関との連携
・相談員の体制

健康対策課

137

●高知県高齢者・障害
者権利擁護センターの
相談窓口や、研修の機
会等において広報啓発
していく

・障害者相談支援の実施主
体である市町村や障害者
福祉施設・事業所の管理者
等との情報共有や連携

平成29年11月16日、12月11日に施
設従事者を、11月13日に行政担当者
を対象にした障害者虐待防止・権利
擁護研修を開催し、広報・啓発を行っ
た。
参加者：165名（行政18名、従事者
147名）

障害者虐待防止・権利擁護研修
と連動した防止対策等の広報・
啓発が実施できたため、より効果
的な研修の開催ができた。

研修等の機会を通じて、障
害者虐待防止法と連携した
防止対策等の広報・啓発を
行う。

障害者相談支援の実施主体
である市町村や障害者福祉
施設・事業所との情報共有
や連携。 障害福祉課

138
●各種相談機関の相
談窓口での周知【再
掲】

●チラシ配布の継続
●配布機会の拡大

特になし 下半期なし 下半期なし チラシ配布 特になし

国際交流課
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●各種相談機関の相
談窓口での周知【再
掲】
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

139

・国際交流課と連携し
た、チラシ等の翻訳の
検討
・国や他機関が作成し
たチラシ等を関係機関
に配置

一般的な啓発物では、外国
人や高齢者などには対応
できない部分がある。

実績なし。 実績なし。 ・国際交流課と連携した、チ
ラシ等の翻訳の検討
・国や他機関が作成したチ
ラシ等を関係機関に配置

一般的な啓発物では、外国
人や高齢者などには対応で
きない部分がある。 県民生活・男女共

同参画課

140

●チラシ配布の継続
●配布機会の拡大

特になし 下半期なし 下半期なし 国際交流イベントや県内国
際交流・協力団体連絡協議
会等でのチラシ配布

特になし

国際交流課

141

●高齢者総合相談を実
施し、必要な場合は関
係機関と連携する

関係機関と連携し、高齢者総合相談
を実施。
　相談受付数：519件

ー 高齢者総合相談を実施し、
必要な場合は関係機関と連
携する。

ー

高齢者福祉課

142

●高知県高齢者・障害
者権利擁護センターの
パンフレット作成・配布
を通じて、周知を図ると
ともに、関係機関等との
連携の仕組みづくりの
検討を行う。

・関係機関との連携の仕組
み（情報交換・事例検討な
ど）の検討が必要

平成29年11月16日、12月11日に施
設従事者を、11月13日に行政担当者
を対象にした障害者虐待防止・権利
擁護研修を開催し、広報・啓発を行っ
た。
参加者：165名（行政18名、従事者
147名）

障害者虐待防止・権利擁護研修
と連動した防止対策等の広報・
啓発が実施できたため、より効果
的な研修の開催ができた。

研修等の機会を通じて、障
害者虐待防止法と連携した
防止対策等の広報・啓発を
行う。

障害者相談支援の実施主体
である市町村や障害者福祉
施設・事業所との情報共有
や連携。 障害福祉課

143

●心の健康相談の実施
●関係機関を経由した
相談者への対応
●関係機関への技術的
支援の実施

・関係機関とのタイムリーな
連携

●面接相談実件数１２件のうち女性
相談支援センターからの紹介３件
●女性相談支援センターへの技術支
援６回

●個別面接で対応している
●メンタルヘルスの専門機関とし
て、助言等の技術支援を行った

●心の健康相談の実施
●関係機関を経由した相談
者への対応
●関係機関への技術的支
援の実施

関係機関とのタイムリーな連
携

精神保健福祉セン
ター
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●外国語パンフレット
等の作成及び関係機
関への配置【再掲】

②
各
種
相
談
機
関
に
お
け
る
相
談
機
能
の
強
化

●各種相談機関と配
偶者暴力相談支援セ
ンターとの連携

34



【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等
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管理
NO
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本
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標
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取組の内容
担当課室又は

関係機関
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●各種相談機関から相
談事例があった場合
は、配偶者暴力相談支
援センターと連携し、地
域で支援できるように
サポートする。（安芸）
●各機関がそれぞれの
相談窓口の役割を理解
しDVの相談事例に対し
て連携しながら対応を
行って行く。（中央西）
●研修等を通じ、関係
機関と連携をもつ（須
崎）
●相談事例があった場
合は、関係機関と連携
し、随時適切な対応を
行う。(幡多)

ー ●２例に、配偶者暴力相談支援セン
ター及び関係機関が連携し対応し
た。
・新規1例は、一時保護、加害者への
指導､家族協議の支援等をした結
果、元の家庭で生活し、要対協で見
守り中。
・継続１例は、司法的対応と安全確
保をした結果、一旦は元の家庭生活
に戻ったが、DVの再発あり、司法的
対応等をした。（安芸）
●事例なし（須崎）
●市町村と情報共有をおこなった
が、配偶者暴力相談支援センターの
紹介までには至らなかった。(中央
西）
●相談事例はあったが配偶者暴力
相談支援センターの紹介までは必要
なかった。（幡多）

●信頼関係がある行政機関に相
談があり、直ちに関係機関や配
偶者暴力相談支援センターが連
携して対応した結果、適切な対
応ができた。（安芸）
●各関係機関の役割を理解する
ことで適切な支援につながった
(中央西）
●相談事例がないが、相談時に
は各種相談機関や配偶者暴力
相談支援センターとの情報共
有、連携に努める（須崎）

●各種相談機関から相談事
例があった場合は、配偶者
暴力相談支援センターと連
携し、地域で支援できるよう
にサポートする。（安芸）
●各相談機関がそれぞれ
の相談窓口の役割を理解し
DVの相談事例に対して連
携しながら対応を行って行く
（中央西）
●研修等を通じ、関係機関
と連携をもつ（須崎）
●相談事例があった場合
は、関係機関と連携し、随
時適切な対応を行う。(中央
東・幡多)

●初期対応時に担当課職員
が不在であっても、他の職員
が配偶者暴力相談支援セン
ター等と連携し、対応できる
体制整備。（安芸）
●事例により必要となれば連
携をとる必要があるが、本人
同意がない場合、情報共有
が困難な場合がある（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

145

●チラシ配布の継続
●配布機会の拡大

特になし 下半期なし 下半期なし 国際交流イベントや県内国
際交流・協力団体連絡協議
会等でのチラシ配布

特になし

国際交流課

146

●協力者のＤＶへの理
解を進める。

― ・該当事例なし ― ●協力者のＤＶへの理解を
進める。

ー

女性相談支援セン
ター

147

●手話通訳者養成研修
の前段である、手話奉
仕員研修の共同実施を
市町村へ働きかける。

●手話通訳者及び要約
筆記者養成研修の実
施。

手話奉仕員研修の実施
は、市町村主体で行うこと
になっており、財政的に負
担が大きく、単独での開催
は厳しい状況にある。

要約筆記者養成研修の受
講者増を図るため、広報が
必要。

手話奉仕員研修について、29年度、
南国市、香南市、香美市が共同で広
域的に開催予定。

高知県広報誌等を通じて、研修の広
報を実施。

手話奉仕員研修の実施は、市町
村主体で行うことになっており、
財政的に負担が大きく、単独で
の開催は厳しい。

要約筆記者養成研修の受講者
増を図るため、広報が必要。

手話奉仕員研修の実施は、
市町村主体で行うことになっ
ており、財政的に負担が大
きく、単独での開催は厳しい
状況にある。

要約筆記者養成研修の受
講者増を図るため、広報が
必要。

●手話通訳者養成研修の前
段である、手話奉仕員研修
の共同実施を市町村へ働き
かける。

●手話通訳者及び要約筆記
者養成研修の実施。

障害福祉課

148

●ボランティア制度の
周知

特になし 下半期なし 下半期なし 国際交流イベントや県内国
際交流・協力団体連絡協議
会等でのチラシ配布

特になし

国際交流課

２
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
早
期
発
見
、
安
心
し
て
相
談
で
き
る
体
制
づ
く
り

（
４

）
だ
れ
も
が
相
談
し
や
す
い
体
制
づ
く
り

②
各
種
相
談
機
関
に
お
け
る
相
談
機
能
の
強
化

●各種相談機関と配
偶者暴力相談支援セ
ンターとの連携

③
相
談
窓
口
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

●外国語通訳及び手
話通訳等の確保
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

149
●児童生徒が安心し
て相談できる環境づく
り

・平成29年度は小学校
全校にＳＣ等を配置す
る。また、3校配置による
SCの派遣間隔が空くこ
との解消に努めるととも
に生徒指導上の課題が
多い中学校への派遣回
数を可能なかぎり増や
す。
・アウトリーチ型SCの支
援センターへの配置拡
充
・SSWの高等学校への
配置の拡充。
・SC、ＳＳＷによる合同
研修会（地区別）を開催
・SC等研修講座を開催
・SSW研修協議会の開
催
・SCとSSWに対するスー
パーバイズの実施
・効果的な実践事例を基
にした研究協議を行い
活動かかる対応力の向
上を図る。
・心の教育センターにSC
とSSWを常駐し、相談体

・SC等の勤務日数に制約
があり、十分な活用計画が
必要。
・SCやSSWの有効な活動
には、校内の担当教員の
コーディネート力を向上さ
せる必要がある。
・SSWをはじめとする関係
機関との連携について実践
事例をSCの研修や連絡協
議会で紹介し各校での実
践につなげる必要がある。
・心の教育センターに常駐
するSCやSSWの活用につ
いて年度途中に検証し実
施上の課題の把握と改善
に努めなければならない。
・SCおよびSSWスーパーバ
イザーを積極的に活用し、
支援の充実を図る必要が
ある。

・SCを全ての公立小、中、義務教育、
高、特支学校に配置した。また、アウ
トリーチ型SCを6市の支援センターに
配置した。
・SSWを31市町村、15県立学校に配
置した。
・SC等研修講座（6/18、7/9、10/22、
11/19、12/17、1/21）
・SSW研修協議会（6/23）
・SSW初任者研修会（4/28、11/17）
・教育相談体制の充実に向けた連絡
協議会（8/17、8/18、8/21、8/22、
8/24、8/25）
・SC、SSWスーパーバイズの実施（随
時）

・研修会やスーパーバイズの実施に
より、SC及びSSWの対応力が向上し
ている。

・SC及びSSWの配置拡充により、
児童生徒への支援体制の充実
が図られた。
・SCやSSWの専門性が向上し、
より的確な支援ができるように
なった。

・SCの全校配置の継続及び
アウトリーチ型SCの配置を
８市に拡充する。
・SSWの配置を３３市町村及
び２１県立学校に拡充する。
・SC等研修講座の開催（年6
回）
・SSW研修協議会の開催
（年１回）
・SSW初任者研修会（年2
回）
・SC、SSWによる合同研修
会の開催（6ブロックで開催）
・SC、SSWに対するスー
パーバイズの実施

・専門的な知識や技能を有し
た人材の確保
・SC、SSW配置拡充のため
の予算確保
・SC、SSWの専門性の向上
を図る必要がある。

人権教育課

150

●啓発活動や、広報資
料等を活用し、男性窓
口を周知する。
●被害者への相談窓口
の紹介

・相談対応者へのスキル
アップに対する取組が必要

・「女性に対する暴力をなくす運動」
期間中の啓発活動を通して、男性相
談窓口の周知を図る。
　・ラジオ対談でソーレの男性相談窓
口の周知
　・男性相談窓口を記載した啓発ポ
スターを掲示（県内の交通機関）

男性相談窓口についての周知活
動を実施。
引き続き周知が必要

●啓発活動や、広報資料等
を活用し、男性窓口を周知
する。
●被害者への相談窓口の
紹介
●性的少数者に関する啓発
資料の作成

・相談対応者へのスキルアッ
プに対する取組が必要

県民生活・男女共
同参画課

151

●各相談窓口との連携 相談員のスキルアップ ・男性や性的少数者からの相談は、
専用窓口を紹介した｡

― ●各相談窓口との連携 相談員のスキルアップ
女性相談支援セン
ター

152

●「男性のための悩み
相談」の実施

・男性相談の窓口が少ない
・多様な相談内容への対応

・専門相談として男性の悩み相談を
実施した。50件

・一般相談においても男性相談に対
応　した。124件

・広く継続的に男性相談窓口の
周知を図る。

●「男性のための悩み相
談」の実施

・男性相談の窓口が少ない
・多様な相談内容への対応

男女共同参画セン
ター「ソーレ」
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●男性や性的少数者
を対象とした相談の実
施
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

153

●ホームページの充実 ・内容の検討
　ＤＶについて分かりやすく
説明がされているか。
　相談機関が明確に示され
ているか。

・ＤＶ被害者支援計画のページに関し
て、整備を行った。

改善等について検討していくこと
が必要。

●ホームページの充実 ・内容の検討
　ＤＶについて分かりやすく説
明がされているか。
　相談機関が明確に示され
ているか。

県民生活・男女共
同参画課

154

●ホームページの充実 ・ホームページを見ての相談あり。 ― ●ホームページの充実

女性相談支援セン
ター

155

●ホームページの充実 内容の検討 ー ー ●ホームページの充実 内容の検討

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

156

●適切かつ迅速な保護
●関係機関との連携

・配偶者暴力相談支援セン
ターと警察の役割分担の明
確化
・初期対応する部署、生活
安全課以外の部署との連
携

・連絡会の実施 1回
・警察職員への研修 2回

・情報共有
・緊急時の対応がスムーズにで
きるようになった。

●適切かつ迅速な保護
●関係機関との連携

・配偶者暴力相談支援セン
ターと警察の役割分担の明
確化
・初期対応する部署、生活安
全課以外の部署との連携

女性相談支援セン
ター

157

●事例があれば、市町
村等と連携し、警察と情
報共有し、被害者等の
安全確保に努める。(安
芸）
●緊急性のある場合に
は警察等の関係機関へ
速やかに連絡を取る。
（中央東）
●ケースによっては警
察と連携を取りながら
支援を行って行く。（中
央西）
●相談時、警察などと
連携し被害者の安全の
確保に努める（須崎）
●・必要に応じて関係
機関と連携して対応し、
被害者等の安全確保に
努める。(幡多)

ー ●新規事例1件あり、警察等と連携
し、入院支援をした。（安芸）
●関係機関による継続的な対応。
（安芸）
●実績なし（中央東、須崎、幡多）
●警察と連携を取りながら支援した
ケースなし(中央西）

●警察、司法、医療の支援で、離
婚、継続的な身の安全確保が図
れている。（安芸）
●福祉保健所に相談事例ない
が、必要な事例に関しては警察
等と連携し対象者の安全確保に
努める(中央西）
●相談事例がないが、相談時は
警察等と連携し被害者等の安全
確保に努める（須崎）

●緊急性のある場合には警
察等の関係機関へ速やか
に連絡を取る。（中央東）
●事例があれば市町村や
警察と連携し対象者の安全
確保に努める(中央西）
●相談時、警察等と連携し
被害者の安全の確保に努
める（須崎）
●・必要に応じて関係機関
と連携して対応し、被害者
等の安全確保に努める。(幡
多)

●DV被害者支援の安全確
保については、所属で対応マ
ニュアル等なく、今後対応マ
ニュアルや支援体制など整
備する必要あり（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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●インターネットを活
用した相談しやすい環
境づくり
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●警察等と連携した安
全の確保
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

158
●警察等と連携した安
全の確保

●被害者や関係機関の
要望により、一時保護
所への避難に際し、警
察官による被害者の搬
送を実施。
●被害者や関係機関の
要望により、被害者と加
害者の話し合いの場や
被害者が自宅から荷物
を取り出す際等に、警
察官の立会いを実施。

●急な依頼により人員の確
保が困難な場合がある。
●被害者等が事前連絡なく
予定を変更させることがあ
る。

●被害発生の虞が認められる場合
は、被害者等の要望により、警察官
が被害者の避難や荷物の運び出し
に付き添い、安全を確保した。
●女性相談支援センターと連携し、
同センターを一時保護所として積極
的に利用した。

●警察官が被害者に付き添うこ
とにより、被害発生を未然に防止
した。
●女性相談支援センターの積極
的な協力を得ることでき、被害者
の要望に応じた避難場所の確保
ができた。

●被害者や関係機関の要
望により、一時保護所への
避難に際し、警察官による
被害者の搬送を実施。
●被害者や関係機関の要
望により、被害者と加害者
の話し合いの場や被害者が
自宅から荷物を取り出す際
等に、警察官の立会いを実
施。

●急な依頼により人員の確
保が困難な場合がある。
●被害者等が事前連絡なく
予定を変更させることがあ
る。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

159
●被害者や支援者の
安全確保

●被害者や被害関係者
に対し、定期的に連絡
を取り、同人等の近況
を把握する。
●必要に応じて加害者
へ定期的に連絡をとり、
その動静を把握する。

●電話に出ない、連絡無く
電話番号を変更させるな
ど、被害者や被害関係者に
連絡が付かなくなる場合が
ある。

●認知したDV事案を組織で管理し、
管轄署員が被害者や被害関係者に
定期的に連絡を執って近況を把握
し、被害発生を防止にした。
●加害者に特異動向が認められる
場合は、加害者にも定期的に連絡を
執り、継続的な指導警告を実施した。

●被害者や加害者の動きを把握
でき、被害発生の防止を図ること
ができた。

●平成29年度の計画を継
続する。

●非協力的な被害者や被害
関係者がいる場合の対応。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

160

●110番通報登録の推
進
●警察と配偶者暴力相
談支援センターの連携
による安全の確保

― ・相談者に110番通報登録を勧めた。 ・緊急時の対応がスムーズにで
きるようになった。

●110番通報登録の推進
●警察と配偶者暴力相談支
援センターの連携による安
全の確保

ー

女性相談支援セン
ター

161

●被害者の要望に応
じ、公費負担制度を利
用したホテル等の緊急
避難場所を提供。
●女性相談支援セン
ターと連携し、被害者の
要望に応じて緊急避難
場所を提供。

・当直体制時に避難場所が
迅速に確保出来ない場合
がある。
・公費負担では１日しか緊
急避難場所が確保出来
ず、現状では継続的な避難
が困難である。

●被害者の要望に応じ、公費を負担
しホテル等を一時避難場所として活
用した。
●継続的な避難場所を確保するため
の予算措置を計画した。
●女性相談支援センターと良好な関
係を構築し、同センターを一時避難
場所として積極的に活用できた。

●被害者の要望に応じた一時避
難場所の確保がほぼ達成でき
た。
●一時避難場所が早急に確保で
きなかった時は、警察署の休憩
室で一次的に休ませる等の措置
を講じた。

●被害者の要望に応じた、
一時避難場所の確保。
●公費負担制度の拡充。

●予算措置の可否。

警察本部
（少年女性安全対
策課）
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●緊急避難体制の確
保
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

162

●適切かつ迅速な保護
●関係機関との連携に
よる避難場所の確保

・被害者に応じ、きめ細か
な時間・場所に対応した避
難場所の決定

・被害者の置かれた状況を考慮し
て、適切な避難場所を決定した。

・被害者の置かれた状況を考慮
した避難場所を決定でき、安全と
安心を確保できた。

●適切かつ迅速な保護
●関係機関との連携による
避難場所の確保

・被害者に応じ、きめ細かな
時間・場所に対応した避難場
所の決定

女性相談支援セン
ター

163

●ホテル等の避難場所
を事前に確認し、避難
できる体制を整える。
●被害者の要望に応じ
て、避難場所を選定し
提供する。
●女性相談支援セン
ターとの連絡体制を構
築し、夜間休日におい
ても緊急避難場所を提
供する。

・夜間休日においては、緊
急避難場所を早急に確保
出来ない場合がある。

●被害者の都合等を聴取し、可能な
限り被害者の利便を考えた一時避難
場所を選定した。
●女性相談支援センターと良好な関
係を構築し、夜間当直体制の速やか
な担当者への連絡確保等が実施で
きた。

●被害者の要望に応じた一時避
難場所の確保がほぼ達成でき
た。
●一時避難場所が早急に確保で
きなかった時は、警察署の休憩
室で一次的に休ませる等の措置
を講じた。

●ホテル等の避難場所を事
前に確認し、安全確保を最
優先にした一時避難場所を
確保する。
●女性相談支援センターと
の良好な関係を継続させ
る。
●一時避難場所の公費負
担制度の拡充。

●被害者の協力が得られな
い場合、一時避難措置を講
じることが困難となる。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

164

●県域を越えた広域
での保護体制の整備
（県外の婦人相談所
等と連携した一時保護
体制の充実）

●民間シェルター等と
の連携
●他県の配偶者暴力相
談支援センターとの連
携

・他県の配偶者暴力相談支
援センターとの連携

・他県の婦人相談所等との連携を図
り、被害者の避難を助けた。

・被害者の安全確保につながっ
た。

●民間シェルター等との連
携
●他県の配偶者暴力相談
支援センターとの連携

他県の配偶者暴力相談支援
センターとの連携

女性相談支援セン
ター

165

●警察との連携による
巡回や所内警備の充実

・一時保護者の危険に対す
る認識の低さ

・入所中の見守り支援、警備体制の
充実

・入所者の安全の確保ができた。 ●警察との連携による巡回
や所内警備の充実

・一時保護者の危険に対す
る認識の低さ

女性相談支援セン
ター

166

●女性相談支援セン
ターが開催する連絡会
議へ出席する。
●女性相談支援セン
ターの要望に応じ、特
異事案発生時には即応
する。

・女性相談支援センターと
の連携強化。

●平成29年度DV被害者支援連絡会
議への出席。

●連絡協議会への出席により、
警察の考え方や対応方法を女性
相談支援センター職員へ浸透で
き、他方で女性相談支援セン
ターの考え方や対応方法を警察
が了知することができた。

●女性相談支援センターと
の連絡協議会へ継続的に
出席する。

●突発事案が発生した場合
における、出席者の確保。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

３
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被
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者
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●迅速かつ安全に24
時間対応できる保護
体制の確立

●一時保護期間中
に、入所者が安心して
過ごせる環境の整備
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

167

●関係機関の連携
●適切な情報管理の徹
底

・関係機関における秘密保
持に対する認識

・関係機関につなぐ際には、個人情
報に配慮し、秘密にすべき事柄につ
いては理由を述べて秘匿を依頼し
た。

・関係機関においては秘密保持
について理解が得られた。

●関係機関の連携
●適切な情報管理の徹底

・関係機関における秘密保持
に対する認識

女性相談支援セン
ター

168

●個別検討会の中で関
係機関が共通認識のも
と秘密保持の徹底を図
る。(安芸）
●機会ある毎に守秘義
務の周知徹底を図る。
（中央東）
●相談時、関係機関に
対し、秘密保持の重要
性を伝える（須崎）
●必要に応じて関係機
関と連携して対応し、被
害者等の安全確保に努
める。（幡多）

ー ●事例が２件あり、支援機関で秘密
保持を徹底し、対応した。（安芸）
●各種会議への参加機会には守秘
義務を順守している。（中央東）
●個別検討会等では、常に秘密保持
について周知徹底している（須崎）
●事例なし（幡多）

●各種会議への参加機会には
守秘義務を順守している。（安
芸）
●各種会議への参加機会には
守秘義務を順守している。（中央
東）
●関係機関の機能を基に、共有
する情報の範囲の判断が難しい
（須崎）

●個別検討会等で関係機
関が共通認識のもと秘密保
持の徹底を図る。(安芸）
●機会ある毎に守秘義務の
周知徹底を図る。（中央東）
●相談時、関係機関に対
し、秘密保持の重要性を伝
える（須崎）

●関係機関の機能を基に、
共有する情報の範囲の判断
が難しく、所内支援体制も含
め検討する必要あり（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

169

■配偶者暴力相談支援
センターとの連携による
適切な一時保護の実施

・実績なし。 － ■配偶者暴力相談支援セン
ターとの連携による適切な
一時保護の実施

児童家庭課
（児童相談所）

170

●加害者による行方不
明届出を拒否、或いは
被害者が避難している
ことを秘匿する対応。
●住民基本台帳閲覧制
限に対する援助申出へ
の対応。

●行方不明届は全警察官
が受理できるが、DV事案で
あるとの周知にはある程度
の時間を必要とする。
●加害者と届出者の主張
が全く異なる場合がある。

●被害者から支援措置申出書の提
出があった場合は、早期に支援措置
を実施した。
●被害者の申出等により、加害者対
策を徹底し、加害者からの行方不明
届を拒否する等の措置を執った。

●被害者の秘匿避難が実施で
き、被害発生の防止が図られた。
●早期に住民基本台帳閲覧制
限を実施でき、被害者の安全確
保ができた。

●加害者による行方不明届
出を拒否、或いは被害者が
避難していることを秘匿する
対応。
●住民基本台帳閲覧制限
に対する援助申出への対
応。

●全警察官へ事案を周知さ
せるには、ある程度の時間
が必要となる。
●被害者と加害者の主張が
異なる場合の対応。

警察本部
（少年女性安全対
策課）
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●関係機関に対する
秘密の保持の徹底
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

171

●関係機関との連携
●被害者に制度を十分
理解させ判断させる。

・関係機関における保護命
令制度の認識の違い

・被害者へ保護命令制度を十分理解
させた上で自ら判断させ、手続の支
援を行った。
・保護命令提出支援　　21件

・制度の情報提供及び手続につ
いて支援できた。

●関係機関との連携
●被害者に制度を十分理解
させ判断させる。

・関係機関における保護命令
制度の認識の違い

女性相談支援セン
ター

172

●書面活用により被害
者の意思決定を支援。
●相談受理時において
保護命令制度を教示。
●被害者に対してDVの
危険性を教示。

●説明を繰り返しても、危
険性の認識に乏しい被害
者がいる。

●ほぼ全てのDV事案につき、書面を
活用して被害者の意思決定を受理し
た。
●相談等がDV事案と判明した場合
は、被害者の要望に応じて保護命令
制度の詳細を教示した。
●DV期、ハネムーン期等、DV事案
の特性を被害者に教示した。

●警察からの説明を受け、多くの
DV被害者が避難を決意したり、
保護命令制度を活用した。

●書面活用を継続し、被害
者の意思決定を支援する。
●被害者に適切なDV対応
方法を教示し、保護命令制
度の活用を推進する。
●適切な対応を執れるよ
う、被害者にDVの特性等を
教示する。

●警察の説明を聞き入れな
い被害者や危険性の乏しい
被害者が、現在も認められ
る。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

173
●心理ケア担当職員
による心の健康回復
支援

●専門性の確保
●一時保護所退所後の
ケアの充実

・心理ケア担当職員が非常
勤職員のため、面接時間に
限りがある。
・支援は、一時保護中の限
られた期間での対応にな
る。
・回復に時間がかかる。
・多様な被害者への対応

・心理検査、DV講座、心理療法等実
施
　　　延べ 69回（うち子ども 7回）

・一時保護者やその同伴児に対
し、状況に応じた心理的ケアがで
きた。

●専門性の確保
●一時保護所退所後のケ
アの充実

・心理ケア担当者の支援は、
一時保護中の限られた期間
での対応になる。

・回復に時間がかかる。
・多様な被害者への対応

女性相談支援セン
ター

174
●民間の専門機関を
活用した心の健康の
回復支援

●被害者の状況に応じ
たケアができるような対
応の充実

・回復に時間がかかる。
・多様な被害者への対応

・メンタルヘルスの実施
　　　延べ 12人

・外部のカウンセラーとの面接に
より、不安等を取り除くことができ
た。

●被害者の状況に応じたケ
アができるような対応の充
実

・回復に時間がかかる。
・多様な被害者への対応

女性相談支援セン
ター

175

●ケアの必要な同伴児
がある場合は迅速な対
応を行う。
●女性相談支援セン
ター、児童相談所等の
連携した対応

・配偶者暴力相談支援セン
ターと児童相談所との連携
の強化及び役割分担の再
確認

・相談員を対象とした児童相談所業
務に関する研修会の開催、意見交換
1回
・児童相談所から女性支援相談セン
ター、女性支援相談センターから児
童相談所へのDVの通告・相談ができ
ている。
・個別のケースに関する情報共有

・女性相談支援センターと児童相
談所の情報共有及び互いの機
関の役割の認識ができた。
・ケースごとに情報共有して対応
できており、きめ細かい支援がで
きた。

●ケアの必要な同伴児があ
る場合は迅速な対応を行
う。
●女性相談支援センター、
児童相談所等の連携した対
応

・配偶者暴力相談支援セン
ターと児童相談所との連携
の強化及び役割分担の再確
認

女性相談支援セン
ター

176

■児童相談所等と連携
した子どもの心理判定
やカウンセリングの実
施

・ＤＶにかかる子どもの心理
的ケアの必要性が関係機
関に認識されていない。

・児童相談所職員による配偶者暴力
相談支援センターの職員を対象とし
たDVの目撃等による子どもの心理
的被害についての研修実施（H29.12
月）
・児童相談所との情報共有の手順の
確認。

・配偶者暴力相談支援センター
の職員のDVの目撃等による子ど
もの心理的被害や児童相談所と
の情報共有の手順の理解が図ら
れた。

■配偶者暴力相談支援セン
ターとの連携協議会や職員
研修の実施による連携強化

児童家庭課
（児童相談所）

３
Ｄ
Ｖ
被
害
者
支
援
の
一
時
保
護
体
制
の
充
実

（
１

）
関
係
機
関
の
連
携
に
よ
る
一
時
保
護
と
安
全
の
確
保

④
司
法
手
続
き
に
関
す
る
支
援

●被害者への保護命
令制度の情報提供及
び手続支援

（
２

）
配
偶
者
暴
力
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
一
時
保
護
体
制
の
充
実

①
D
V
被
害
者
の
心
理
ケ
ア
の
充
実

②
子
ど
も
の
心
身
の
ケ
ア
の
充
実

●児童相談所等と配
偶者暴力相談支援セ
ンターが連携した子ど
もの心理判定やカウン
セリングの実施
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】
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H２９年度実施計画
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実施上の課題等
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担当課室又は

関係機関

177

●配偶者暴力相談支援
センターと療育福祉セ
ンターとの連携強化

・療育福祉センターの診察
を要する児童を同伴して
も、予約がいっぱいですぐ
に受けることができない。

・同伴する児童の障害のために自立
を妨げている場合に、療育福祉セン
ター等、関係機関によるケース検討
会を実施した。　2回

・自立に向けてより良い支援に繋
がった。

●配偶者暴力相談支援セン
ターと療育福祉センターとの
連携強化

・療育福祉センターの診察を
要する児童を同伴しても、予
約がいっぱいですぐに受ける
ことができない。 女性相談支援セン

ター

178

●本体北棟工事建設
（～平成30年度）

ー 北棟工事建設中(既存建物２棟解体） ー 本体北棟工事建設（平成30
年度北棟完成）

ー

療育福祉センター

179

●配偶者暴力相談支援
センターと心の教育セ
ンターとの連携強化

・親の認識が薄く、なかな
か相談につながらない。

・相談対応中に心配のある子どもを
発見したときは、心の教育センターを
紹介したりつないだりした。

・ケースごとに対応できており、き
め細かい支援ができた。

●配偶者暴力相談支援セン
ターと心の教育センターとの
連携強化

・親の認識が薄く、なかなか
相談につながらない。

女性相談支援セン
ター

180

・関係機関と連携しなが
ら子どもの心のケアに
関する専門性をもった
カウンセラー等による支
援を行う。

該当なし ・要請ケースなし ・教育相談関係機関連絡協議会
等において関係機関との連携が
図れた。

・関係機関と連携しながら、
子どもの心のケアに関する
専門性をもったカウンセラー
等が来所や訪問による相談
の受理や支援を行う。

・日ごろから関係機関と密に
連携する。

心の教育センター

181

●遊びの場の確保
●ベビーシッターの確
保

・一時保護期間が長くなっ
た場合の対応

・ベビーシッター　14回
・体育館でのスポーツ活動の実施　1
回

・一時保護者が手続き等のため
外出する際に、専門職に同伴児
を任せることができ、親子共々安
心感が得られた。
・一時保護期間が長くなった同伴
児のストレス解消になった。

●遊びの場の確保
●ベビーシッターの確保

・一時保護期間が長くなった
場合の対応

女性相談支援セン
ター

182

・引き続き連携し、ケー
スによっては、女性相
談センターに出向き、出
張教育相談を行う。
・子どもの心のケアに関
する専門性をもったカウ
ンセラー等による支援
を行う。

該当なし ・要請ケースなし ・教育相談関係機関連絡協議会
等において関係機関との連携が
図れた。

・関係機関と連携しながら、
子どもの心のケアに関する
専門性をもったカウンセラー
等が支援を行う。

・日ごろから関係機関と密に
連携する。

心の教育センター

183
●学校と連携した一時
保護所での教育支援

●教員ＯＢによる就学
支援
●学校との連携強化

・一時保護期間が長くなっ
た場合の対応

・教員ＯＢによる就学支援実施
　　　153時間　延べ110人

・同伴児の就学支援ができた。
・就学時間は、学校と連絡調整に
より出席日数にすることができ
た。

●教員ＯＢによる就学支援
●学校との連携強化

・一時保護期間が長くなった
場合の対応

女性相談支援セン
ター

②
子
ど
も
の
心
身
の
ケ
ア
の
充
実

●療育福祉センターと
配偶者暴力相談支援
センターが連携した障
害の心配のある子ど
もへの対応

●心の教育センター
等と配偶者暴力相談
支援センターが連携し
た心配のある子どもへ
の対応

③
保
育
、
学
習
支
援
の
充
実

●安心して遊ぶことの
できる環境の整備

３
Ｄ
Ｖ
被
害
者
支
援
の
一
時
保
護
体
制
の
充
実

（
２

）
配
偶
者
暴
力
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
一
時
保
護
体
制
の
充
実
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

184

●教育委員会等との連
携

・被害者が高校や専門学校
等に通学中の場合の対応

・該当事例なし ― ●教育委員会等との連携 ・被害者が高校や専門学校
等に通学中の場合の対応 女性相談支援セン

ター

185

・私立高等学校等就学
支援金制度の実施
・私立高校生等奨学給
付金制度の実施
・私立学校授業料減免
事業の実施

･所得による区分により、制
度を活用しても授業料の負
担が発生する家庭がある。

・アウトプット
　各事業の実施
・アウトカム
　財政的に厳しい状況の家庭におけ
る、教育費負担が軽減されている。

　家庭の経済状況にかかわら
ず、児童生徒が修学の機会を得
ることにつながっている。

・私立高等学校等就学支援
金制度をはじめとする、家
庭の教育費負担の軽減に
係る事業の実施

･所得による区分により、制
度を活用しても授業料の負
担が発生する家庭がある。

私学・大学支援課

186

●公立高等学校の授業
料支援のため、高等学
校等就学支援金制度を
実施する。
●専攻科の生徒への授
業料の減免を実施す
る。
●国公立高等学校の授
業料以外の教育費の支
援のため、高校生等奨
学給付金制度を実施す
る。
●平成22年度からの貸
与要件の緩和等により
制度の拡充を図り、こ
れまで対象とならなかっ
た生徒の学びを支援す
る。
●奨学金の新規決定者
に対し、早期貸与を行
う。

●制度について、対象者へ
の周知徹底を図る必要が
ある。

●貸与希望者全員に貸与
できる予算を確保する。

●制度について、対象者へ
の周知徹底を図る必要が
ある。

●制度について、リーフレットを配布
するなどして周知徹底に努め、対象
者の概ねから届出期限までに提出さ
せることができた。

●要件を満たす貸与希望者全員に
貸与できた。

●要件を満たす支給希望者全員
への支給を実施し、教育の機会
均等に寄与した。

●経済的な理由により進学・修
学を断念することがないよう支援
し、教育の機会均等に寄与した。

●就学支援金制度及び奨
学給付金制度を実施する。

●現行の高等学校等奨学
金貸付制度を維持・実施す
る。

●対象者への制度について
の周知徹底
●奨学金制度については、
貸与希望者全員に貸与でき
る予算の確保

高等学校課

187
●設備の見直しや避
難訓練等の実施によ
る安全対策

●避難訓練の実施
●避難場所の見直し

・南海地震対策についての
避難場所の確保

・実績なし ― ●避難訓練の実施
●避難場所の見直し

・南海地震対策についての
避難場所の確保

女性相談支援セン
ター

188 ●備蓄等の充実

●備蓄品等の充実 ・南海地震対策についての
避難場所の確保

・備蓄品等の維持 ・備蓄品等の維持 ●備蓄品等の充実 ・南海地震対策についての
避難場所の確保

女性相談支援セン
ター

189
●代替施設による事
業の継続

●施設が被害を受けた
場合の代替施設を定め
ておき、災害等による
業務の停滞を防ぐ。

・災害時、安全確保でき、
かつプライバシーを確保で
きる設備をいくつか設けて
おく必要がある。

代替施設について、具体的な検討が
できなかった。

検討を進めていく。 ●施設が被害を受けた場合
の代替施設を定めておき、
災害等による業務の停滞を
防ぐ。

・災害時、安全海保でき、か
つプライバシーを確保できる
設備をいくつか設けておく必
要がある。

県民生活・男女共
同参画課/女性相
談支援センター

３
Ｄ
Ｖ
被
害
者
支
援
の
一
時
保
護
体
制
の
充
実

（
２

）
配
偶
者
暴
力
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
一
時
保
護
体
制
の
充
実

③
保
育
、
学
習
支
援
の
充
実

●就学のためのさまざ
まな制度の情報提供
と手続支援

（
２

）
配
偶
者
暴
力
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
一
時
保
護
体
制
の
充
実

④
災
害
に
備
え
た
体
制
づ
く
り
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

190

・連携強化に向けた協議 ・民間シェルターについては、定期的
に運営状況を確認しているが、連携
体制の強化までは至っていない。

・連携強化に向けた協議が必
要。

●既存の支援団体や社会
福祉施設等との連携強化
●どこの地域に住んでいて
も保護できる環境を整える。

・連携強化に向けた協議

県民生活・男女共
同参画課

191

・ＬＧＢＴの方を保護するた
めのノウハウを持った施設
が高知県にない。

・社会福祉施設への一時保護委託を
実施
　　　2件

・被害者及び同伴児の特性に合
わせて、安全を確保することがで
きた。

●既存の支援団体や社会
福祉施設等との連携強化
●どこの地域に住んでいて
も保護できる環境を整える。

・ＬＧＢＴの方を保護するため
のノウハウを持った施設が高
知県にない。

女性相談支援セン
ター

192

②
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
へ
の
支
援

●民間シェルターの運
営安定化に向けた支
援の実施

●民間シェルター運営
団体に対して、シェル
ターの運営支援を行う。

・支援活動の増大に伴い、
事業量が増大。団体（支援
者）の負担が増えてきてい
る状況である。

・高知県民間シェルター運営費補助
金
　100万円/年を限度に交付。

・支援活動の増大に伴い、事業
量が増大。団体（支援者）の負担
が増えてきている状況である。

●民間シェルター運営団体
に対して、シェルターの運営
支援を行う。

・支援活動の増大に伴い、事
業量が増大。団体（支援者）
の負担が増えてきている状
況である。

県民生活・男女共
同参画課

193

●日常生活支援のた
めの配偶者暴力支援
センターの自立支援
担当職員による継続
的支援の実施

●生活サポーターによ
る入所中、退所後の自
立に向けての支援の実
施

・生活サポーターが非常勤
職員のため、すべての退所
者へのフォローが難しい。
・退所者の状況の多様化

・生活サポーターの支援
　　支援実人数30人　延べ 299回

・収入が少なく経済的自立が困
難

●生活サポーターによる入
所中、退所後の自立に向け
ての支援の実施

・生活サポーターが非常勤職
員のため、すべての退所者
へのフォローが難しい。
・退所者の状況の多様化 女性相談支援セン

ター

194

●心理的な自立のた
めの配偶者暴力相談
支援センター等による
退所者へのフォロー
アップの充実

●心理ケア担当職員に
よる心の健康回復支援
●退所後個別カウンセ
リングが必要な者に
は、専門機関に依頼し
実施

・回復に時間がかかる。
・多様な被害者への対応

・精神的な問題を抱えている退所者
を、精神保健福祉センターにつない
だ。

・精神的回復には長い期間を要
する。

●心理ケア担当職員による
心の健康回復支援
●退所後個別カウンセリン
グが必要な者には、専門機
関に依頼し実施

・回復に時間がかかる。
・多様な被害者への対応

女性相談支援セン
ター

３
Ｄ
Ｖ
被
害
者
支
援
の
一
時
保
護
体
制
の
充
実

（
３

）
民
間
支
援
施
設
等
と
の
連
携
に
よ
る
一
時
保
護
体
制
の
充
実

①
一
時
保
護
所
以
外
の
保
護
で
き
る
場
の
確
保

●民間シェルター及び
社会福祉施設等との
連携による一時保護
体制の充実

●既存の支援団体や社
会福祉施設等との連携
強化
●どこの地域に住んで
いても保護できる環境
を整える。

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
１

）
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
生
活
再
建

①
一
時
保
護
所
入
所
時
か
ら
の
継
続
し
た
自
立
支
援
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

195

●女性しごと応援室と
自立支援施設との連携
強化

・就労に向けた支援の強化 ・女性相談支援センター、女性しごと
応援室の双方の業務内容を理解し、
連携を強化するために情報交換会を
実施。
・ハローワーク、ひとり親家庭等就
業・自立支援センター等関係機関と
の連携も図りながら就労支援を実
施。

・女性しごと応援室はＤＶ被害者
に限らない就職支援窓口であり、
多数の相談を受けているわけで
はないが、来室したDV被害者に
対しての相談対応や必要に応じ
た関係機関への連携等を実施で
きている。

・女性しごと応援室を通じた
就労支援

特になし

県民生活・男女共
同参画課

196

●自立支援施設をより
積極的に活用できるた
めの入所条件の見直し
●就労に向けた支援の
強化

― ・自立支援施設利用　5人 ・一時保護入所中に、自立支援
施設の情報提供をしているが、ま
だ活用が少ない。

●自立支援施設をより積極
的に活用できるための入所
条件の見直し
●就労に向けた支援の強化

―

女性相談支援セン
ター

197
●母子生活支援施設
における支援機能の
充実

（ちぐさ）
・母子生活支援施設に
おいて母子が安心して
相談できる体制の整備
・相談員研修参加（20
回）　　　　　　　　・要援
護者の法テラス、ハ
ローワーク等専門機関
への引率、紹介の充実
・個別対応職員による
被虐待児童及び母親へ
の生活場面での1対1の
対応
・心理療法回数・手法の
充実

(和光寮）
・母子生活支援施設に
おいて、安心して相談
出来る体制の整備
・ケース会議等の開催
や情報交換
・法テラスやハローワー
クの引率

（ちぐさ）
・入所世帯の増加に伴い支
援体制の強化
・入所事由の複雑多様化へ
対応するための職員のス
キルアップ　　　　　　　　・県
外を含めた広域的連携の
推進

(和光寮）
・入所者の複雑多様化へ対
応するための外部心理相
談による職員のスキルアッ
プ

（ちぐさ）
・入所世帯及び人数　15世帯38人
・相談員研修参加　27回
・心理療法相談回数　380回
・ハローワーク等就労支援機関への
同行　8名

(和光寮）
・入所世帯及び人数　8世帯26名
・関係機関とのケース会実地4回
・外部心理相談員による児童及び保
護者に対する相談実施(78回)

（ちぐさ）
・関係機関と連携することにより
情報の共有ができた
・要支援者と心理職員や個別担
当職員による面談回数が増え、
支援の強化が計られた

(和光寮）
関係機関と連携・共有する事が
でき、そしてスーパーバイザーか
らのアドバイスにより支援に繋げ
ることが出来た。

（ちぐさ）
・母子生活支援施設におい
て母子が安心して相談でき
る体制の整備
・相談員研修参加（20回以
上）　　　　　　　　・要援護者
の法テラス、ハローワーク等
専門機関への引率、紹介の
充実
・個別対応職員による被虐
待児童及び母親への生活
場面での1対1の対応
・心理療法回数・手法の充
実

(和光寮）
母子生活支援施設におい
て、安心して相談出来る体
制の整備
・要支援者の法テラス・安定
所の引率や専門機関への
紹介

（ちぐさ）
・入所事由の複雑多様化に
対応するための職員のスキ
ルアップ

(和光寮）
入所事由の複雑多様化によ
り広域的な連携が必要

児童家庭課

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
１

）
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
生
活
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①
一
時
保
護
所
入
所
時
か
ら
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自
立
支
援

●自立支援施設の積
極的な活用
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

198

●市町村の主体性の醸
成
●相談につなげる体制
整備

・関係機関の協力 ・相談者及び入所者に母子での生活
自立に関する情報を提供した。
・相談に応じて被害者の生活再建の
ために、生活保護、保育支援、就労
支援制度等の情報提供と利用への
支援がスムーズにできるよう市町村
との連携を行った。

・生活の再建に役立った。 ●市町村の主体性の醸成
●相談につなげる体制整備

・関係機関の協力

女性相談支援セン
ター

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
１

）
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
生
活
再
建

②
各
種
支
援
制
度
の
情
報
提
供
及
び
利
用
・
手
続
き
に
関
す
る
支
援

●生活保護、保育支
援、就労支援制度及
び保証料補給制度、
融資制度等の各種支
援に関する情報提供
及び利用に向けた支

援
199

●関係機関と連携し
て、生活保護、育児支
援、就労支援制度等の
各種支援に関する情報
提供及び利用に向けた
支援を日常業務の中で
行う（安芸）
●生活保護、ひとり親
世帯への支援制度等の
情報を提供し、活用で
きるように支援する。
（中央東）
●必要な制度について
情報提供をおこない必
要なサービスの利用が
出来るようにする。（中
央西）
●相談時、福祉保健所
内で各課状況共有し、
生活保護、保育支援、
就労支援制度及び保証
料補給制度、融資制度
等の各種支援に関する
情報提供及び利用に向
けた支援を行う（須崎）
●相談に応じて被害者
の生活再建のために必
要な、生活保護、保育
支援、就労支援制度等
の情報提供と利用がス
ムーズにできるよう市
町村との連携を行う。
(幡多)

ー ●特になし。（安芸）
●DVに限らず、関係部署との連携に
より、各種制度の情報の提供をして
いる。（中央東、幡多）
●対応事例なし(中央西）
●相談事例はないが、福祉保健所内
で各課が相談対応事例をDVの危険
性がないかの視点で情報共有に努
める（須崎）

●情報提供することで、他機関と
の関係を改めて認識することに
なった。（中央東）
●対応事例ないが、相談あれば
必要な制度について利用できる
ように情報提供していく必要があ
る(中央西）
●相談事例はないが、福祉保健
所内の各課との情報共有を密に
する。（須崎）

●関係機関と連携して、生
活保護、育児支援、就労支
援制度等の各種支援に関
する情報提供及び利用に向
けた支援を日常業務の中で
行う。（安芸）
●機会あるごとに情報提供
に努めていく。（中央東）
●必要な制度について情報
提供を行い、必要なサービ
スの利用ができるように支
援する(中央西）
●相談時、福祉保健所内で
各課と状況共有し、生活保
護、保育支援、就労支援制
度及び保証料補給制度、融
資制度等の各種支援に関
する情報提供及び利用に向
けた支援を行う（須崎）
●関連部署への情報提供、
連携の継続（幡多）

●DV被害者支援について
は、所属で対応マニュアル等
なく、今後対応マニュアルや
支援体制など整備する必要
あり（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

200

●高知県ひとり親家庭
等自立促進計画（第三
次）に基づき、「ひとり親
家庭等福祉のしおり」等
を様々な機会で活用
し、適切な相談窓口に
つなげる。
●相談関係者の資質向
上に向け、研修を実施
する。

●依然として経済的に苦し
い状況にあるひとり親家庭
が多い一方、各種補助金、
貸付制度の認知度は低い
状況である。

●「ひとり親家庭等福祉のしおり」の
作成、配布
配布部数：22,500部
配布先：34市町村ほか411箇所（新た
に民生委員・児童委員、子ども食堂
等に配布）
●ひとり親家庭を対象とした補助金
の広報用リーフレットの作成、配布
配布部数：4,120部
配布先：34市町村ほか30箇所
●テレビ、ラジオ、広報誌、児童家庭
課フェイスブック等を活用した各種制
度、「ひとり親家庭等就業・自立支援
センター」の周知
●市町村、福祉保健所職員等を対象
とした研修会の開催（H29.5月、6月の
計2日）他

●周知の対象、手段を拡大して
いるが、「ひとり親家庭等就業・
自立支援センター」の相談や就
職決定、各種補助金の利用につ
いて件数増加に結び付いていな
い。
●研修会実施により担当者の理
解は深まっているが、実際の取り
組みについては市町村間で温度
差があると思われる。

●ひとり親家庭に必要な情
報が確実に行き届くよう、よ
り効果的な周知ツールの活
用、しおり等配布物の具体
的な活用方法を検討してい
く。
●市町村における対応方法
を確認し、好事例を踏まえ、
ひとり親家庭が相談窓口に
確実につながる体制を構築
する。

●周知方法を検討するに当
たってのひとり親家庭のニー
ズ把握
●市町村間での対応の均一
化

児童家庭課

201

・周知活動を行い、本
サービスを定着させて
いく。

・労働局、訓練実施機関と
密な連携を図り、必要な方
に情報が届くよう、引き続き
取り組みを続けていく。

・民間託児提供事業者と契約締結を
行い、各種職業訓練を受講する方に
託児サービスを提供できている。
　利用者13名（お子さん14名）
・労働局や職業安定所、訓練実施機
関にリーフレットを配布し、周知を
行った。

・子育てを理由に職業訓練を受
講できなかった方に対し、職業訓
練を提供できている。

・引き続き、周知活動を行
い、本サービスを定着させ
ていく。

・労働局、訓練実施機関と密
な連携を図り、必要な方に情
報が届くよう、引き続き取り
組みを続けていく。 雇用労働政策課

202
●県営住宅の募集時
の優先措置等による
支援

●引き続き当選確率を
高める優遇措置を行
う。

応募者の多い団地につい
ては、入居できていない。

29年度の第1回、第2回県営住宅募
集にあたり、ＤＶ被害者1名の応募が
あったが、抽選の結果落選となり、入
居には至っていない。第3回目と第4
回目は該当の応募がゼロだった。

ー 引き続き倍率優遇を行って
いく

応募倍率の高い団地につい
ては、当選・入居に至らない
ことがある。

住宅課

203

●DV被害者が県職員
住宅を短期利用できる
よう、部局間使用の申
請を行い、適宜対応す
る。

特に無し ・上半期においては、県職員住宅を
利用された方は２名。
・その都度、部局間使用の申請を行
い、適宜対応を行った。

今後も引き続き、職員住宅利用
ができるよう、部局間使用協議を
行う。

●DV被害者が県職員住宅
を短期利用できるよう、部局
間使用の申請を行い、適宜
対応する。

特に無し

県民生活・男女共
同参画課

204

●入居基準の見直し ・入居者の減少 ・県職員住宅利用　2人 ・次のステップに行くまでの待機
所として役立った。

●入居基準の見直し ・入居者の減少
女性相談支援セン
ター

205

部局間使用申請があ
り、かつ職員住宅に空
き室があれば部屋の提
供を検討する。

県職員住宅に空き室がな
い場合は、希望に沿うこと
ができない。

空き部屋を継続して貸与できている。 要望に応えることができた。 部局間使用申請があり、か
つ職員住宅に空きがあれば
部屋の提供を検討する。

県職員住宅に空きがない場
合は、希望に添うことができ
ない。

職員厚生課

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
１

）
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
生
活
再
建

②
各
種
支
援
制
度
の
情
報
提
供
及
び
利
用
・
手
続
き
に
関
す
る
支
援

●生活保護、保育支
援、就労支援制度及
び保証料補給制度、
融資制度等の各種支
援に関する情報提供
及び利用に向けた支
援

③
住
宅
の
確
保
に
向
け
た
支
援

●県職員住宅及び県
営住宅の短期利用の
検討
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

206
●県職員住宅及び県
営住宅の短期利用の
検討

●引き続き緊急避難先
として提供を行う。

・高知市内の団地について
は、定期募集の応募者が
多く、DV被害者の希望に対
応できていないが、空き部
屋がある団地については、
随時募集団地以外の団地
についても相談があれば検
討をする。

今年度については、活用事例はあり
ません。

ー 引き続き、緊急避難先として
の提供を行っていく。

住宅課
（県営住宅）

207

●安定的な住宅の確保 ・ＤＶ被害者の希望している
生活圏域に合致する物件
の提供

・不動産業者に協力してもらって、希
望する地域での住居を見つけること
ができた。　10件
・保証人のいない者がアパートを借り
る場合には、民間の保証業者に依頼
した。

・希望と合致する物件が見つか
るまで時間を要する。
・遠隔地での物件探しには限界
がある。

●安定的な住宅の確保 ・ＤＶ被害者の希望している
生活圏域に合致する物件の
提供

女性相談支援セン
ター

208

●あんしん住宅の情報
提供

・ＤＶ被害者についての特
別な居住支援の内容を民
間事業者が理解しているか
不明

（上半期）
情報提供を実施したが、活用には
至っていない。
（下半期）
引き続き情報提供を実施している
が、活用には至っていない。

ー 引き続き、情報提供を行っ
ていく。

ＤＶ被害者への居住支援に
関する民間事業者の理解を
深める。 住宅課

209

●女性しごと応援室を
通じた就労支援

特になし ・女性相談支援センター、女性しごと
応援室の双方の業務内容を理解し、
連携を強化するために情報交換会を
実施。
・ハローワーク、ひとり親家庭等就
業・自立支援センター等関係機関と
の連携も図りながら就労支援を実
施。

・女性しごと応援室はＤＶ被害者
に限らない就職支援窓口であり、
多数の相談を受けているわけで
はないが、来室したDV被害者に
対しての相談対応や必要に応じ
た関係機関への連携等を実施で
きている。

・女性しごと応援室を通じた
就労支援

特になし

県民生活・男女共
同参画課

210

●ハローワークからの
情報の収集
●生活サポーターによ
るハローワーク・女性の
しごと応援室への付き
添いの実施

・被害者の望む職種が少な
い。

・生活サポーターによるハローワーク
への付き添いの実施　2人
・指導員による「高知家の女性のしご
と応援室」への付き添いの実施　1人

・一時保護の期間中だけでは、
希望する職種を見つけることが
難しい。

●ハローワークからの情報
の収集
●生活サポーターによるハ
ローワークへの付き添いの
実施

・被害者の望む職種が少な
い。

女性相談支援セン
ター

211

●ハローワークや「高
知家の女性のしごと応
援室」等との更なる連
携のため、４半期に１
度、連絡会を開催し、情
報及び課題の共有を行
う。
●各関係機関で現状や
課題を共有し、DV被害
者が適切な制度を利用
できるように支援してい
く。

●ひとり親の収入は厳しい
状況であり、安定した収入
を得るための支援について
ニーズが高い。

●現状、課題の共有に向けた関係機
関との協議実施：ハローワーク
（H29.6月）、高知家の女性しごと応援
室（H29.8月）
●連絡会を開催し、情報及び課題の
共有を行った（H29.10月)

●各機関とも、相談者数の減少、
情報発信強化の必要性といった
課題は共有できているが、具体
的な連携方法が固まっていない

●ひとり親家庭等就業・自
立支援センター、ハロー
ワーク、高知家の女性のし
ごと応援室により定期的に
連絡会を行い、個々の相談
者の課題に応じた支援方法
をルール化する

●DV被害者の生活再建に向
け、就業面だけでなく生活面
を含めた総合的な支援の実
施

児童家庭課

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
１

）
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
生
活
再
建

③
住
宅
の
確
保
に
向
け
た
支
援

●民間事業者の協力
による住宅に関する情
報の提供

④
就
労
に
向
け
た
支
援

●ハローワークや「高
知家の女性しごと応援
室」等との連携による
きめ細やかな就労支
援
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

212

●ハローワークや「高
知家の女性のしごと応
援室」等との連携によ
るきめ細やかな就労
支援

県内1,100社を超える事
業所に労働関係情報誌
を配布し啓発を実施

各企業内での情報の従業
員等への配布、活用の実
効性の確保

県内1,100社を超える事業所に労働
関係情報誌を配布し啓発を実施

― ・県内1,100社を超える事業
所に労働関係情報誌を配布
し啓発を実施

・各企業内での情報の従業
員等への配布、活用の実効
性の確保

雇用労働政策課

213

●県広報媒体（テレビ、
ラジオ、啓発リーフレッ
ト等配布）による広報の
実施
●ファミリーサポートセ
ンター開設に向けた市
町村への働きかけ。

・ファミリーサポートセンター
について、依頼会員に比べ
サポートする側の援助会員
が少なく、会員の確保が必
要
・県内にファミリーサポート
センターが普及していな
い。

・高知版ファミリー・サポート・センター
の開設（南国市10月・安芸市12月）
・子育て支援員研修の実施（19名参
加）
・啓発リーフレットの作成・配布
・月1回のテレビ放送による広報
・子育てイベント等でのPR

市町村がセンターを開設するうえ
での課題に対する支援策が必要

・高知版ファミリー・サポー
ト・センター設置への支援
・会員（預けたい・預かりた
い）の増加に向けたセンター
のＰＲと研修の実施 を拡充

・会員の確保が困難
・ニーズが顕在化していない
・委託先の確保が困難
・援助活動の安全性への懸
念 県民生活・男女共

同参画課

214

●託児サービスのある
職業訓練等の情報提供

・託児つきの訓練と対象者
の希望とのミスマッチ

・託児サービスのある職業訓練等の
情報提供を行った。

― ●託児サービスのある職業
訓練等の情報提供

・託児つきの訓練と対象者の
希望とのミスマッチ

女性相談支援セン
ター

215

・周知活動を行い、本
サービスを定着させて
いく。

・労働局、訓練実施機関と
密な連携を図り、必要な方
に情報が届くよう、引き続き
取り組みを続けていく。

・民間託児提供事業者と契約締結を
行い、各種職業訓練を受講する方に
託児サービスを提供できている。
　利用者13名（お子さん14名）
・労働局や職業安定所、訓練実施機
関にリーフレットを配布し、周知を
行った。

・子育てを理由に職業訓練を受
講できなかった方に対し、職業訓
練を提供できている。

・引き続き、周知活動を行
い、本サービスを定着させ
ていく。

・労働局、訓練実施機関と密
な連携を図り、必要な方に情
報が届くよう、引き続き取り
組みを続けていく。 雇用労働政策課

216

●パソコン講座等にお
ける託児支援

講座終了後の就労効果に
ついての検証とニーズの把
握

・就労支援パソコン講座を託児付き
で実施。
　エクセル基礎講座(3日間)
　エクセル検定対策講座(4日間)
　ワード基礎講座(3日間)
　ワード検定対策講座(5日間)
　３日で学ぶ！パワーポイント講座
（３日間）
　Facebook講座（１日間）

・就労のためのスキルアップにつ
ながる講座は、受講申込が多く、
学習意欲も高いが、未就業者よ
りも就業者の受講が増加傾向に
ある。

●パソコン講座等における
託児支援

講座終了後の就労効果につ
いての検証とニーズの把握

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
１

）
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
生
活
再
建

④
就
労
に
向
け
た
支
援●就職活動及び技能

習得時の託児支援
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

217

●新たな協力企業、民
間支援団Ｔ来の掘りお
こし
●現在支援頂いている
協力企業や民間支援団
体との更なる協力関係
の醸成

・被害者のニーズ把握
・新たな支援に向けた働き
かけ
　→協力企業・団体のリ
サーチ、交渉

・包括協定の締結
・協力企業への啓発資料の配布

・被害者のニーズ把握
・新たな支援に向けた働きかけ
　→協力企業・団体のリサーチ、
交渉

●新たな協力企業、民間支
援団Ｔ来の掘りおこし
●現在支援頂いている協力
企業や民間支援団体との更
なる協力関係の醸成

・被害者のニーズ把握
・新たな支援に向けた働きか
け
　→協力企業・団体のリサー
チ、交渉

県民生活・男女共
同参画課

218

●協力関係の構築
●企業等への働きかけ
●フードバンクとの連携

・支援団体等の拡充
・継続して、提供できる体制
・金銭面での支援の拡充

・女性保護対策協議会より退所祝金
支給
　　2件
・女性保護対策協議会総会へ出席

・被害者の生活再建に役立った。 ●協力関係の構築
●企業等への働きかけ
●フードバンクとの連携

・支援団体等の拡充
・継続して、提供できる体制
・金銭面での支援の拡充

女性相談支援セン
ター

219

●警察との連携による
安全の確保

・被害者のＤＶに対する理
解不足
・保護命令の効力について
の正しい認識

・警察との連携による安全の確保 ・被害者の安全の確保ができた。 ●警察との連携による安全
の確保

・被害者のＤＶに対する理解
不足
・保護命令の効力につての
正しい認識

女性相談支援セン
ター

220

●保護命令が発令され
た直後に加害者に接触
した上、発令の事実確
認及び指導警告を実
施。
●必要に応じて被害者
方の巡回等を実施し、
近況を把握。

●退去命令時に加害者が
命令を実行するまで、若干
時間を要する。

●全ての保護命令につき、速やかに
加害者へ接触して、発令の事実確認
及び指導警告を実施した。
●加害者が指導警告に対して反抗
的な態度を示す等した場合、加害者
の動静や被害者の近況把握を密に
し、被害発生の防止に勤めた。

●先制的な指導警告により、ほ
ぼ全ての加害者は保護命令の遵
守を確約する等し、被害発生が
防止された。
●必要に応じて、加害者の動静
等の情報を被害者へ提供し、被
害発生が防止された。

●保護命令が発令された直
後に加害者に接触した上、
発令の事実確認及び指導
警告を実施。
●必要に応じて被害者方の
巡回等を実施し、近況を把
握。

●審尋に加害者が現れな
かった場合、保護命令の発
令直後に指導警告を実施す
ることが困難となる。 警察本部

（少年女性安全対
策課）

221
●地域のネットワーク
の構築による情報共
有

●ブロック会議の役割
と目的を整理し、内容
及び参加メンバーの見
直しも含めて検討。
 ●ＤＶ被害者を地域で
見守る環境づくりを進め
るため、引き続き全ブ
ロックで関係機関連絡
会議を開催する。

・ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議とブロック会議
の役割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関す
る関心を高め、DV支援を行
う上での役割を再認識して
もらうための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの
業務を兼務し、多忙な中で
は、件数の少ないDV支援
の優先度が低くなりがち。
男女共同参画やDVの担当
部署を持たない市町村の
関心をいかに高め、当事者
意識を持ってもらうか。

８月下旬から９月上旬にかけて、県
内5ヶ所で開催。昨年度から引き続
き、「市町村内部での連携強化」を
テーマに、ＤＶ被害者支援担当課以
外の関係課や社会福祉う協議会にも
参加を呼び掛けた。参加者は市町村
の他、警察署、福祉保健所、ソーレ、
社会福祉協議会。

参加：63機関（うち市町村23、社会福
祉協議会２）、111名

昨年度に引き続き、意見交換の
時間を多く取った。それぞれの状
況や事情に対する理解が深まり
（市町村内、県市間）、有意義な
会議となった。参加者からは、情
報交換の場としても有効であり、
今後も継続して欲しいとの要望
があった。
グループに分かれての意見交換
となるため、会議の最後にグ
ループでの話し合いの概要を発
表し、情報共有を図った。
　分科会においては、事例検討と
いうスタイルが続いたため、今後
は、地域で関係機関が連携する
ために有用となる内容を考えて
いく必要性がある。
　昨年度と比較して、参加者数は
ほぼ横ばいであるが、参加機関
数は増加。（Ｈ28年度：参加者
110名、56機関（うち市町村23））

●ブロック会議の役割と目
的を整理し、内容の見直し
を検討。
 ●ＤＶ被害者を地域で見守
る環境づくりを進めるため、
引き続き全ブロックで関係
機関連絡会議を開催する。

・ＤＶ対策連携支援ネットワー
ク会議とブロック会議の役
割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関する
関心を高め、DV支援を行う
上での役割を再認識してもら
うための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの業
務を兼務し、多忙な中では、
件数の少ないDV支援の優先
度が低くなりがち。男女共同
参画やDVの担当部署を持た
ない市町村の関心をいかに
高め、当事者意識を持っても
らうか。

県民生活･男女共
同参画課

４
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Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
１

）
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
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活
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⑤
民
間
支
援
団
体
等
に
よ
る
支
援
の
拡
充
に
向
け
た
取
組
の
実
施

●ＤＶ被害者支援への
協力企業や民間支援
団体の支援充実に向
けた働きかけ

（
２

）
安
全
安
心
な
暮
ら
し
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
充
実

　
①
関
係
機
関
の
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に
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D
V
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共
有
と
見
守
り

●保護命令発令後の
安全の確保
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

222

●地域におけるネット
ワークづくりと関係機関
の連携強化

・本人の希望により、地域
での見守り体制や情報の
共有について希望がなかっ
た場合の対応

・要保護児童対策地域協議会等への
参加
　22回
・個別ケース検討会議への参加　18
回

・それぞれの役割を確認すること
で、DV被害者のつなぎができ
た。

●地域におけるネットワーク
づくりと関係機関の連携強
化

・本人の希望により、地域で
の見守り体制や情報の共有
について希望がなかった場
合の対応

女性相談支援セン
ター

223

●市町村や市町村社協
と連携した支援を行うた
め、民生委員・児童委
員の研修等におけるDV
対策等の周知（再掲）

・民生委員・児童委員の高
齢化や業務量の増加によ
る負担感や後継者不足へ
の対応

・新任の民生委員・児童委員を対象
とした研修を開催（２年目対象：活動
の中心の一つである相談支援のた
めに、話の聴き方・話の受け止め方
について傾聴技法などを研修、３年
目対象：活動の基本的なところから、
事例検討等も交えながら、求められ
る役割、活動のポイント等を研修）

民生委員・児童委員の活動は多
岐にわたっており、それぞれの状
況等への対応について、わかり
やすく示していく必要がある。

・民生委員・児童委員の研
修等におけるDV対策等の
周知
（再掲）

・民生委員・児童委員の高齢
化や業務量の増加による後
継者不足への対応
・市町村と市町村社協との連
携が十分でないところもあ
る。

地域福祉政策課

224

・全市町村の児童福祉担当部署へ訪
問し、子どもの見守り体制推進交付
金の活用について説明（H29年5月-6
月）
＊活用状況（7市町）
南国市・須崎市・香南市・土佐清水
市・中土佐町・黒潮町・大月町

・児童虐待防止対策コーディネー
ターを中心とした庁内関係部署
や民生委員・児童委員との連携
が図られ、地域で子どもを見守る
体制づくりが構築されつつある。

■全市町村の要保護児童
対策地域協議会調整機関
へ訪問し、子どもの見守り
体制推進交付金の周知と、
庁内関係部署や民生委員・
児童委員との連携による地
域で子どもを見守る体制構
築に向けた支援の実施

・市町村の庁内関係部署や
民生委員・児童委員と連携し
た地域で子どもを見守る体制
の現状把握

児童家庭課

225

・要保護児童対策地域協議会の構成
員として民生委員・児童委員の積極
的な位置づけと見守りについて、全
市町村の要保護児童対策地域協議
会調整機関の課長及び係長を対象
とした研修（H29.6月）や市町村訪問
（H29.8月-10月）により再度依頼。

・民生委員・児童委員に対して個
別ケース検討会議等への積極的
な参加要請が行われつつある。

■要保護児童対策地域協
議会の構成機関や民生委
員・児童委員との連携

・地域で子どもを見守る体制
の構築に向けた要保護児童
対策地域協議会や民生委
員・児童委員との連携
・各種会議に参加した構成員
への守秘義務の徹底 児童家庭課

（児童相談所）
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●地域のネットワーク
の構築による情報共
有

■要保護児童対策地域
協議会の構成機関や民
生委員・児童委員との
連携

■子どもの見守り体制
の推進

・地域で子どもを見守る体
制の構築に向けた要保護
児童対策地域協議会や民
生委員・児童委員との連携
・各種会議に参加した構成
員への守秘義務の徹底
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

226

4
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
支
援

（
２

）
安
全
安
心
な
暮
ら
し
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
充
実

　
①
関
係
機
関
の
連
携
に
よ
る
D
V
被
害
者
の
情
報
共
有
と
見
守
り

●地域のネットワーク
の構築による情報共
有

●ここから東部ネット
ワーク会議、要保護児
童地域対策協議会等で
連携を図る（安芸）
●各種の会に積極的に
参加し情報の共有に努
める。（中央東）
●DVの事例やDVの疑
いのある事例が出た場
合は関係機関の情報共
有を行っていく。（中央
西）
●要保護児童地域対策
協議会の構成機関との
連携及び情報共有を図
る（須崎）
●ＤＶ関係機関ネット
ワーク会議や通常業務
を通じて市町村等関係
機関との連携の強化
(幡多)

●ここから東部ネットワーク会議、要
保護児童地域対策協議会等で連携
を図っている（安芸）
●DVに限らず、関係部署との情報交
換により、DVについての情報共有が
できた。（中央東）
●対応事例なし(中央西）
●要保護児童地域対策協議会の構
成機関との連携及び情報共有に努
めた。（須崎）
●ブロック別ＤＶ関係機関連絡会議
に参加し、地域関係機関との情報共
有（9月）（幡多）

●市町村や関係機関が、地域の
情報共有を図っている、（安芸）
●情報提供することで、他機関と
の関係を改めて認識することに
なった。（中央東）
●対応事例あれば地域のネット
ワークによる情報の共有化を
図っていく必要がある(中央西）
●DV相談事例はないが、要保護
児童地域対策協議会でのネット
ワーク構築に努めた。（須崎）
●ブロック別ＤＶ関係機関連絡会
議の場で関係機関との情報共有
ができた（幡多）

●ここから東部ネットワーク
会議、要保護児童地域対策
協議会等で連携を図る（安
芸）
●機会あるごとに情報共有
に努めていく。（中央東）
●DVの事例やDVの疑いの
ある事例が出た場合は関係
機関の情報共有を図る（中
央西）
●要保護児童地域対策協
議会の構成機関との連携及
び情報共有を図る（須崎）
●DV関係機関ネットワーク
会議や通常業務を通じて市
町村等関係機関との連携促
進（幡多）

●要保護児童地域対策協議
会の構成機関以外との連携
及び情報共有を図ることは
困難である。（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】
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227

・平成29年度は小学校
全校にＳＣ等を配置す
る。また、3校配置によ
るSCの派遣間隔が空く
ことの解消に努めるとと
もに生徒指導上の課題
が多い中学校への派遣
回数を可能なかぎり増
やす。
・アウトリーチ型SCの支
援センターへの配置拡
充
・SC、ＳＳＷによる合同
研修会（地区別）を開催
・SC等研修講座を開催
・SCに対するスーパー
バイズの実施
　効果的な実践事例を
基にした研究協議を行
い活動かかる対応力の
向上を図る。
・心の教育センターに
SCとSSWを常駐し、相
談体制の強化を図る。

・SC等の勤務日数に制約
があり、十分な活用計画が
必要。
・SC等の有効な活動には、
校内の担当教員のコーディ
ネート力を向上させる必要
がある。
・実践事例をSCの研修や
連絡協議会で紹介し各校
での実践につなげる必要
がある。
・心の教育センターに常駐
するSCの活用について年
度途中に検証し実施上の
課題の把握と改善に努め
なければならない。
・SCスーパーバイザーを積
極的に活用し、支援の充実
を図る必要がある

・SCを全ての公立小、中、義務教育、
高、特支学校に配置した。また、アウ
トリーチ型SCを6市の支援センターに
配置した。
・SC等研修講座（6/18、7/9、10/22、
11/19、12/17、1/21）
・教育相談体制の充実に向けた連絡
協議会（8/17、8/18、8/21、8/22、
8/24、8/25）
・SC、スーパーバイズの実施（随時）
・研修会やスーパーバイズの実施に
より、SCの対応力が向上している。

・SCの配置拡充により、児童生
徒への支援体制の充実が図られ
た。
・SCの専門性が向上し、より的確
な支援ができるようになった。

・SCの全校配置の継続及び
アウトリーチ型SCの配置を
８市に拡充する。
・SC等研修講座の開催（年6
回）
・SC、SSWによる合同研修
会の開催（６ブロック）
・SCに対するスーパーバイ
ズの実施

・専門的な知識や技能を有し
た人材の確保
・SC配置拡充のための予算
確保
・SCの専門性の向上を図る
必要がある。

人権教育課

228

●関係機関と連携を図
る。
●関係機関が開催する
各種会議へ出席する。

・より綿密なネットワークを
構築する必要がある。

●平成29年度DV被害者支援連絡会
議への出席。
●高知県女性保護対策協議会総会
へ講師として出席。
●平成29年度第１回こうち男女共同
参画会議への出席。
●平成29年度DV対策連携支援ネッ
トワーク会議及び専門者研修会へ講
師として出席。

●他機関との連携が構築でき
た。
●講師として参加し、警察として
執り得る措置や法律の解釈を参
加者へ周知できた。

●DV関係機関連絡会議へ
の積極的な参加。

●突発事案や他の協議と競
合した場合における参加者
の確保が困難である。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

229
●住民基本台帳の閲
覧等の禁止の趣旨及
び留意点の周知

今後もこれまでの取組
み同様、戸籍・住民基
本台帳事務協議会にお
いて制度の趣旨及び留
意点等の周知に努め
る。

これまで各市町村から加害
者に支援者の情報が漏れ
たという報告はなく、問題な
く対応がなされていると考
えているものの、DV被害者
に係る住民基本台帳関係
事務については、慎重に行
う必要があり、各市町村の
実務においては判断に悩
む事例がある。今後も市町
村において支援対象者に
係る住民基本台帳の閲覧
等の請求がなされた場合、
支援者の住所がなりすまし
等によって加害者に知られ
ることがないよう、市町村窓
口担当者に対して制度周
知を継続して行う必要があ
ると考える。

　県内各ブロック及び県全体で開催
された戸籍・住民基本台帳事務協議
会の場で、住民基本台帳事務におけ
るDV支援対象者への対応・連携につ
いて情報提供等を行った。

また、住民基本台帳事務における支
援措置申出者数を把握した。

　支援者の情報が漏れたという
報告はなく、適切に運用・対応が
なされていると考える。

　今後もこれまでの取り組み
に引き続き、県内各ブロック
の戸籍・住民基本台帳事務
協議会において制度の趣旨
及び留意点等の周知に努
める。また、住民基本台帳
事務における支援措置申出
者数を把握する。

　これまで各市町から加害者
に支援者の情報が漏れたと
いく報告はなく、問題なく対応
がされていると思われるが、
ＤＶ被害者に係る住民基本
台帳の事務については、慎
重に行う必要があり、実務に
おいて判断に悩む事例があ
ることから、今後も市町村に
おいて支援対象者の住所等
の情報が、なりすましによっ
て加害者に知られることのな
いよう、市町村窓口担当者に
対して周知を継続していく必
要がある。

市町村振興課
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●地域のネットワーク
の構築による情報共
有
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230

●民生委員・児童委員
の研修等におけるDV対
策等の周知（再掲）

・民生委員・児童委員の高
齢化や業務量の増加によ
る負担感や後継者不足へ
の対応

・新任の民生委員・児童委員を対象
とした研修を開催（２年目対象：活動
の中心の一つである相談支援のた
めに、話の聴き方・話の受け止め方
について傾聴技法などを研修、３年
目対象：活動の基本的なところから、
事例検討等も交えながら、求められ
る役割、活動のポイント等を研修）

民生委員・児童委員の活動は多
岐にわたっており、それぞれの状
況等への対応について、わかり
やすく示していく必要がある。

・民生委員・児童委員の研
修等におけるDV対策等の
周知
（再掲）

・民生委員・児童委員の高齢
化や業務量の増加による後
継者不足への対応
・市町村と市町村社協との連
携が十分でないところもあ
る。

地域福祉政策課

231

■要保護児童対策地域
協議会の構成機関や民
生委員・児童委員との
連携

■子どもの見守り体制
の推進

・地域で子どもを見守る体
制の構築に向けた要保護
児童対策地域協議会や民
生委員・児童委員との連携
・各種会議に参加した構成
員への守秘義務の徹底

・全市町村の児童福祉担当部署へ訪
問し、子どもの見守り体制推進交付
金の活用について説明（H29年5月-6
月）
＊活用状況（7市町）
南国市・須崎市・香南市・土佐清水
市・中土佐町・黒潮町・大月町

・児童虐待防止対策コーディネー
ターを中心とした庁内関係部署
や民生委員・児童委員との連携
が図られ、地域で子どもを見守る
体制づくりが構築されつつある。

■全市町村の要保護児童
対策地域協議会調整機関
へ訪問し、子どもの見守り
体制推進交付金の周知と、
庁内関係部署や民生委員・
児童委員との連携による地
域で子どもを見守る体制構
築に向けた支援の実施

・市町村の庁内関係部署や
民生委員・児童委員と連携し
た地域で子どもを見守る体制
の現状把握

児童家庭課
（児童相談所）

232

・県教委として引き続
き、要保護児童対策地
域協議会への参加を行
い、情報を把握に努
め、事案に応じて迅速
に関係機関との連携を
図る。

・市町村によっては管理票
の提供がなく、十分な情報
を得ることができない場合
があるため、管理票の提供
を求めていく。

・要保護児童対策協議会に参加し、
情報を収集に努めた。
・管理票の提供がない市町村に対
し、県教委の役割を説明するなど、
取組に対する理解を求めた。

・支援が必要な児童生徒の情報
の収集ができた。
・市町村によっては、管理票の提
供について、理解が得られ、情報
の収集ができるようになった。

・県教委として引き続き、要
保護児童対策地域協議会
への参加を行い、情報を把
握に努め、事案に応じて迅
速に関係機関との連携を図
る。

・市町村によっては管理票の
提供がなく、十分な情報を得
ることができない場合がある
ため、管理票の提供を求め
ていく。 人権教育課

233

●必要時、児童相談所
等と連携し育児支援行
う（須崎）
●検診や発達相談によ
る育児支援を行う。その
中でＤＶ被害者の情報
があればピックアップ
し、関係機関と情報共
有する。（中央東）
●個別検討会等により
情報の共有化を図り、
必要な育児支援を行
う。（中央西）
●必要時、児童相談所
等と連携し育児支援を
実施する（須崎）

ー ●新規1例（両親と子どもの世帯）
に、児童相談所及び関係機関が連
携し、安全確保、加害者への指導や
家族協議等の対応をした結果、元の
家庭で生活している。現在も、要対協
での見守りと福祉保健所の支援を継
続中。（安芸）
●事例なし（中央西、須崎）
●健診や発達相談における関係機
関との情報共有をしている。（中央
東）

●児童相談所と情報共有し、DV
の情報整理、一時保護の対応､
及び要対協で継続的な見守りを
するように助言することで適切な
対応ができている。(安芸）
●病院とのカンファレンスに参加
し、具体的な支援に結び付いて
いる。（中央東）
●生活保護のケースにおいて必
要あれば、子育て支援専門相談
員の育児支援がスムーズに行わ
れるよう情報共有を図っていく必
要がある(中央西）
●DV相談事例はないが、要保護
児童地域対策協議会等でDVの
被害あれば育児支援していく。
（須崎）

●必要時、児童相談所等と
連携し育児支援行う（安芸）
●関係機関との協力を継続
していく。（中央東）
●個別検討会等により各担
当間での情報の共有化を図
り、必要な育児支援を行う
(中央西）
●必要時、児童相談所等と
連携し育児支援を実施する
（須崎）

●育児支援に関わる機関の
具体的な役割や人員配置な
ど明確化する必要がある（須
崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

234

■専門的な知識及び技
術を要する相談業務
■専門職員による調
査、判定に基づく援助
方針の策定と支援

・DVにかかる子どもの心理
的ケアの必要性が関係機
関に認識されていない

・児童相談所職員による配偶者暴力
相談支援センターの職員を対象とし
たDVの目撃等による子どもの心理
的被害についての研修実施（H29.12
月）
・児童相談所との情報共有の手順の
確認。

・配偶者暴力相談支援センター
の職員のDVの目撃等による子ど
もの心理的被害や児童相談所と
の情報共有の手順の理解が図ら
れた。

■配偶者暴力相談支援セン
ターとの連携協議会や職員
研修の実施による連携強化

児童家庭課
（児童相談所）
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・要保護児童対策地
域協議会や民生委
員・児童委員との連携

●児童相談所や福祉
保健所等による育児
支援
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235

●面会交流にかかるＤ
Ｖ被害者のニーズに対
して、関係機関と連携し
て適切な支援が行える

・対応事例がないため、支
援に関する情報が不足して
いる

・対応事例無し。 ・対応事例がないため、支援に関
する情報が不足している

●面会交流にかかるＤＶ被
害者のニーズに対して、関
係機関と連携して適切な支
援が行える

・対応事例がないため、支援
に関する情報が不足してい
る

県民生活・男女共
同参画課

236

●ひとり親家庭等就業・
自立支援センターでの
法律相談に弁護士を加
え、相談体制を強化す
る。
●関係機関で情報共
有、連携し、面会交流
に係るDV被害者のニー
ズを踏まえ、社会資源
を活用しながら支援して
いく。

●面会交流を行っているひ
とり親の割合が少ないが、
支援体制ができていない。

●ひとり親家庭等就業・自立支援セ
ンターでの法律相談件数
　弁護士：32件
　司法書士：41件
　うち、面会交流に係る相談を含むも
の：6件
●ひとり親家庭等就業・自立支援セ
ンターの来所者へのアンケートを実
施（来所理由、相談内容等）

●DV被害者の面会交流につい
ての相談がなく、相談者のニーズ
の把握が難しい。

●ひとり親家庭等就業・自
立支援センターでの弁護
士、司法書士による相談対
応を行う。
●来所者アンケートの結果
を踏まえ、面会交流に係る
ニーズを把握する。

●関係機関と連携し、相談者
のニーズに沿った支援体制
づくり

児童家庭課

237

●支援が必要な事例が
あれば、市町村等の関
係機関と連携し、子ども
の成長を見守る（安芸）
●子どものために健診
への参加を促し、市町
村との連携を図る。（中
央東）
●個別検討会等により
関係機関の情報の共有
化を図り、見守りの体
制をつくる。（中央西）
●要保護児童地域対策
協議会の構成機関との
連携及び情報共有を図
り、子どもの心身の状
況を確認し助言支援す
る（須崎）
●市町村等関係機関と
の連携により、地域で
の支援をサポートする。
（幡多）

ー ●新規1例に対応（両親と子どもの世
帯）。市町村、配偶者暴力相談支援
センター、学校、児童相談所、施設､
福祉保健所等が情報共有し、安全確
保、加害者への指導や家族協議等
の支援をした結果、元の家庭で通学
や生活を再開。要対協の見守りや支
援継続により、生活が維持できてい
る。（安芸）
●事例なし（須崎）
●市町村の健診に協力し、要フォ
ロー児へのアフターケアを協議して
いく。（中央東）
●対応事例ないが、各市町村や関係
機関での見守り体制を確認した(中央
西）
●市町村、児相等と連携し、子ども
の成長発達の見守りを実施（幡多）

●自治体や学校等が連携し、対
応した結果、加害者からのDVは
なく、母子の希望する生活環境
で、要対協の見守りや家族支援
を継続しながら、母子の心身の
回復を支援できている。（安芸）
●病院とのカンファレンスに参加
し、具体的な支援に結び付いて
いる。（中央東）
●地域に既存の見守り体制あ
り。地域でのの見守り体制の充
実強化が必要。(中央西）
●DV相談事例はないが、要保護
児童地域対策協議会等でDVの
被害あれば子どもの心身状況確
認し助言支援していく。（須崎）
●市町村、児相等と連携し、地域
での支援に繋ぐことができた。
（幡多）

●支援が必要な事例があ
れば、市町村等の関係機関
と連携し、子どもの成長を見
守る。（安芸）
●関係機関との協力を継続
していく。（中央東）
●個別検討会等により関係
機関の情報の共有化を図
り、見守りの体制をサポート
する（中央西）
●要保護児童地域対策協
議会の構成機関との連携及
び情報共有を図り、子ども
の心身の状況を確認し助言
支援する（須崎）
●市町村、児相等と連携
し、子どもの成長発達の見
守りを実施（幡多）

●子どもの心身の成長の見
守りに関わる機関の具体的
な役割や人員配置など明確
化していく必要がある（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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■要保護児童対策地域
協議会の構成機関や民
生委員・児童委員との
連携

■子どもの見守り体制
の推進

・地域で子どもを見守る体
制の構築に向けた要保護
児童対策地域協議会や民
生委員・児童委員との連携
・各種会議に参加した構成
員への守秘義務の徹底

・全市町村の児童福祉担当部署へ訪
問し、子どもの見守り体制推進交付
金の活用について説明（H29年5月-6
月）
＊活用状況（7市町）
南国市・須崎市・香南市・土佐清水
市・中土佐町・黒潮町・大月町

・児童虐待防止対策コーディネー
ターを中心とした庁内関係部署
や民生委員・児童委員との連携
が図られ、地域で子どもを見守る
体制づくりが構築されつつある。

■全市町村の要保護児童
対策地域協議会調整機関
へ訪問し、子どもの見守り
体制推進交付金の周知と、
庁内関係部署や民生委員・
児童委員との連携による地
域で子どもを見守る体制構
築に向けた支援の実施

・市町村の庁内関係部署や
民生委員・児童委員と連携し
た地域で子どもを見守る体制
の現状把握

児童家庭課
（児童相談所）
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●関係機関との連携
による面会交流にお
ける支援の検討

②
被
害
者
及
び
子
ど
も
の
心
身
の
回
復
の
支
援

●関係機関の連携に
よる子どもの心身の成
長の見守り
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●関係機関の連携に
よる子どもの心身の成
長の見守り

●市町村担当課との連
携及び実施園との事
前・事後の連絡を密に
することにより、支援内
容の充実を図るととも
に、地域におけるミドル
リーダーの育成・活用
により、各園の日々の
保育実践及び保育者と
しての資質・専門性の
向上を図る。
●親育ち支援啓発事業
における保護者への研
修（講話・ワークショッ
プ）の一層の拡充に向
け、未実施の市町村へ
の継続的な呼び掛けや
研修会等での声がけを
行っていく。

該当なし ・園内研修支援事業において241回
（79園）の研修支援を行った。うちブ
ロック別研修支援（13園）では、保育
参観に基づくグループ協議を中心に
継続支援を行っている。また、4回の
ミドル受講者による公開保育を行い、
4名の保育者が他園での保育協議の
運営を行った。

・親育ち支援啓発事業において、保
護者への研修を88回（63園・小学校
22・団体2）行った。実施園・校におけ
る保護者の参加率は51.3％であっ
た。また、実施後の保護者へのアン
ケート結果において、99.3％が「子ど
もへの親のかかわりが大切だと思
う」、99.1％が「今後の子育てに生か
していきたい」と回答があった。

・各園の研修テーマや要望に合
わせた園内研修支援を実施する
とともに、ブロック別研修支援に
おいては担当主事が継続支援し
たり、2年目園にはミドルフォロー
アップ受講者による公開保育の
運営を行ったりすることで、園の
課題や状況に応じた研修等につ
ながっている。

・保護者への講話やワークショッ
プを通して、良好な親子関係や
子どもへの関わり方について保
護者の理解が深まり、学んだこと
を行動に移そうとする姿がアン
ケート結果から伺えた。しかし、
研修設定の工夫不足や研修参
加に消極的な保護者がいるた
め、保護者の参加の増加につな
がっていない現状がある。

・実施園との事前・事後の連
絡及び市町村担当課との連
携を密にすることにより、支
援内容の充実を図る。ま
た、ブロック別研修支援にお
いては地域におけるミドル
リーダーの育成・活用によ
り、各園の日々の保育実践
及び保育者としての資質・
専門性の向上を図る。

・親育ち支援啓発事業にお
ける保護者研修の拡充に向
け、継続的に園や市町村へ
の研修の実施を呼びがけて
いくとともに、就学時健診で
の親育ち支援の講話を組み
込んでもらえるように働きか
ける。
・各園の組織体制を整え、
研修の実施や継続的な取
組につなげていくよう。幼保
推進協議会等を通じて働き
かける。

ー

幼保支援課
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●養護教諭・スクール
カウンセラー等による
学校でのケアの充実

・平成29年度は小学校
全校にＳＣ等を配置す
る。また、3校配置によ
るSCの派遣間隔が空く
ことの解消に努めるとと
もに生徒指導上の課題
が多い中学校への派遣
回数を可能なかぎり増
やす。
・アウトリーチ型SCの支
援センターへの配置拡
充
・SC、ＳＳＷによる合同
研修会（地区別）を開催
・SC等研修講座を開催
・SCに対するスーパー
バイズの実施
　効果的な実践事例を
基にした研究協議を行
い活動かかる対応力の
向上を図る。
・心の教育センターに
SCとSSWを常駐し、相
談体制の強化を図る。

・SC等の勤務日数に制約
があり、十分な活用計画が
必要。
・SC等の有効な活動には、
校内の担当教員のコーディ
ネート力を向上させる必要
がある。
・実践事例をSCの研修や
連絡協議会で紹介し各校
での実践につなげる必要
がある。
・心の教育センターに常駐
するSCの活用について年
度途中に検証し実施上の
課題の把握と改善に努め
なければならない。
・SCスーパーバイザーを積
極的に活用し、支援の充実
を図る必要がある

・SCを全ての公立小、中、義務教育、
高、特支学校に配置した。また、アウ
トリーチ型SCを6市の支援センターに
配置した。
・SC等研修講座（6/18、7/9）
・教育相談体制の充実に向けた連絡
協議会（8/17、8/18、8/21、8/22、
8/24、8/25）
・SC、スーパーバイズの実施（随時）
・研修会やスーパーバイズの実施に
より、SCの対応力が向上している。

・SC及の配置拡充により、児童
生徒への支援体制の充実が図ら
れた。
・SCの専門性が向上し、より的確
な支援ができるようになった。

・SCの全校配置の継続及び
アウトリーチ型SCの配置拡
充。
・SC等研修講座の開催
・SC、SSWによる合同研修
会の開催
・SCに対するスーパーバイ
ズの実施

・専門的な知識や技能を有し
た人材の確保
・SC配置拡充のための予算
確保
・SCの専門性の向上を図る
必要がある。

人権教育課
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241
●養護教諭・スクール
カウンセラー等による
学校でのケアの充実

●養護教諭年次研修に
おいて「保健室における
健康相談の考え方と進
め方」を実施する

●スクールヘルスリー
ダーによる経験の浅い
養護教諭へのフォロー
アップ

●ＤＶに特化した研修には
ならない

●養護教諭初任者研修
　　　３１人に対し、「保健室における
健康相談の考え方と進め方」を実施
●スクールヘルスリーダーを経験の
浅い養護教諭配置の２校へ派遣

●経験の浅い養護教諭配置校で
あっても、スクールヘルスリー
ダーの希望がない場合がある

●養護教諭初任者研修の
実施
●スクールヘルスリーダー
を経験の浅い養護教諭の配
置校へ派遣するために、現
職養護教諭にも制度を周知
する

●スクールヘルスリーダーの
確保

保健体育課

242

●必要時、関係機関と
連携して支援を行う（安
芸）
●DVの事例やDVの疑
いのある事例が出た場
合は関係機関の情報共
有を行っていく。（中央
西）
●要保護児童地域対策
協議会の機会を通じ、
スクールソーシャル
ワーカー及び市町村職
員等に助言支援する
（須崎）

ー ●事例なし（安芸、須崎）
●対応事例ないが、要保護児童対策
地域協議会においてスクールソー
シャルワーカーや市町村職員等の役
割や支援体制について確認した(中
央西）

●必要なケアについて引き続き
関係者が確認をしていく必要が
ある(中央西）
●DV相談事例がないが、要保護
児童地域対策協議会等で被害が
ある場合スクールソーシャルワー
カー及び市町村職員等に助言支
援する（須崎）

●スクールソーシャルワー
カーや市町村職員等との情
報共有を通じ必要なケアを
把握しケアの充実に向けて
市町村への助言・支援をす
る。（中央西）
●要保護児童地域対策協
議会の機会を通じ、スクー
ルソーシャルワーカー及び
市町村職員等に助言支援
する（須崎）
●必要時、関係機関等と連
携し支援を行う（中央東）

●家庭等でのケアに関わる
機関の具体的な役割など確
認していく必要がある（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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・SSWの高等学校への
配置の拡充。
・SC、ＳＳＷによる合同
研修会（地区別）を開催
・SSW研修協議会の開
催
・SSWに対するスー
パーバイズの実施
　効果的な実践事例を
基にした研究協議を行
い活動かかる対応力の
向上を図る。
・心の教育センターに
SCとSSWを常駐し、相
談体制の強化を図る。

・SSWの勤務日数に制約が
あり、十分な活用計画が必
要。
・SSWの有効な活動には、
校内の担当教員のコーディ
ネート力を向上させる必要
がある。
・SSWをはじめとする関係
機関との連携について実践
事例を研修や連絡協議会
で紹介し各校での実践につ
なげる必要がある。
・心の教育センターに常駐
するSSWの効果的な活用
について検証し実施上の課
題の把握と改善に努めな
ければならない。
・SSWスーパーバイザーを
積極的に活用し、支援の充
実を図る必要がある

・SSWを31市町村・学校組合、15県立
学校に配置した。
・SSW研修協議会（6/23）
・SSW初任者研修会（4/28、11/17）
・教育相談体制の充実に向けた連絡
協議会（8/17、8/18、8/21、8/22、
8/24、8/25）
・SSWスーパーバイズの実施（随時）
・研修会やスーパーバイズの実施に
より、SSWの対応力が向上している。

・SSWの配置拡充により、児童生
徒への支援体制の充実が図られ
た。
・SSWの専門性が向上し、より的
確な支援ができるようになった。

・SSWの配置を３３市町村・
学校組合及び２１県立学校
に拡充する。
・SSW研修協議会の開催
（年1回）
・SSW初任者研修会（年2
回）
・SC、SSWによる合同研修
会の開催（６ブロック）
・SSWに対するスーパーバ
イズの実施

・専門的な知識や技能を有し
た人材の確保
・SSW配置拡充のための予
算確保
・SSWの専門性の向上を図る
必要がある。

人権教育課
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●スクールソーシャル
ワーカー及び市町村
職員等による家庭等
でのケアの充実
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●民間シェルターに対
する運営費補助の継続
的な実施及び交付金の
増額。
　・1ヶ所、1,000千円以
内
●民間シェルターに対
する今後の補助の在り
方を検討（第3次DV被
害者支援計画の策定を
検討する中で実施）

・被害者への支援の拡大、
充実を図るための、民間
シェルターの育成及び掘り
起こし
・民間シェルターに対する
支援の在り方や役割分担
の検討が必要。

民間シェルター運営費補助実施の交
付決定
　・１か所　1,000千円

・H28に交付額を721千円から
1,000千円に増額出来たが、まだ
団体の持ち出しが事業費の１／
２を超えている。
・民間シェルターとの役割分担
や、支援の在り方についての検
討が必要。そのためにも、民間
シェルターの活動内容の詳細（誰
に、何を、いつ、どの程度行った
か等）を把握する必要があること
から、実績報告の様式や検査方
法の見直が必要。

●民間シェルターに対する
運営費補助の継続的な実
施及び交付金の支給

●民間シェルターに対する
今後の補助の在り方を検討

・交付団体の負担で出来るだ
け抑えつつ、活動内容の詳
細をどのように把握するか。

県民生活・男女共
同参画課

245

●県内各地で支援を行
う民間支援団体等の開
拓・育成

・支援団体等の拡充
・継続して、提供できる体制
・金銭面での支援の拡充

・民間支援団体主催の行事参加への
働きかけを行い、居場所づくりを進め
た。

・被害者の自立支援に役立った。 ●県内各地で支援を行う民
間支援団体等の開拓・育成

・支援団体等の拡充
・継続して、提供できる体制
・金銭面での支援の拡充

女性相談支援セン
ター

246

・あったかふれあいセン
ター職員研修の継続
・DV対策にかかるパン
フレットの設置等による
周知の協力

・あったかふれあいセン
ターが集いの場づくりに終
始し、相談や訪問活動など
をきめ細かく行う機能面の
充実や、地域ニーズを把握
し柔軟に対応できる小規模
多機能支援拠点（地域福祉
の拠点）としての活動に
至っていないところがある。

・あったかふれあいセンター職員に必
要な基本的知識の習得やOJT体制
づくりを目的とした階層別研修や、
あったかふれあいセンターの活動充
実のために必要な知識や技術を身に
つけるための研修を開催。

あったかふれあいセンターの実
情を踏まえた研修が実施できた。
DV被害等、地域で支援が必要な
人を早期発見できる人材を育成
するため、引き続き、あったかふ
れあいセンター職員の人材育成
研修を継続していく。

・あったかふれあいセンター
職員研修の継続

・ 委託元である実施主体の市
町村との問題意識の共有
・人材育成研修の継続と求
められる役割の整理

地域福祉政策課

247

●市町村、包括支援セ
ンター職員を対象とした
高齢者虐待対応の研修
の実施

高齢者虐待の防止に向け
た取組など課題解決に向
けた理解を深めることが必
要。

高齢者虐待防止研修会の実施
・市町村向け：Ｈ29.8月50名

高齢者の虐待防止に向け、課題
への取り組みに関する知識や理
解を深めることができた。

継続して権利擁護研修会を
実施する。

権利擁護に関するさらなる理
解促進。

高齢者福祉課

248

●隣保館を定期的に訪
問し、DVに関する相談
の有無や対応状況を聞
き取る。
●隣保館職員等研修事
業を委託し、DVに関す
る研修を行う。

・隣保館職員等からの要望
をもとに、資質の向上を図
るための研修等が必要。

29年度に県内の隣保館を19館訪問
し、ＤＶに関する相談の有無と対応に
ついて聞き取りをした。

訪問した館のうち１館でDVに関
する相談があり、関係機関につ
ないだことを確認した。

●隣保館を定期的に訪問
し、DVに関する相談の有無
や対応状況を聞き取る。
●隣保館職員等研修事業
を委託し、DVに関する研修
を行う。

・隣保館職員は短いサイクル
で異動するため、短期間で専
門的知識を習得する必要が
ある。
・隣保館職員等からの要望を
もとに、資質の向上を図るた
めの研修等が必要。

人権課

4
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
支
援

（
２

）
安
全
安
心
な
暮
ら
し
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
充
実

②
被
害
者
及
び
子
ど
も
の
心
身
の
回
復
の
支
援

●民間支援団体によ
る同行支援や居場所
づくりなど特色ある取
組の推進

③
地
域
で
の
居
場
所
づ
く
り

●あったかふれあいセ
ンター等との連携
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

249

●民間シェルターに対
する運営費補助の継続
的な実施及び交付金の
増額。
　・1ヶ所、1,000千円以
内
●民間シェルターに対
する今後の補助の在り
方を検討（第3次DV被
害者支援計画の策定を
検討する中で実施）

・被害者への支援の拡大、
充実を図るための、民間
シェルターの育成及び掘り
起こし
・民間シェルターに対する
支援の在り方や役割分担
の検討が必要。

民間シェルター運営費補助実施の交
付決定
　・１か所　1,000千円

・H28に交付額を721千円から
1,000千円に増額出来たが、H２９
の実績においても団体の持ち出
しが事業費の１／２を超えてい
る。
・民間シェルターとの役割分担
や、支援の在り方についての検
討が必要。そのためにも、民間
シェルターの活動内容の詳細（誰
に、何を、いつ、どの程度行った
か等）を把握する必要があること
から、実績報告の様式や検査方
法の見直が必要。

●民間シェルターに対する
運営費補助の継続的な実
施及び交付金の支給

●民間シェルターに対する
今後の補助の在り方を検討

・交付団体の負担で出来るだ
け抑えつつ、活動内容の詳
細をどのように把握するか。

県民生活･男女共
同参画課

250

●県内各地で支援を行
う民間支援団体等の開
拓・育成

・支援団体等の拡充
・継続して、提供できる体制
・金銭面での支援の拡充

・民間支援団体主催の行事参加への
働きかけを行い、居場所づくりを進め
た。

・被害者の自立支援に役立った。 ●県内各地で支援を行う民
間支援団体等の開拓・育成

・支援団体等の拡充
・継続して、提供できる体制
・金銭面での支援の拡充

女性相談支援セン
ター

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
２

）
安
全
安
心
な
暮
ら
し
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
充
実

③
地
域
で
の
居
場
所
づ
く
り

●民間支援団体との
連携による居場所づく
り【一部再掲】
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

251
●市町村基本計画の
策定と取組の推進

●男女計画の一部をＤ
Ｖ計画とみなすことで、
ＤＶ計画が策定となるこ
とを情報提供して、市町
村の意識啓発をはか
る。
●市町村計画策定の手
引きを活用しながら、計
画を策定、改定する市
町村を支援する。

・首長訪問や市町村計画策
定の手引の活用、市町村
への働きかけ及び情報提
供の充実。

・10市町村を訪問し、市町村計画の
策定を働きかけた。

・市町村の個別訪問を強化し、計
画の必要性等を説明し、計画策
定を支援することが必要である。

・市町村計画策定の手引き
を活用しながら、計画を策
定、改定する市町村を支援
する。

・市町村への働きかけを継続
する、市町村計画策定の手
引の活用など情報提供の充
実を図る。

県民生活･男女共
同参画課

252

●広報紙等を活用し
た意識啓発及び窓口
等周知実施の働きか
け【一部１（２）②再掲】

●広報広聴課、人権啓
発センター等、利用でき
る広報媒体を活用し
て、繰り返し広報を続け
る。
　・広報紙（さんSUN高
知、
　　ソーレスコープ等）
　・テレビ・ラジオ
　・人権啓発センターＣ
Ｍ
●公共交通機関を活用
した広報活動の実施

・広報素材の工夫や広報の
強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった
内容か、あるいは広報媒体
や方法が適当か。

「女性に対する暴力をなくす運動期
間（11月12日～25日）」を中心とした
啓発の実施
○各種広報媒体を活用した広報の実
施
　・ラジオ対談（ＲＫＣ　２回　FM　1
回）
○民間支援団体と協働した広報・啓
発活動
　・啓発ポケットティッシュの配布
　・相談窓口周知カードの作成・配布
○高知城パープルライトアップ
○公共交通機関等での啓発ポスター
の掲示（路線バス40台、バス待合所
２ヶ所）

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間に集中的に広報を行うこ
とで、県民へのPR効果が一定得
られたと考えられる。
・通年での広報・啓発は不十分な
ため、方法についての検討が必
要。

「女性に対する暴力をなくす
運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施

○広報広聴課、人権啓発セ
ンター等、活用させてもらえ
る広報媒体を活用した広報
の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上
げ
○公共交通機関を活用した
広報活動の実施
○民間支援団体と協働した
広報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作成・
配布
○高知城パープルライトアッ
プ

・広報素材の工夫や広報の
強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、被
害者・加害者）にあった内容
か、あるいは広報媒体や方
法が適当か。

県民生活・男女共
同参画課

５
地
域
に
お
け
る
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み
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進

（
１
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地
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で
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見
守
り
体
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く
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①
市
町
村
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取
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化
に
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け
て
の
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か
け
、
市
町
村
と
の
連
携
強
化
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

253

・ブロック別関係機関連絡会議等を
通じてDV理解の浸透を図った。
・市町村内の各関係部署間の連携強
化への働きかけを行った。

ー ●ブロック別関係機関連絡
会議等を通じてDV理解の浸
透を図る。
●市町村内の各関係部署
間の連携強化への働きかけ

・ケースが起きてからの対応
になる
・町村の職員体制

県民生活・男女共
同参画課

254

・ブロック別関係機関連絡会議等を
通じてDV理解の浸透を図った。
・市町村内の各関係部署間の連携強
化への働きかけを行った。

・市町村内の各関係部署間の連
携強化への働きかけができた。

●ブロック別関係機関連絡
会議等を通じてDV理解の浸
透を図る。
●市町村内の各関係部署
間の連携強化への働きかけ

・ケースが起きてからの対応
になる。
・町村の職員体制の問題

女性相談支援セン
ター

255

●被害者支援マニュ
アルの作成等によるノ
ウハウの共有【２（２）
③再掲】

●ＤＶ被害者サポート
ブックの作成・配布
●ＤＶ被害者サポート
ブックを活用した研修の
実施

サポートブックの配布先が
増えると、加害者の目に触
れる機会が増える

・関係機関ブロック会においてＤＶ被
害者サポートブックを配布
　　　　ブロック会開催5カ所

・市町村相談窓口等で活用され、
ＤＶ被害者の支援に役立った。

●ＤＶ被害者サポートブック
の作成・配布
●ＤＶ被害者サポートブック
を活用した研修の実施

サポートブックの配布先が増
えると、加害者の目に触れる
機会が増える。

女性相談支援セン
ター

256

●DV被害者対応のス
キルの継続
●二次的被害の防止

・事例の無い市町村では、
ＤＶに特化した研修の必要
性を感じていない。

・関係機関ブロック会においてＤＶ被
害者サポートブックを配布
　　　　ブロック会開催5カ所
・高知市福祉課職員への研修実施

・市町村相談窓口等で活用され、
ＤＶ被害者の支援に役立った。
・女性相談支援センターの業務
内容の周知を図ることができた。

●DV被害者対応のスキル
の継続
●二次的被害の防止

・事例の無い市町村では、Ｄ
Ｖに特化した研修の必要性を
感じていない。

女性相談支援セン
ター

257

●相談員対象のスキル
アップ研修の実施（3
回）

・スキルアップ研修への参
加拡充及び県下の相談員
の課題解決

・相談員スキルアップ研修の実施(3
回)した。
①①ジェンダーの視点をもった相談
～DV被害からジェンダーを考える～
②ＬＧＢＴ・性的少数者の理解と支援
③災害時に相談員として何ができる
のか

・25団体・個人から47名（延べ77名）
の参加があり、意識の向上や情報提
供・交換、交流が図られた。

・相談員の意識向上や情報の提
供・交換、各方面の相談機関の
連携強化のために研修や交流を
継続していくとともに、研修内容
のニーズ把握や充実を図る。

●相談員対象のスキルアッ
プ研修の実施（3回）

・スキルアップ研修への参加
拡充及び県下の相談員の課
題解決

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

258

●研修への講師派遣及
び研修課題の決定権限
は市町村にあるため、
希望があれば対応す
る。

・センターはあらゆる人権
問題の啓発研修を行ってお
り、ＤＶ防止の専門的な部
分については、専門部署に
頼らざるを得ない。

 ・人権啓発センターでは相談業務を
 事務局長、２課長で担当しており、
 DV防止をテーマとした研修には参加
 していない。
・DV防止セミナー等の開催情報や
DV事件発生状況との情報収集を
行っている。

センターではあらゆる人権相談
に対応するため、特定のテーマ
に特化した専門的な研修には参
加していない。

●研修への講師派遣及び
研修課題の決定権限は市
町村にあるため、希望があ
れば対応する。

・センターはあらゆる人権問
題の啓発研修を行っており、
ＤＶ防止の専門的な部分に
ついては、専門部署に頼らざ
るを得ない。

人権啓発センター

５
地
域
に
お
け
る
取
り
組
み
の
推
進

（
１

）
地
域
で
の
見
守
り
体
制
づ
く
り

①
市
町
村
の
取
組
強
化

●市町村役場の関係
部署間の連携強化の
促進にむけての働き
かけ【２（２）③再掲】

●ブロック別関係機関
連絡会議等を通じてDV
理解の浸透を図る。
●市町村内の各関係部
署間の連携強化への働
きかけ

・ケースが起きてからの対
応になる
・町村の職員体制

●相談窓口等職員に
対する研修の実施及
び情報提供【２（２）③
再掲】
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

259

●ブロック会議の役割
と目的を整理し、内容
及び参加メンバーの見
直しも含めて検討。
 ●ＤＶ被害者を地域で
見守る環境づくりを進め
るため、引き続き全ブ
ロックで関係機関連絡
会議を開催する。

・ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議とブロック会議
の役割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関す
る関心を高め、DV支援を行
う上での役割を再認識して
もらうための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの
業務を兼務し、多忙な中で
は、件数の少ないDV支援
の優先度が低くなりがち。
男女共同参画やDVの担当
部署を持たない市町村の
関心をいかに高め、当事者
意識を持ってもらうか。

８月下旬から９月上旬にかけて、県
内5ヶ所で開催。昨年度から引き続
き、「市町村内部での連携強化」を
テーマに、ＤＶ被害者支援担当課以
外の関係課や社会福祉う協議会にも
参加を呼び掛けた。参加者は市町村
の他、警察署、福祉保健所、ソーレ、
社会福祉協議会。

参加：63機関（うち市町村23、社会福
祉協議会２）、111名

昨年度に引き続き、意見交換の
時間を多く取った。それぞれの状
況や事情に対する理解が深まり
（市町村内、県市間）、有意義な
会議となった。参加者からは、情
報交換の場としても有効であり、
今後も継続して欲しいとの要望
があった。
グループに分かれての意見交換
となるため、会議の最後にグ
ループでの話し合いの概要を発
表し、情報共有を図った。
　分科会においては、事例検討と
いうスタイルが続いたため、今後
は、地域で関係機関が連携する
ために有用となる内容を考えて
いく必要性がある。
　昨年度と比較して、参加者数は
ほぼ横ばいであるが、参加機関
数は増加。（Ｈ28年度：参加者
110名、56機関（うち市町村23））

●ブロック会議の役割と目
的を整理し、内容の見直し
を検討。
 ●ＤＶ被害者を地域で見守
る環境づくりを進めるため、
引き続き全ブロックで関係
機関連絡会議を開催する。

・ＤＶ対策連携支援ネットワー
ク会議とブロック会議の役
割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関する
関心を高め、DV支援を行う
上での役割を再認識してもら
うための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの業
務を兼務し、多忙な中では、
件数の少ないDV支援の優先
度が低くなりがち。男女共同
参画やDVの担当部署を持た
ない市町村の関心をいかに
高め、当事者意識を持っても
らうか。

県民生活･男女共
同参画課

260

●ブロック別ＤＶ関係機
関連絡会議へ参加し、
関係機関と情報交換・
連携強化

関係機関のブロック会への
参加者の減少

・ブロック別ＤＶ関係機関連絡会議へ
参加し、関係機関と情報交換・連携
強化を図った。

― ●ブロック別ＤＶ関係機関連
絡会議へ参加し、関係機関
と情報交換・連携強化

関係機関のブロック会への
参加者の減少

女性相談支援セン
ター

261

●ブロック別ＤＶ関係機
関連絡会議に参加し、
地域の関係機関が共通
認識をもち、連携して対
応。（安芸）
●ブロック別ＤＶ関係機
関連絡会議に積極的に
参加し、関係機関との
交流を図る。（中央東）
●ブロック別DV関係機
関連絡会議に参加し、
関係機関との連携をも
つ（須崎）
●ブロック別ＤＶ関係機
関連絡会議に参加し、
地域関係機関との連携
を促進する。（幡多）

ー ●特になし。（安芸）
●ブロック別DV関係連絡会議に参加
し、関係機関との意見交換ができた。
（中央東）
●ブロック別DV関係機関連絡会議に
参加できなかった（須崎）
●ブロック別ＤＶ関係機関連絡会議
に参加し、地域関係機関との情報共
有（9月）（幡多）

●ブロック別DV関係連絡会議に
参加し、関係機関との意見交換
ができた。（中央東）
●ブロック別ＤＶ関係機関連絡会
議の場で関係機関との情報共有
ができた（幡多）

●ブロック別DV関係連絡会
議に参加を継続し、関係の
強化を図る（中央東）
●ブロック別DV関係機関連
絡会議に参加し、関係機関
との連携をもつ（安芸、須
崎）

●ブロック別DV関係機関連
絡会議の日程は参加しやす
い日程にし、欠席の場合は
議事録などフィードバックが
あればよい。（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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●ブロック別DV関係
機関連絡会議の開催
【１（１）①再掲】
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●ブロック別DV関係
機関連絡会議の開催
【１（１）①再掲】

●連絡会議へDV担当
者が参加する。

・他機関との連携を強化す
る必要がある。

●平成29年度DV被害者支援連絡会
議への出席。
●高知県女性保護対策協議会総会
へ講師として出席。
●平成29年度第１回こうち男女共同
参画会議への出席。
●平成29年度DV対策連携支援ネッ
トワーク会議及び専門者研修会へ講
師として出席。

●他機関との連携が構築でき
た。
●講師として参加し、警察として
執り得る措置や法律の解釈を参
加者へ周知できた。

●DV関係機関連絡会議へ
の積極的な参加。

●突発事案や他の協議と競
合した場合における参加者
の確保が困難である。

警察本部
（少年女性安全対
策課）
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263

●女性しごと応援室を
通じた就労支援

特になし ・女性相談支援センター、女性しごと
応援室の双方の業務内容を理解し、
連携を強化するために情報交換会を
実施。
・ハローワーク、ひとり親家庭等就
業・自立支援センター等関係機関と
の連携も図りながら就労支援を実
施。

・女性しごと応援室はＤＶ被害者
に限らない就職支援窓口であり、
多数の相談を受けているわけで
はないが、来室したDV被害者に
対しての相談対応や必要に応じ
た関係機関への連携等を実施で
きている。

・女性しごと応援室を通じた
就労支援

特になし

県民生活・男女共
同参画課

264

●関係機関の研修会等
への参加

多くの問題があるため、ＤＶ
に対しては、対応が後回し
になっている。

・こうちセーフティネット連絡会、「社
会を明るくする運動」高知県推進委
員会、自殺対策関係機関連絡調整
会議への参加

― ●関係機関の研修会等へ
の参加

多くの問題があるため、ＤＶ
に対しては、対応が後回しに
なっている。

女性相談支援セン
ター

265

■要保護児童対策地域
協議会の構成機関や民
生委員・児童委員との
連携

■子どもの見守り体制
の推進

・地域で子どもを見守る体
制の構築に向けた要保護
児童対策地域協議会や民
生委員・児童委員との連携
・各種会議に参加した構成
員への守秘義務の徹底

・全市町村の児童福祉担当部署へ訪
問し、子どもの見守り体制推進交付
金の活用について説明（H29年5月-6
月）
＊活用状況（7市町）
南国市・須崎市・香南市・土佐清水
市・中土佐町・黒潮町・大月町

・児童虐待防止対策コーディネー
ターを中心とした庁内関係部署
や民生委員・児童委員との連携
が図られ、地域で子どもを見守る
体制づくりが構築されつつある。

■全市町村の要保護児童
対策地域協議会調整機関
へ訪問し、子どもの見守り
体制推進交付金の周知と、
庁内関係部署や民生委員・
児童委員との連携による地
域で子どもを見守る体制構
築に向けた支援の実施

・市町村の庁内関係部署や
民生委員・児童委員と連携し
た地域で子どもを見守る体制
の現状把握

児童家庭課
（児童相談所）

266

●市町村や市町村社協
と連携した支援を行うた
め、民生委員・児童委
員の研修等におけるDV
対策等の周知（再掲）

・民生委員・児童委員の高
齢化や業務量の増加によ
る負担感や後継者不足へ
の対応

・新任の民生委員・児童委員を対象
とした研修を開催（２年目対象：活動
の中心の一つである相談支援のた
めに、話の聴き方・話の受け止め方
について傾聴技法などを研修、３年
目対象：活動の基本的なところから、
事例検討等も交えながら、求められ
る役割、活動のポイント等を研修）

民生委員・児童委員の活動は多
岐にわたっており、それぞれの状
況等への対応について、わかり
やすく示していく必要がある。

・民生委員・児童委員の研
修等におけるDV対策等の
周知
（再掲）

・民生委員・児童委員の高齢
化や業務量の増加による後
継者不足への対応
・市町村と市町村社協との連
携が十分でないところもあ
る。

地域福祉政策課

267

●圏域別の意見交換会
の開催

・市町村と弁護士等の専門
職団体など高齢者に関わ
る関係機関との継続的な
連携が必要

・圏域別権利擁護意見交換会の実施
　　安芸圏域：Ｈ29.9　29名
　　中央東圏域：Ｈ29.9　34名
　　中央西圏域：Ｈ29.9　38名
　　高幡圏域：Ｈ29.8　27名
　　幡多圏域：Ｈ29.9　20名

高齢者等の権利擁護の推進に
向け、継続的に関係機関と連携
し、課題解決に向けた取組みを
行う必要がある。

圏域別の意見交換会を継
続的に実施し、情報共有を
行う。

市町村と弁護士等の専門職
団体など高齢者に関わる関
係機関との継続的な連携が
必要。 高齢者福祉課

268
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●地域における企業、
関係機関・団体、者と
の連携強化・理解促
進のための取組の実
施【２（１）②再掲】

●研修等の機会を通じ
て、障害者虐待防止法
と連携した防止対策等
の広報・啓発を行う

・障害者相談支援の実施主
体である市町村や障害者
福祉施設・事業所の管理者
等との情報共有や連携

平成29年11月16日、12月11日に施
設従事者を、11月13日に行政担当者
を対象にした障害者虐待防止・権利
擁護研修を開催し、広報・啓発を行っ
た。
参加者：165名（行政18名、従事者
147名）

障害者虐待防止・権利擁護研修
と連動した防止対策等の広報・
啓発が実施できたため、より効果
的な研修の開催ができた。

研修等の機会を通じて、障
害者虐待防止法と連携した
防止対策等の広報・啓発を
行う。

障害者相談支援の実施主体
である市町村や障害者福祉
施設・事業所との情報共有
や連携。 障害福祉課
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●地域における企業、
関係機関・団体、者と
の連携強化・理解促
進のための取組の実
施【２（１）②再掲】
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●市町村の主体性の醸
成
●相談につなげる体制
整備

・関係機関の協力 ・相談者及び入所者に母子での生活
自立に関する情報を提供した。
・相談に応じて被害者の生活再建の
ために、生活保護、保育支援、就労
支援制度等の情報提供と利用への
支援がスムーズにできるよう市町村
との連携を行った。

・生活の再建に役立った。 ●市町村の主体性の醸成
●相談につなげる体制整備

・関係機関の協力

女性相談支援セン
ター

270

●相談に応じて被害者
の生活再建のために必
要な、生活保護、保育
支援、就労支援制度等
の情報提供と利用がス
ムーズにできるよう市
町村との連携を行う。
（安芸、幡多）
●生活保護、ひとり親
世帯への支援制度等の
情報を提供し、活用で
きるように支援する。
（中央東）
●必要な制度について
情報提供をおこない必
要なサービスの利用が
出来るようにする。（中
央西）
●相談時、福祉保健所
内で各課状況共有し、
生活保護、保育支援、
就労支援制度及び保証
料補給制度、融資制度
等の各種支援に関する
情報提供及び利用に向
けた支援を行う（須崎）

●特になし。（安芸）
●DVに限らず、関係部署との連携に
より、各種制度の情報の提供をして
いる。（中央東）
●対応事例なし(中央西、須崎）

●情報提供することで、他機関と
の関係を改めて認識することに
なった。（中央東）
●対応事例ないが、相談あれば
必要な制度について利用できる
ように情報提供していく必要があ
る(中央西）
●相談事例はないが、福祉保健
所内の各課で情報共有を密にす
る。（須崎）

●相談に応じて被害者の生
活再建のために必要な、生
活保護、保育支援、就労支
援制度等の情報提供と利用
がスムーズにできるよう市
町村との連携を行う。（安
芸）
●機会あるごとに情報提供
に努めていく。（中央東）
●必要な制度について情報
提供を行い、必要なサービ
スの利用ができるように支
援する(中央西）
●相談時、福祉保健所内で
各課状況共有し、生活保
護、保育支援、就労支援制
度及び保証料補給制度、融
資制度等の各種支援に関
する情報提供及び利用に向
けた支援を行う（須崎）

●DV被害者支援について
は、所属で対応マニュアル等
なく、今後対応マニュアルや
支援体制など整備する必要
あり（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

271

５
地
域
に
お
け
る
取
り
組
み
の
推
進

（
2

）
地
域
に
お
け
る
早
期
発
見
、
通
報
及
び
相
談
体
制
づ
く
り

①
関
係
機
関
と
の
連
携
強
化
に
向
け
た
取
組

●生活保護、保育支
援、就労支援制度及
び保証料補給制度、
融資制度等の各種支
援に関する情報提供
及び利用に向けた支
援【４（１）②再掲】

●高知県ひとり親家庭
等自立促進計画（第三
次）に基づき、「ひとり親
家庭等福祉のしおり」等
を様々な機会で活用
し、適切な相談窓口に
つなげる。
●相談関係者の資質向
上に向け、研修を実施
する。

●依然として経済的に苦し
い状況にあるひとり親家庭
が多い一方、各種補助金、
貸付制度の認知度は低い
状況である。

●「ひとり親家庭等福祉のしおり」の
作成、配布
配布部数：22,500部
配布先：34市町村ほか411箇所（新た
に民生委員・児童委員、子ども食堂
等に配布）
●ひとり親家庭を対象とした補助金
の広報用リーフレットの作成、配布
配布部数：4,120部
配布先：34市町村ほか30箇所
●テレビ、ラジオ、広報誌、児童家庭
課フェイスブック等を活用した各種制
度、「ひとり親家庭等就業・自立支援
センター」の周知
●市町村、福祉保健所職員等を対象

●周知の対象、手段を拡大して
いるが、「ひとり親家庭等就業・
自立支援センター」の相談や就
職決定、各種補助金の利用につ
いて件数増加に結び付いていな
い。
●研修会実施により担当者の理
解は深まっているが、実際の取り
組みについては市町村間で温度
差があると思われる。

●ひとり親家庭に必要な情
報が確実に行き届くよう、よ
り効果的な周知ツールの活
用、しおり等配布物の具体
的な活用方法を検討してい
く。
●市町村における対応方法
を確認し、好事例を踏まえ、
ひとり親家庭が相談窓口に
確実につながる体制を構築
する。

●周知方法を検討するに当
たってのひとり親家庭のニー
ズ把握
●市町村間での対応の均一
化

児童家庭課

５
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域
に
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る
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携
強
化
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向
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取
組

●生活保護、保育支
援、就労支援制度及
び保証料補給制度、
融資制度等の各種支
援に関する情報提供
及び利用に向けた支
援【４（１）②再掲】
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

272

●生活保護、保育支
援、就労支援制度及
び保証料補給制度、
融資制度等の各種支
援に関する情報提供
及び利用に向けた支
援【４（１）②再掲】

・周知活動を行い、本
サービスを定着させて
いく。

・労働局、訓練実施機関と
密な連携を図り、必要な方
に情報が届くよう、引き続き
取り組みを続けていく。

・民間託児提供事業者と契約締結を
行い、各種職業訓練を受講する方に
託児サービスを提供できている。
　利用者13名（お子さん14名）
・労働局や職業安定所、訓練実施機
関にリーフレットを配布し、周知を
行った。

・子育てを理由に職業訓練を受
講できなかった方に対し、職業訓
練を提供できている。

・引き続き、周知活動を行
い、本サービスを定着させ
ていく。

・労働局、訓練実施機関と密
な連携を図り、必要な方に情
報が届くよう、引き続き取り
組みを続けていく。

雇用労働政策課

273
●地域のネットワーク
の構築による情報共
有

●ブロック会議の役割
と目的を整理し、内容
及び参加メンバーの見
直しも含めて検討。
 ●ＤＶ被害者を地域で
見守る環境づくりを進め
るため、引き続き全ブ
ロックで関係機関連絡
会議を開催する。

・ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議とブロック会議
の役割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関す
る関心を高め、DV支援を行
う上での役割を再認識して
もらうための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの
業務を兼務し、多忙な中で
は、件数の少ないDV支援
の優先度が低くなりがち。
男女共同参画やDVの担当
部署を持たない市町村の
関心をいかに高め、当事者
意識を持ってもらうか。

８月下旬から９月上旬にかけて、県
内5ヶ所で開催。昨年度から引き続
き、「市町村内部での連携強化」を
テーマに、ＤＶ被害者支援担当課以
外の関係課や社会福祉う協議会にも
参加を呼び掛けた。参加者は市町村
の他、警察署、福祉保健所、ソーレ、
社会福祉協議会。

参加：63機関（うち市町村23、社会福
祉協議会２）、111名

昨年度に引き続き、意見交換の
時間を多く取った。それぞれの状
況や事情に対する理解が深まり
（市町村内、県市間）、有意義な
会議となった。参加者からは、情
報交換の場としても有効であり、
今後も継続して欲しいとの要望
があった。
グループに分かれての意見交換
となるため、会議の最後にグ
ループでの話し合いの概要を発
表し、情報共有を図った。
　分科会においては、事例検討と
いうスタイルが続いたため、今後
は、地域で関係機関が連携する
ために有用となる内容を考えて
いく必要性がある。
　昨年度と比較して、参加者数は
ほぼ横ばいであるが、参加機関
数は増加。（Ｈ28年度：参加者
110名、56機関（うち市町村23））

●ブロック会議の役割と目
的を整理し、内容の見直し
を検討。
 ●ＤＶ被害者を地域で見守
る環境づくりを進めるため、
引き続き全ブロックで関係
機関連絡会議を開催する。

・ＤＶ対策連携支援ネットワー
ク会議とブロック会議の役
割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関する
関心を高め、DV支援を行う
上での役割を再認識してもら
うための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの業
務を兼務し、多忙な中では、
件数の少ないDV支援の優先
度が低くなりがち。男女共同
参画やDVの担当部署を持た
ない市町村の関心をいかに
高め、当事者意識を持っても
らうか。

県民生活・男女共
同参画課
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

274

●地域におけるネット
ワークづくりと関係機関
の連携強化

・本人の希望により、地域
での見守り体制や情報の
共有について希望がなかっ
た場合の対応

・要保護児童対策地域協議会等への
参加
　22回
・個別ケース検討会議への参加　18
回

・それぞれの役割を確認すること
で、DV被害者のつなぎができ
た。

●地域におけるネットワーク
づくりと関係機関の連携強
化

・本人の希望により、地域で
の見守り体制や情報の共有
について希望がなかった場
合の対応 女性相談支援セン

ター

275

●市町村や市町村社協
と連携した支援を行うた
め、民生委員・児童委
員の研修等におけるDV
対策等の周知（再掲）

・民生委員・児童委員の高
齢化や業務量の増加によ
る負担感や後継者不足へ
の対応

・新任の民生委員・児童委員を対象
とした研修を開催（２年目対象：活動
の中心の一つである相談支援のた
めに、話の聴き方・話の受け止め方
について傾聴技法などを研修、３年
目対象：活動の基本的なところから、
事例検討等も交えながら、求められ
る役割、活動のポイント等を研修）

民生委員・児童委員の活動は多
岐にわたっており、それぞれの状
況等への対応について、わかり
やすく示していく必要がある。

・民生委員・児童委員の研
修等におけるDV対策等の
周知
（再掲）

・民生委員・児童委員の高齢
化や業務量の増加による後
継者不足への対応
・市町村と市町村社協との連
携が十分でないところもあ
る。

地域福祉政策課

276

・全市町村の児童福祉担当部署へ訪
問し、子どもの見守り体制推進交付
金の活用について説明（H29年5月-6
月）
＊活用状況（7市町）
南国市・須崎市・香南市・土佐清水
市・中土佐町・黒潮町・大月町

・児童虐待防止対策コーディネー
ターを中心とした庁内関係部署
や民生委員・児童委員との連携
が図られ、地域で子どもを見守る
体制づくりが構築されつつある。

■全市町村の要保護児童
対策地域協議会調整機関
へ訪問し、子どもの見守り
体制推進交付金の周知と、
庁内関係部署や民生委員・
児童委員との連携による地
域で子どもを見守る体制構
築に向けた支援の実施

・市町村の庁内関係部署や
民生委員・児童委員と連携し
た地域で子どもを見守る体制
の現状把握

児童家庭課

277

・要保護児童対策地域協議会の構成
員として民生委員・児童委員の積極
的な位置づけと見守りについて、全
市町村の要保護児童対策地域協議
会調整機関の課長及び係長を対象
とした研修（H29.6月）や市町村訪問
（H29.8月-10月）により再度依頼。

・民生委員・児童委員に対して個
別ケース検討会議等への積極的
な参加要請が行われつつある。

■要保護児童対策地域協
議会の構成機関や民生委
員・児童委員との連携

・地域で子どもを見守る体制
の構築に向けた要保護児童
対策地域協議会や民生委
員・児童委員との連携
・各種会議に参加した構成員
への守秘義務の徹底 児童家庭課

（児童相談所）
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●地域のネットワーク
の構築による情報共
有

■要保護児童対策地域
協議会の構成機関や民
生委員・児童委員との
連携

■子どもの見守り体制
の推進

・地域で子どもを見守る体
制の構築に向けた要保護
児童対策地域協議会や民
生委員・児童委員との連携
・各種会議に参加した構成
員への守秘義務の徹底
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱
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点
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標
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目

取組の内容
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●相談に応じて被害者
の生活再建のために必
要な、生活保護、保育
支援、就労支援制度等
の情報提供と利用がス
ムーズにできるよう市
町村との連携を行う。
（安芸）
●各種の会に積極的に
参加し情報の共有に努
める（中央東）
●DVの事例やDVの疑
いのある事例が出た場
合は関係機関の情報共
有を行っていく。（中央
西）
●市町村等関係機関と
の連携により、地域で
の支援をサポートする。
（幡多）

ー ・管内８市町村の民生委員会で、ひと
り親家庭等への福祉制度の説明をし
た：８回、民生委員８１名、職員２３
名。（安芸）
●要対協等個別ケース会でのDVを
含む問題について積極的に発言して
いる。（中央東）
●対応事例なし(中央西）
●生活保護等で生活再建の支援（幡
多）

●対応主体の取り組みへの参考
意見にしてもらっている。（中央
東）
●対応事例あれば地域のネット
ワークによる情報の共有化を
図っていく必要がある(中央西）
●市町村等関係機関との連携に
より、地域で支援（幡多）

●各ケース会における情報
提供や助言、相談事例に応
じ関係機関と連携を図り支
援する。（中央東）
●DVの事例やDVの疑いの
ある事例が出た場合は関係
機関の情報共有を行ってい
く（中央西）
●DVの事例やDVの疑いの
ある事例が出た場合は関係
機関の情報共有を行う。（須
崎）

●要保護児童地域対策協議
会の構成機関以外との連携
及び情報共有を図ることは
困難である。（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

●地域のネットワーク
の構築による情報共
有

279
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・平成29年度は小学校
全校にＳＣ等を配置す
る。また、3校配置によ
るSCの派遣間隔が空く
ことの解消に努めるとと
もに生徒指導上の課題
が多い中学校への派遣
回数を可能なかぎり増

やす。
・アウトリーチ型SCの支
援センターへの配置拡

充
・SSWの高等学校への

配置の拡充。
・SC、ＳＳＷによる合同
研修会（地区別）を開催
・SC等研修講座を開催
・SSW研修協議会の開

催
・SCとSSWに対する

スーパーバイズの実施
　効果的な実践事例を
基にした研究協議を行
い活動かかる対応力の

向上を図る。
・心の教育センターに
SCとSSWを常駐し、相
談体制の強化を図る。

・SC等の勤務日数に制約
があり、十分な活用計画が
必要。
・SCやSSWの有効な活動
には、校内の担当教員の
コーディネート力を向上さ
せる必要がある。
・SSWをはじめとする関係
機関との連携について実践
事例をSCの研修や連絡協
議会で紹介し各校での実
践につなげる必要がある。
・心の教育センターに常駐
するSCやSSWの活用につ
いて年度途中に検証し実
施上の課題の把握と改善
に努めなければならない。
・SCおよびSSWスーパーバ
イザーを積極的に活用し、
支援の充実を図る必要が
ある

・SCを全ての公立小、中、義務教育、
高、特支学校に配置した。また、アウ
トリーチ型SCを6市の支援センターに
配置した。
・SSWを31市町村・学校組合、15県立
学校に配置した。
・SC等研修講座（6/18、7/9）
・SSW研修協議会（6/23）
・教育相談体制の充実に向けた連絡
協議会（8/17、8/18、8/21、8/22、
8/24、8/25）
・SC、SSWスーパーバイズの実施（随
時）

・研修会やスーパーバイズの実施に
より、SC及びSSWの対応力が向上し
ている。

・SC及びSSWの配置拡充により、
児童生徒への支援体制の充実
が図られた。
・SCやSSWの専門性が向上し、
より的確な支援ができるように
なった。

・SCの全校配置の継続及び
アウトリーチ型SCの配置拡
充。
・SSWの配置市町村及び県
立学校への配置拡充
・SC等研修講座の開催
・SSW研修協議会の開催
・SC、SSWによる合同研修
会の開催
・SC、SSWに対するスー
パーバイズの実施

・専門的な知識や技能を有し
た人材の確保
・SC、SSW配置拡充のため
の予算確保
・SC、SSWの専門性の向上
を図る必要がある。

人権教育課

68
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実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等
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280
●地域のネットワーク
の構築による情報共
有

●関係機関と連携し、
情報を共有する。

●関係機関との連携を密
にする必要がある。

●平成29年度DV被害者支援連絡会
議への出席。
●高知県女性保護対策協議会総会
へ講師として出席。
●平成29年度第１回こうち男女共同
参画会議への出席。
●平成29年度DV対策連携支援ネッ
トワーク会議及び専門者研修会へ講
師として出席。

●他機関との連携が構築でき
た。
●講師として参加し、警察として
執り得る措置や法律の解釈を参
加者へ周知できた。

●DV関係機関連絡会議へ
の積極的な参加。

●突発事案や他の協議と競
合した場合における参加者
の確保が困難である。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

281

●あったかふれあいセ
ンター職員研修の継続
（再掲）
●DV対策にかかるパン
フレットの設置等による
周知の協力（再掲）

・あったかふれあいセン
ターが集いの場づくりに終
始し、相談や訪問活動など
をきめ細かく行う機能面の
充実や、地域ニーズを把握
し柔軟に対応できる小規模
多機能支援拠点（地域福祉
の拠点）としての活動に
至っていないところがある。

・あったかふれあいセンター職員に必
要な基本的知識の習得やOJT体制
づくりを目的とした階層別研修や、
あったかふれあいセンターの活動充
実のために必要な知識や技術を身に
つけるための研修を開催。

あったかふれあいセンターの実
情を踏まえた研修が実施できた。
DV被害等、地域で支援が必要な
人を早期発見できる人材を育成
するため、引き続き、あったかふ
れあいセンター職員の人材育成
研修を継続していく。

・あったかふれあいセンター
職員研修の継続
（再掲）

・ 委託元である実施主体の市
町村との問題意識の共有
・人材育成研修の継続求め
られる役割の整理

地域福祉政策課

282

●市町村、包括支援セ
ンター職員を対象とした
高齢者虐待対応の研修
の実施

高齢者虐待の防止に向け
た取組など課題解決に向
けた理解を深めることが必
要。

高齢者虐待防止研修会の実施
・市町村向け：Ｈ29.8月50名

高齢者の虐待防止に向け、課題
への取り組みに関する知識や理
解を深めることができた。

継続して権利擁護研修会を
実施する。

権利擁護に関するさらなる理
解促進。

高齢者福祉課

283

●隣保館を定期的に訪
問し、DVに関する相談
の有無や対応状況を聞
き取る。
●隣保館職員等研修事
業を委託し、DVに関す
る研修を行う。

・隣保館職員等から聞き
取った要望をもとに、資質
の向上を図るための研修
等が必要。

29年度に県内の隣保館を19館訪問
し、ＤＶに関する相談の有無と対応に
ついて聞き取りをした。

訪問した館のうち１館でDVに関
する相談があり、関係機関につ
ないだことを確認した。

●隣保館を定期的に訪問
し、DVに関する相談の有無
や対応状況を聞き取る。
●隣保館職員等研修事業
を委託し、DVに関する研修
を行う。

・隣保館職員は短いサイクル
で異動するため、短期間で専
門的知識を習得する必要が
ある。
・隣保館職員等から聞き取っ
た要望をもとに、資質の向上
を図るための研修等が必
要。

人権課
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（２）③再掲】
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

284

●民間シェルターに対
する運営費補助の継続
的な実施及び交付金の
増額。
　・1ヶ所、1,000千円以
内
●民間シェルターに対
する今後の補助の在り
方を検討（第3次DV被
害者支援計画の策定を
検討する中で実施）

・被害者への支援の拡大、
充実を図るための、民間
シェルターの育成及び掘り
起こし
・民間シェルターに対する
支援の在り方や役割分担
の検討が必要。

民間シェルター運営費補助実施の交
付決定
　・１か所　1,000千円

・H28に交付額を721千円から
1,000千円に増額出来たが、H２９
の実績においても団体の持ち出
しが事業費の１／２を超えてい
る。
・民間シェルターとの役割分担
や、支援の在り方についての検
討が必要。そのためにも、民間
シェルターの活動内容の詳細（誰
に、何を、いつ、どの程度行った
か等）を把握する必要があること
から、実績報告の様式や検査方
法の見直が必要。

●民間シェルターに対する
運営費補助の継続的な実
施及び交付金の支給

●民間シェルターに対する
今後の補助の在り方を検討

・交付団体の負担で出来るだ
け抑えつつ、活動内容の詳
細をどのように把握するか。

県民生活･男女共
同参画課

285

●県内各地で支援を行
う民間支援団体等の開
拓・育成

・支援団体等の拡充
・継続して、提供できる体制
・金銭面での支援の拡充

・民間支援団体主催の行事参加への
働きかけを行い、居場所づくりを進め
た。

・被害者の自立支援に役立った。 ●県内各地で支援を行う民
間支援団体等の開拓・育成

・支援団体等の拡充
・継続して、提供できる体制
・金銭面での支援の拡充

女性相談支援セン
ター

286

●事例があれば、市町
村等と共有し、児童相
談所と連携し、育児支
援を行う。(安芸）
●検診や発達相談等に
よる育児支援を行う。そ
の中でＤＶ被害者の情
報があればピックアップ
し、関係機関と情報共
有する。（中央東）
●個別検討会等により
情報の共有化を図り、
必要な育児支援を行
う。（中央西）
●必要時、児童相談所
等と連携し育児支援を
実施する（須崎、幡多）

ー ●新規1例（両親と子どもの世帯）
に、児童相談所及び関係機関が連
携し、安全確保、加害者への指導や
家族協議等の対応をした結果、元の
家庭で生活している。現在も、要対協
での見守りと福祉保健所の支援を継
続中。（安芸）
●事例なし（中央西、須崎）
●健診や発達相談における関係機
関との情報共有をしている。（中央
東）
●事業で把握し児童相談所と連携が
必要な事例あり（幡多）

●自治体や学校等が連携し、対
応した結果、母子の希望する生
活環境で、要対協の見守りや家
族支援を継続できており、加害者
からのDVはなく、子どもの健や
かな成長の見守りができている。
（安芸）
●病院とのカンファレンスに参加
し、具体的な支援に結び付いて
いる。（中央東）
●生活保護のケースにおいて必
要あれば、子育て支援専門相談
員の育児支援がスムーズに行わ
れるよう情報共有を図っていく(中
央西）
●DV相談窓口が市町村となり相
談事例がない状態が数年続いて
いる、要保護児童地域対策協議
会等機会を通じ関係機関での情
報共有、連携の強化を図る必要

●事例があれば、市町村等
と共有し、児童相談所と連
携し、育児支援を行う。(安
芸）
●必要時発達相談等の活
用及び他機関との連携によ
り支援する。（中央東）
●個別検討会等により各担
当間での情報の共有化を図
り、必要な育児支援を行う
(中央西）
●必要時、児童相談所等と
連携し育児支援を実施する
（須崎、幡多）

●育児支援に関わる機関の
具体的な役割や人員配置な
ど明確化する必要がある（須
崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

287

■専門的な知識及び技
術を要する相談業務
■専門職員による調
査、判定に基づく援助
方針の策定と支援

・DVにかかる子どもの心理
的ケアの必要性が関係機
関に認識されていない

・児童相談所職員による配偶者暴力
相談支援センターの職員を対象とし
たDVの目撃等による子どもの心理
的被害についての研修実施（H29.12
月）
・児童相談所との情報共有の手順の
確認。

・配偶者暴力相談支援センター
の職員のDVの目撃等による子ど
もの心理的被害や児童相談所と
の情報共有の手順の理解が図ら
れた。

■配偶者暴力相談支援セン
ターとの連携協議会や職員
研修の実施による連携強化

児童相談所
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●児童相談所や福祉
保健所等による育児
支援【４（２）①再掲】
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

288

●民生委員・児童委員
の研修等におけるDV対
策等の周知（再掲）

・民生委員・児童委員の高
齢化や業務量の増加によ
る負担感や後継者不足へ
の対応

・新任の民生委員・児童委員を対象
とした研修を開催（２年目対象：活動
の中心の一つである相談支援のた
めに、話の聴き方・話の受け止め方
について傾聴技法などを研修、３年
目対象：活動の基本的なところから、
事例検討等も交えながら、求められ
る役割、活動のポイント等を研修）

民生委員・児童委員の活動は多
岐にわたっており、それぞれの状
況等への対応について、わかり
やすく示していく必要がある。

・民生委員・児童委員の研
修等におけるDV対策等の
周知
（再掲）

・民生委員・児童委員の高齢
化や業務量の増加による後
継者不足への対応
・市町村と市町村社協との連
携が十分でないところもあ
る。

地域福祉政策課

289

■要保護児童対策地域
協議会の構成機関や民
生委員・児童委員との
連携

■子どもの見守り体制
の推進

・地域で子どもを見守る体
制の構築に向けた要保護
児童対策地域協議会や民
生委員・児童委員との連携
・各種会議に参加した構成
員への守秘義務の徹底

・全市町村の児童福祉担当部署へ訪
問し、子どもの見守り体制推進交付
金の活用について説明（H29年5月-6
月）
＊活用状況（7市町）
南国市・須崎市・香南市・土佐清水
市・中土佐町・黒潮町・大月町

・児童虐待防止対策コーディネー
ターを中心とした庁内関係部署
や民生委員・児童委員との連携
が図られ、地域で子どもを見守る
体制づくりが構築されつつある。

■全市町村の要保護児童
対策地域協議会調整機関
へ訪問し、子どもの見守り
体制推進交付金の周知と、
庁内関係部署や民生委員・
児童委員との連携による地
域で子どもを見守る体制構
築に向けた支援の実施

・市町村の庁内関係部署や
民生委員・児童委員と連携し
た地域で子どもを見守る体制
の現状把握 児童家庭課

（児童相談所）

290

・県教委として引き続
き、要保護児童対策地
域協議会への参加を行
い、情報を把握に努
め、事案に応じて迅速
に関係機関との連携を
図る。

・市町村によっては管理票
の提供がなく、十分な情報
を得ることができない場合
があるため、管理票の提供
を求めていく。

・要保護児童対策協議会に参加し、
情報を収集に努めた。

・支援が必要な児童生徒の情報
の収集ができた。

・県教委として引き続き、要
保護児童対策地域協議会
への参加を行い、情報を把
握に努め、事案に応じて迅
速に関係機関との連携を図
る。

・市町村によっては管理票の
提供がなく、十分な情報を得
ることができない場合がある
ため、管理票の提供を求め
ていく。 人権教育課

291

●養護教諭・スクール
カウンセラー等による
学校でのケアの充実
【４（２）②再掲】

・平成29年度は小学校
全校にＳＣ等を配置す
る。また、3校配置によ
るSCの派遣間隔が空く
ことの解消に努めるとと
もに生徒指導上の課題
が多い中学校への派遣
回数を可能なかぎり増
やす。
・アウトリーチ型SCの支
援センターへの配置拡
充
・SC、ＳＳＷによる合同
研修会（地区別）を開催
・SC等研修講座を開催
・SCに対するスーパー
バイズの実施
　効果的な実践事例を
基にした研究協議を行
い活動かかる対応力の
向上を図る。
・心の教育センターに
SCとSSWを常駐し、相
談体制の強化を図る。

・SC等の勤務日数に制約
があり、十分な活用計画が
必要。
・SC等の有効な活動には、
校内の担当教員のコーディ
ネート力を向上させる必要
がある。
・実践事例をSCの研修や
連絡協議会で紹介し各校
での実践につなげる必要
がある。
・心の教育センターに常駐
するSCの活用について年
度途中に検証し実施上の
課題の把握と改善に努め
なければならない。
・SCスーパーバイザーを積
極的に活用し、支援の充実
を図る必要がある

・SCを全ての公立小、中、義務教育、
高、特支学校に配置した。また、アウ
トリーチ型SCを6市の支援センターに
配置した。
・SC等研修講座（6/18、7/9）
・教育相談体制の充実に向けた連絡
協議会（8/17、8/18、8/21、8/22、
8/24、8/25）
・SC、スーパーバイズの実施（随時）
・研修会やスーパーバイズの実施に
より、SCの対応力が向上している。

・SCの配置拡充により、児童生
徒への支援体制の充実が図られ
た。
・SCの専門性が向上し、より的確
な支援ができるようになった。

・SCの全校配置の継続及び
アウトリーチ型SCの配置拡
充。
・SC等研修講座の開催
・SC、SSWによる合同研修
会の開催
・SCに対するスーパーバイ
ズの実施

・専門的な知識や技能を有し
た人材の確保
・SC配置拡充のための予算
確保
・SCの専門性の向上を図る
必要がある。

人権教育課
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●要保護児童対策地
域協議会や民生委
員・児童委員との連携
【４（２）①再掲】
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成２９年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H２９年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

292
●養護教諭・スクール
カウンセラー等による
学校でのケアの充実

●養護教諭年次研修に
おいて「保健室における
健康相談の考え方と進
め方」を実施する

●スクールヘルスリー
ダーによる経験の浅い
養護教諭へのフォロー
アップ

●ＤＶに特化した研修には
ならない

●養護教諭初任者研修
　　　３１人に対し、「保健室における
健康相談の考え方と進め方」を実施
●スクールヘルスリーダーを経験の
浅い養護教諭配置の２校へ派遣

●経験の浅い養護教諭配置校で
あっても、スクールヘルスリー
ダーの希望がない場合がある

●養護教諭初任者研修の
実施
●スクールヘルスリーダー
を経験の浅い養護教諭の配
置校へ派遣するために、現
職養護教諭にも制度を周知
する

●スクールヘルスリーダーの
確保

保健体育課

293

●市町村関係機関との
連携により、地域での
支援をサポートする。
（安芸、幡多）
●DVの事例やDVの疑
いのある事例が出た場
合は関係機関の情報共
有を行っていく。（中央
西）

ー ●事例なし（安芸、須崎、幡多）
●対応事例ないが、要保護児童対策
地域協議会においてスクールソー
シャルワーカーや市町村職員等の役
割や支援について確認した(中央西）

●必要なケアについて引き続き
確認をしていく必要がある(中央
西）
●DV相談窓口が市町村となり相
談事例がない状態が数年続いて
いる、要保護児童地域対策協議
会等機会を通じ関係機関での情
報共有、連携の強化を図る必要
がある。（須崎）

●市町村関係機関との連携に
より、地域での支援をサポート
する。（安芸）
●スクールソーシャルワーカー
や市町村職員等との情報共有
を通じ必要なケアを把握しケア
の充実に向けて市町村の支援
を行う（中央西）
●DVの事例やDVの疑いのあ
る事例が出た場合は関係機関
の情報共有を行う。（須崎）
●必要時は、SSW等と連携し
支援する（中央東）

●家庭等でのケアに関わる
機関の具体的な役割など確
認していく必要がある（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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・SSWの高等学校への
配置の拡充。
・SC、ＳＳＷによる合同
研修会（地区別）を開催
・SSW研修協議会の開
催
・SSWに対するスー
パーバイズの実施
　効果的な実践事例を
基にした研究協議を行
い活動かかる対応力の
向上を図る。
・心の教育センターに
SCとSSWを常駐し、相
談体制の強化を図る。

・SSWの勤務日数に制約が
あり、十分な活用計画が必
要。
・SSWの有効な活動には、
校内の担当教員のコーディ
ネート力を向上させる必要
がある。
・SSWをはじめとする関係
機関との連携について実践
事例を研修や連絡協議会
で紹介し各校での実践につ
なげる必要がある。
・心の教育センターに常駐
するSSWの効果的な活用
について検証し実施上の課
題の把握と改善に努めな
ければならない。
・SSWスーパーバイザーを
積極的に活用し、支援の充
実を図る必要がある

・SSWを31市町村・学校組合、15県立
学校に配置した。
・SSW研修協議会（6/23）
・SSW初任者研修会（4/28、11/17）
・教育相談体制の充実に向けた連絡
協議会（8/17、8/18、8/21、8/22、
8/24、8/25）
・SSWスーパーバイズの実施（随時）
・研修会やスーパーバイズの実施に
より、SSWの対応力が向上している。

・SSWの配置拡充により、児童生
徒への支援体制の充実が図られ
た。
・SSWの専門性が向上し、より的
確な支援ができるようになった。

・SSWの配置を３３市町村・
学校組合及び２１県立学校
に拡充する。
・SSW研修協議会の開催
（年1回）
・SSW初任者研修会（年2
回）
・SC、SSWによる合同研修
会の開催（６ブロック）
・SSWに対するスーパーバ
イズの実施

・専門的な知識や技能を有し
た人材の確保
・SSW配置拡充のための予
算確保
・SSWの専門性の向上を図る
必要がある。

人権教育課

５
地
域
に
お
け
る
取
り
組
み
の
推
進

（
３

）
地
域
に
お
け
る
自
立
に
向
け
た
支
援
の
取
組

③
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
の
見
守
り

●スクールソーシャル
ワーカー及び市町村
職員等による家庭等
でのケアの充実
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